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ク
レ
モ
ナ
の
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
『
報
復
の
書
』（１
）

…
…
見
よ
！　

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
皇
帝
が
余
に
対
し
て
使

節
を
派
遣
す
る
よ
う
書
簡
で
要
請
し
て
い
る
の
だ
。
精
神
の
堅
固
さ
の

故
に
そ
れ
を
よ
り
見
事
に
、
弁
舌
の
巧
み
さ
の
故
に
そ
れ
を
よ
り
巧
み

に
為
し
得
る
者
は
他
に
は
お
ら
ぬ
。
か
の
者
が
如
何
に
容
易
く
ギ
リ
シ

ア
語
の
教
え
を
飲
み
干
す
か
、
そ
れ
は
余
が
語
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

か
の
者
は
、
年
端
も
行
か
ぬ
齢
で
早
く
も
ラ
テ
ン
語
の
教
え
を
飲
み
干

し
尽
く
し
た
の
だ
か
ら
（
第
六
巻
三
章
）。

九
四
九
年
、
国
王
を
凌
ぐ
事
実
上
の
イ
タ
リ
ア
王
国
の
支
配
者
た
る
イ
ヴ
レ

ー
ア
辺
境
伯
ベ
レ
ン
ガ
ー
リ
オ
は
、
当
時
約
三
〇
歳
の
パ
ヴ
ィ
ー
ア
の
助
祭
リ

ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
、
そ
の
義
父
に
向
か
っ
て
こ
う
褒
め
そ
や
し
た
。
こ

れ
を
伝
え
る
の
は
、
九
年
後
、
今
や
亡
命
の
身
と
な
っ
た
本
人
が
異
郷
で
筆
を

執
っ
た
『
報
復
の
書
』
で
あ
る
。
謙
虚
さ
（hum

ilitas

）
と
は
お
よ
そ
縁
の
な

い
、
む
し
ろ
「
お
喋
り
好
き
で
饒
舌
」（
２
）、
強
烈
な
自
己
顕
示
欲
に
満
ち
、
溢

れ
ん
ば
か
り
の
教
養
と
修
辞
技
巧
を
こ
れ
見
よ
が
し
に
駆
使
す
る
、
中
世
前
期

に
お
い
て
他
に
類
を
見
な
い
程
に
個
性
的
な
人
物

│
そ
の
生
涯
と
極
め
て
特

異
な
作
品
の
舞
台
裏
を
、
以
下
で
は
垣
間
見
る
こ
と
と
す
る
。

一　

リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
と
そ
の
世
界

︻
パ
ヴ
ィ
ー
ア
時
代
︼

一　

リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
三
〇
歳
頃
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
に
関
す
る
情
報
は
、

自
身
が
『
報
復
の
書
』
に
断
片
的
に
記
し
た
個
人
史
的
叙
述
に
尽
き
る
。

生
年
は
九
二
〇
年
頃（
３
）、
生
地
は
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
王
国
の
旧
都
パ
ヴ
ィ
ー

ア
（
４
）
と
推
定
さ
れ
る
。
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
人
系
の
生
ま
れ
で
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
だ
が
（
第
六
巻
三
章
）、
家
門
が
裕
福
な
遠
隔
地
商
人
で
あ
っ
た
の
か
、
パ

ヴ
ィ
ー
ア
宮
廷
と
伝
統
的
に
繋
が
り
を
有
す
る
都
市
貴
族
で
あ
っ
た
の
か
に
つ

ク
レ
モ
ナ
の
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
『
報
復
の
書
』／
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秘
密
の
共
有
者
（conscius secretorum

 eius

）
に
し
て
書
簡
の
署
名
者

（signator epistolarum

）
に
任
じ
た
」（
第
五
巻
三
〇
章
）。
九
四
九
年
、
ベ

レ
ン
ガ
ー
リ
オ
に
そ
の
ギ
リ
シ
ア
語
能
力
を
買
わ
れ
た
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
は
、

二
人
の
父
の
伝
統
を
継
承
す
る
か
の
如
く
、
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ノ
ス
七
世
〝
ポ
ル
フ
ィ
ロ
ゲ
ネ
ト
ス
〞（
在
位
九
〇
八
年
？
│
五
九
年
）
の
下

に
遣
わ
さ
れ
た
。
だ
が
、
義
父
は
、
ベ
レ
ン
ガ
ー
リ
オ
に
言
葉
巧
み
に
騙
さ

れ
、
旅
費
と
大
量
の
贈
り
物
の
全
て
を
自
ら
賄
う
羽
目
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

（
第
六
巻
三
、六
章
）。
と
も
あ
れ
、
翌
九
五
〇
年
春
に
帰
国
す
る
ま
で
の
滞
在

中
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
宮
廷
で
極
め
て
好
意
的

な
待
遇
を
受
け
た
こ
と
は
、
第
六
巻
五
〜
一
〇
章
に
お
い
て
活
写
さ
れ
て
い
る

通
り
で
あ
る
。

︻
オ
ッ
ト
ー
一
世
の
宮
廷
で
の
彷
徨
の
日
々
︼

一　

リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
が
如
何
な
る
理
由
で
、
今
や
「
暴
君
」
と
化
し
た
ベ

レ
ン
ガ
ー
リ
オ
と
そ
の
妻
、「
第
二
の
イ
ゼ
ベ
ル
」
に
し
て
「
ラ
ミ
ア
」
た
る

ウ
ィ
ッ
ラ
と
衝
突
す
る
に
至
っ
た
の
か
（
第
三
巻
一
章
）、
そ
の
具
体
的
原
因

は
不
明
で
あ
る
。『
報
復
の
書
』
は
、
前
述
第
六
巻
一
〇
章
を
も
っ
て
唐
突
に

中
断
し
、
そ
の
後
の
展
開
を
著
者
自
ら
が
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
上
記
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
行
の
費
用
負
担
を
め
ぐ
り
貪
欲
な
主

人
と
の
間
に
生
じ
た
軋
轢
か
、
あ
る
い
は
反
ベ
レ
ン
ガ
ー
リ
オ
陣
営
へ
の
リ
ウ

ト
プ
ラ
ン
ド
の
加
担
が
露
見
し
た
の
か
…
…（
７
）。
憶
測
は
尽
き
な
い
が
、
と

も
か
く
、
以
後
九
六
一
／
六
二
年
に
ク
レ
モ
ナ
司
教
に
登
位
す
る
ま
で
の
一
〇

年
間
に
関
し
て
は
、
史
料
的
に
は
断
片
的
情
報
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

帰
国
後
の
九
五
〇
年
一
一
月
二
二
日
、
ユ
ー
グ
の
息
子
で
、
名
目
的
存
在
に

す
ぎ
な
か
っ
た
若
き
国
王
ロ
タ
ー
リ
オ
（
在
位
九
三
一
│
五
〇
年
）
が
急
死

い
て
は
議
論
が
あ
る（
５
）。
不
詳
の
名
の
父
は
、
イ
タ
リ
ア
国
王
ユ
ー
グ
（
在

位
九
二
六
│
四
七
年
）
の
使
節
と
し
て
九
二
六
／
二
七
年
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ノ
ー
プ
ル
に
派
遣
さ
れ
た
。「
と
こ
ろ
が
、
戻
っ
て
か
ら
数
日
を
経
た
後
、
父

は
病
に
罹
っ
た
。
修
道
院
に
赴
き
、
聖
な
る
修
道
士
の
衣
装
を
身
に
纏
っ
た
の

だ
が
、
一
五
日
後
に
亡
く
な
り
、
ま
だ
幼
子
で
あ
っ
た
私
を
後
に
遺
し
て
主
の

下
へ
と
旅
立
っ
て
行
っ
た
」（
第
三
巻
二
四
章
）。
そ
れ
か
ら
程
な
い
九
三
〇
年

頃
、
少
年
は
「
そ
の
声
の
甘
美
な
響
き
の
故
に
、
国
王
ユ
ー
グ
の
好
意
を
得
る

こ
と
に
な
っ
た
」（
第
四
巻
一
章
）。
聖
職
者
と
し
て
の
道
に
足
を
踏
み
入
れ
、

最
終
的
に
は
パ
ヴ
ィ
ー
ア
司
教
教
会
の
助
祭
に
叙
階
さ
れ
た
（
年
次
は
不
明
）。

な
お
、
実
母
が
再
婚
し
た
義
父
も
、
九
四
一
年
に
国
王
の
使
節
と
し
て
ボ
ス
ポ

ラ
ス
海
峡
の
宮
廷
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
（
第
五
巻
一
四
章
）。

若
き
日
の
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
が
学
ん
だ
パ
ヴ
ィ
ー
ア
の
宮
廷
学
校
は
、
当
時

ミ
ラ
ノ
の
司
教
座
聖
堂
付
属
学
校
と
並
ん
で
イ
タ
リ
ア
で
最
も
高
い
水
準
を
誇

る
教
養
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
特
に
自
由
七
科
の
う
ち
三ト
リ
ウ
ィ
ウ
ム学

（
文
法
・
修

辞
・
弁
証
）
の
秀
逸
さ
に
お
い
て
傑
出
し
て
い
た
。
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
司
教
ア

ッ
ト
ー
ネ
（
在
位
九
二
四
│
六
四
年
以
前
）、
ノ
ヴ
ァ
ラ
の
ス
テ
フ
ァ
ノ

（
九
八
五
年
以
降
歿
）、
グ
ン
ツ
ォ
・
イ
タ
リ
ク
ス
（
九
六
四
／
六
五
年
以
降

歿
）
と
い
っ
た
当
代
一
流
の
知
識
人
を
輩
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る（
６
）。
そ

こ
で
、
彼
が
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
古
典
期
の
文
学
と
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
こ
と

は
、『
報
復
の
書
』
の
随
所
に
膨
大
な
量
の
文
学
作
品
の
知
識
と
技
巧
的
表
現

が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
解
る
。

二　

人
生
の
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
の
は
、
ユ
ー
グ
が
事
実
上
失
脚
し
、
ラ

イ
ヴ
ァ
ル
の
イ
ヴ
レ
ー
ア
辺
境
伯
ベ
レ
ン
ガ
ー
リ
オ
が
権
力
を
掌
握
し
た

九
四
五
年
の
政
変
で
あ
る
。
両
親
は
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
を
新
た
な
主
人
に
仕

え
さ
せ
る
べ
く
、「
莫
大
な
贈
り
物
」
を
提
供
し
た
。「
か
の
者
は
、
私
を
そ
の
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九
五
九
年
（
？
）
に
は
、「
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
か
ら
九
〇
〇
マ
イ

ル
以
上
離
れ
た
パ
ク
ソ
ス
島
」
に
滞
在
し
て
い
た
（
第
三
巻
一
章
）。
大
方
の

研
究
者
が
推
定
す
る
よ
う
に
、
オ
ッ
ト
ー
の
使
節
と
し
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ

ー
プ
ル
宮
廷
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
当
時
既
に
国
王
の
篤
い
信

頼
を
得
て
い
た
こ
と
の
証
し
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
九
五
八
〜
六
一
年
の
間
に
、

パ
ヴ
ィ
ー
ア
出
身
の
助
祭
は
、
オ
ッ
ト
ー
の
宮
廷
で
「
復
活
祭
の
説
教
講
話
」

を
行
っ
て
い
る
。
近
年
ビ
シ
ョ
フ
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
、
リ
ウ

ト
プ
ラ
ン
ド
の
巧
み
な
修
辞
と
知
性
豊
か
な
神
学
者
の
側
面
を
物
語
る
と
同
時

に
、
将
来
の
司
教
位
獲
得
へ
の
期
待
を
も
示
唆
す
る
内
容
と
な
っ
て
い

る
（
12
）。
た
だ
し
、
司
教
登
用
の
前
提
条
件
と
も
い
う
べ
き
宮
廷
司
祭
と
し
て

の
キ
ャ
リ
ア
は
、
直
接
は
確
認
さ
れ
て
は
い
な
い
。

三　

も
っ
と
も
、
近
年
フ
シ
ュ
ナ
ー
は
、
国
王
・
皇
帝
証
書
の
作
成
に
従
事

し
た
匿
名
の
書
記
た
ち
を
、
テ
キ
ス
ト
の
内
容
、
筆
跡
鑑
定
、
書
記
の
キ
ャ
リ

ア
等
を
根
拠
に
分
析
し
た
浩
瀚
な
研
究
に
お
い
て
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
隠
さ

れ
た
〝
素
顔
〞
に
迫
っ
て
い
る（
13
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
オ
ッ
ト
ー
の
三
〇
点

以
上
の
証
書
の
作
成
に
携
わ
っ
た
書
記Liudolf F

（
14
）
は
、
実
は
リ
ウ
ト
プ

ラ
ン
ド
で
あ
り
、
九
五
六
年
以
降
宮
廷
書
記
と
し
て
の
活
動
が
確
認
さ
れ
る
。

九
五
九
〜
六
〇
年
に
は
、
そ
の
活
動
領
域
が
拡
大
す
る
と
同
時
に
宮
廷
司
祭
に

抜
擢
さ
れ
、
書
記
と
し
て
の
活
動
は
司
教
登
位
後
の
九
六
四
年
ま
で
続
い
た
。

そ
れ
故
、
彼
は
、
故
郷
を
追
わ
れ
て
異
国
の
宮
廷
で
孤
独
に
生
き
た
亡
命
歴
史

家
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、
外
交
官
・
書
記
と
し
て
の
奉
仕
と
著
述
活
動
を
通

じ
、
当
代
の
聖
俗
有
力
者
（
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
司
教
ラ
テ
ー
ル
、
ケ
ル
ン
大
司
教
ブ

ル
ー
ノ
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
等
々
）
と
密
接
な
人
的
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
取
り
結
ぶ
こ
と
に
成
功
し
た
宮
廷
の
重
要
な
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
っ

た
、
と
い
う
の
で
あ
る

│
。
た
だ
し
、
論
証
上
の
最
も
重
要
な
根
拠
で
あ
る

し
、
早
く
も
一
二
月
一
五
日
、
ベ
レ
ン
ガ
ー
リ
オ
が
息
子
ア
ダ
ル
ベ
ル
ト
と
共

に
国
王
位
を
襲
っ
た
（
在
位
九
五
〇
│
六
一
年
）。
両
者
に
よ
る
翌
九
五
一
年

春
の
寡
婦
ア
ー
デ
ル
ハ
イ
ト
捕
縛
事
件
は
、
同
年
夏
に
始
ま
る
東
フ
ラ
ン
ク
国

王
オ
ッ
ト
ー
一
世
（
在
位
九
三
六
│
七
三
年
）
の
第
一
次
イ
タ
リ
ア
遠
征

（
九
五
一
〜
五
二
年
）
を
惹
起
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
遠
征
は
結
果
的
に

は
失
敗
に
終
わ
っ
た
が
、
そ
の
事
後
処
理
を
目
的
に
開
催
さ
れ
た
九
五
二
年
八

月
の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
王
国
・
教
会
会
議
の
場
に
は
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
も

参
加
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る（
８
）。
も
っ
と
も
、
そ
の
時
、
彼
が
ベ
レ
ン
ガ

ー
リ
オ
と
オ
ッ
ト
ー
の
い
ず
れ
の
側
の
随
行
者
と
し
て
参
加
し
た
の
か
は
不
明

で
あ
る
。
オ
ッ
ト
ー
宮
廷
へ
の
亡
命
時
期
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
見
解
が

九
五
一
〜
五
五
年
の
幅
で
分
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（
９
）。

二　

確
実
な
の
は
、
九
五
六
年
二
月
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
国
王
宮
廷
に
到

来
し
た
コ
ル
ド
バ
の
カ
リ
フ
、
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
三
世
（
在
位

九
二
九
│
六
一
年
）
の
使
節
の
エ
ル
ヴ
ィ
ラ
司
教
レ
セ
ム
ン
ド
と
、
同
地
で
面

識
を
得
た
こ
と
で
あ
る
（
序
言
、
第
一
巻
一
章
）。
同
時
期
、
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ

（
在
位
九
三
一
／
三
二
│
三
五
、四
六
│
四
八
年
）
の
み
な
ら
ず
リ
ュ
ッ
テ
ィ
ヒ

の
司
教
座
（
在
位
九
五
三
│
五
五
年
）
を
去
っ
て
再
び
亡
命
中
の
ラ
テ
ー
ル

（
八
八
七
年
頃
│
九
七
四
年
）
は
、
王
息
で
も
あ
る
大
司
教
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム

（
在
位
九
五
四
│
六
八
年
）
の
庇
護
を
得
て
マ
イ
ン
ツ
に
滞
在
し
て
お
り
、
リ

ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
は
、
同
じ
〝
彷
徨
（peregrinatio

）〞（
序
言
、
第
三
巻
一
章
、

第
六
巻
一
章
）
の
身
に
置
か
れ
た
、
こ
の
個
性
的
な
稀
代
の
知
識
人
と
知
り
合

う
機
会
に
恵
ま
れ
た
と
推
定
さ
れ
る（
10
）。『
報
復
の
書
』
の
執
筆
に
着
手
し

た
の
は
二
年
後
の
九
五
八
年
、
場
所
は
同
じ
く
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
あ
る
。
こ

の
間
の
九
五
六
〜
五
七
年
に
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
義
弟
の
リ
ウ
ド
ル
フ
の
イ

タ
リ
ア
遠
征
に
随
行
し
て
い
た
可
能
性
が
憶
測
さ
れ
て
い
る（
11
）。
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│
が
存
在
し
た
た
め
と
推
定
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
が
皇

帝
の
権
力
を
教
皇
と
使
徒
座
の
上
位
に
置
こ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
ア
ー
ダ
ル

ベ
ル
ト
は
、
あ
く
ま
で
も
教
会
法
上
の
立
場
を
擁
護
し
て
い
る
点
で
立
場
を
異

に
す
る
（
リ
ン
ツ
ェ
ル
）（
21
）。『
オ
ッ
ト
ー
史
』
の
場
合
、
教
会
法
で
綿
密
に

理
論
武
装
し
た
ヨ
ハ
ネ
ス
の
対
抗
教
会
会
議
（
22
）（
九
六
四
年
二
月
）
に
対
す

る
、
皇
帝
側
の
反
論
文
書
と
し
て
の
性
格
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）（
23
）。
同
じ
九
六
五
年
の
夏
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
は
、
教

皇
レ
オ
八
世
（
在
位
九
六
三
│
六
五
年
）
の
後
継
者
選
出
の
協
議
の
た
め
、
再

び
ロ
ー
マ
へ
と
派
遣
さ
れ
て
い
る
（『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
続
編
』
同
年
の
項
）。

二　

そ
の
後
も
、
第
三
次
イ
タ
リ
ア
遠
征
（
九
六
六
〜
七
二
年
）
で
到
来
し

た
皇
帝
に
イ
タ
リ
ア
で
合
流
し
て
い
る
。
九
六
七
年
四
月
の
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
の
教

会
会
議
に
参
加
し
た
他（
24
）、
降
誕
祭
に
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
教
会
で
挙
行
さ
れ

た
オ
ッ
ト
ー
二
世
（
在
位
九
六
七
│
八
三
年
）
の
皇
帝
戴
冠
式
に
参
列
し
た
こ

と
も
確
実
で
あ
る（
25
）。
そ
の
若
き
皇
帝
の
求
婚
交
渉
の
使
節
を
率
い
て
、
三

度
目
と
な
る
ビ
ザ
ン
ツ
宮
廷
に
向
か
っ
た
の
は
、
翌
九
六
八
年
春
で
あ
っ
た
。

こ
の
最
後
の
大
仕
事
は
見
事
な
ま
で
の
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
顛
末

（
及
び
自
己
弁
護
？
）
に
つ
い
て
は
、
翌
九
六
九
年
初
の
帰
国
後
に
著
さ
れ
た

『
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
使
節
記
』
が
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
通
り
で
あ

る
。
同
年
五
月
に
は
、
皇
帝
も
臨
席
し
た
ロ
ー
マ
の
教
会
会
議
で
、
ベ
ネ
ヴ
ェ

ン
ト
司
教
区
を
大
司
教
区
へ
と
昇
格
さ
せ
た
教
皇
証
書
に
署
名
者
と
し
て
そ
の

名
が
見
え
る（
26
）。
翌
九
七
〇
年
の
三
月
に
は
、
や
は
り
皇
帝
が
パ
ヴ
ィ
ー
ア

か
ら
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
に
向
か
う
途
次
に
滞
在
し
た
フ
ェ
ラ
ー
ラ
で
、
そ
の
姿
が
見

出
さ
れ
る（
27
）。

三　

確
認
さ
れ
る
最
後
の
活
動
の
軌
跡
は
、
同
年
四
月
二
〇
日
に
、
ク
レ
モ

ナ
司
教
区
内
で
の
所
領
交
換
に
臨
席
し
た
こ
と
を
示
す
私
証
書
で
あ
る
。
次
代

筆
跡
の
比
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
の
分
野
の
権
威
で
あ
る
ホ
フ
マ
ン
が
相
当
手

厳
し
い
批
判
を
加
え
て
お
り
、
懐
疑
的
な
研
究
者
も
少
な
く
な
い（
15
）。
魅
力

的
な
所
見
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
判
断
を
留
保
し
て
お
く
。

︻
ク
レ
モ
ナ
司
教
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
︼

一　

待
望
の
司
教
位
、
し
か
も
故
郷
の
パ
ヴ
ィ
ー
ア
近
郊
の
ク
レ
モ
ナ
の
座

に
抜
擢
さ
れ
た
の
は
、
オ
ッ
ト
ー
の
第
二
次
イ
タ
リ
ア
遠
征
（
九
六
一
〜
六
五

年
）
に
随
行
中
の
九
六
一
年
末
か
六
二
年
初
頭
で
あ
っ
た（
16
）。
皇
帝
戴
冠
を

前
に
、
オ
ッ
ト
ー
は
、
イ
タ
リ
ア
の
み
か
ビ
ザ
ン
ツ
の
政
情
に
も
精
通
し
た
ラ

ン
ゴ
バ
ル
ト
人
の
傑
出
し
た
教
養
と
語
学
力
、
そ
れ
に
鋭
敏
な
政
治
的
感
覚
に

信
を
置
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
後
、
政
治
及
び
外
交
の
檜
舞
台
に
お
け
る
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
活
躍
は
、

一
〇
年
後
の
死
の
時
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。
九
六
二
年
二
月
二
日
に
サ
ン
・

ピ
エ
ト
ロ
教
会
で
挙
行
さ
れ
た
皇
帝
戴
冠
式
に
も
、
参
列
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
九
六
三
年
夏
に
は
、
オ
ッ
ト
ー
と
そ
の
戴
冠
者
た
る
教
皇
ヨ
ハ
ネ
ス
一
二

世
（
在
位
九
五
五
│
六
四
年
）
と
の
間
に
紛
争
が
勃
発
す
る
。
ク
レ
モ
ナ
司
教

は
、
時
に
皇
帝
の
使
者
と
し
て（
17
）、
あ
る
い
は
ヨ
ハ
ネ
ス
罷
免
を
決
議
し
た

ロ
ー
マ
教
会
会
議
の
場
で
「
ザ
ク
セ
ン
語
」
を
話
す
オ
ッ
ト
ー
の
ラ
テ
ン
語
通

訳
と
し
て
奔
走
し
て
い
る（
18
）。
恐
ら
く
は
皇
帝
の
委
任
に
よ
っ
て
、
客
観
的

な
教
会
会
議
議
事
録
の
装
い
の
下
、
皇
帝
の
立
場
を
一
方
的
に
正
当
化
す
る
詳

細
に
し
て
傾
向
的
な
文
書
『
オ
ッ
ト
ー
史
』
を
著
し
た
の
は
、
九
六
四
／
六
五

年
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
19
）。
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
続

編
』
や
フ
ロ
ド
ア
ー
ル
『
編
年
誌
』
の
関
連
記
事
と
一
部
類
似
箇
所
が
あ
る
の

は
、
共
通
の
情
報
源

│
第
二
次
イ
タ
リ
ア
遠
征
を
終
え
て
九
六
五
年
初
に
帰

還
し
た
直
後
に
皇
帝
周
辺
で
作
成
さ
れ
た
遠
征
の
報
告
記
録
？
（
ド
ル
ナ
）（20
）
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請
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ヨ
ハ
ネ
ス
・
レ
セ
ム
ン
ド
の
使
節
行
に
つ
い
て
は
、
メ

ッ
ツ
の
聖
ア
ル
ヌ
ル
フ
修
道
院
長
ヨ
ハ
ネ
ス
が
『
ゴ
ル
ツ
ェ
修
道
院
長
ヨ
ハ
ネ

ス
伝
』
を
主
人
公
の
歿
後
程
な
く
し
て
著
し
て
い
る（
30
）。
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド

は
、
九
四
九
年
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
派
遣
さ
れ
た
際
、
同
地
で
ヒ

ス
パ
ニ
ア
か
ら
到
来
し
た
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
の
使
節
と
出
会
っ
た
経

験
が
あ
る
（
第
六
巻
五
章
）。
双
方
に
と
っ
て
の
異
郷
の
地
に
お
け
る
邂
逅

で
、
知
識
人
同
士
で
意
気
投
合
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も

っ
と
も
、
エ
ル
ヴ
ィ
ラ
司
教
は
同
年
中
に
帰
国
し
て
お
り
、『
報
復
の
書
』
が

実
際
に
司
教
に
献
呈
さ
れ
た
痕
跡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

第
一
巻
の
執
筆
開
始
は
、
レ
セ
ム
ン
ド
と
の
邂
逅
か
ら
二
年
後
の
九
五
八

年
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
お
い
て
で
あ
る
（
第
一
巻
一
章
、
第
三
巻
一
章
）。

九
五
九
年
（
？
）
に
は
、「
パ
ク
ソ
ス
島
で
執
筆
に
勤
し
ん
で
い
る
」
こ
と
が

第
三
巻
一
章
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
九
五
九
年
一
一
月
一
五
日
に
死
去
し
た
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
七
世
ポ
ル
フ
ィ
ロ
ゲ
ネ
ト
ス
が
、
第
一
〜
五
巻
ま
で
存
命

中
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遅
く
と
も
九
六
〇
年
の
初
頭
以
前
に
は
、
第
五

巻
ま
で
の
執
筆
を
終
了
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（
31
）。
第
六
巻
で
は
、

九
六
二
年
二
月
二
日
に
皇
帝
に
戴
冠
さ
れ
た
オ
ッ
ト
ー
が
、「
当
時
は
国
王
、

現
在
は
皇
帝
」（
四
、六
章
）
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
第
六
巻
の
執
筆
は
そ
れ
以
降

と
な
る
。

︻
各
稿
本
の
系
譜
関
係
︼

一　

九
八
四
年
、
後
任
司
教
オ
デ
ル
リ
ヒ
が
ク
レ
モ
ナ
司
教
教
会
所
蔵
の
各

種
証
書
・
書
物
を
調
査
し
た
時
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
著
作
は
も
は
や
そ
こ
に

は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
ま
で
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ

て
い
る
『
報
復
の
書
』
の
手
書
本
は
二
〇
点
を
数
え
る（
32
）。
作
成
時
代
は
、

の
司
教
オ
デ
ル
リ
ヒ
（
在
位
九
七
二
年
頃
│
一
〇
〇
三
年
）
の
名
が
史
料
に
初

出
す
る
の
は
、
三
年
後
の
九
七
三
年
三
月
五
日
で
あ
る（
28
）。
命
日
は
、

『
死ネ

ク

ロ

ロ

ー

グ

者
祈
念
の
書
』
等
に
伝
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
た
だ
し
、
一
二
世
紀
（
？
）

に
記
さ
れ
た
『
ア
メ
ー
リ
ア
司
教
聖
ヒ
メ
リ
ウ
ス
移
葬
記
』
の
叙
述
か
ら
、
リ

ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
が
九
七
一
年
に
ケ
ル
ン
大
司
教
ゲ
ー
ロ
（
在
位
九
六
九
│
七
六

年
）
の
率
い
る
求
婚
使
節
に
随
行
者
と
し
て
加
わ
っ
て
い
た
が
、
翌
九
七
二
年

の
イ
タ
リ
ア
帰
還
前
後
の
時
期
に
病
死
し
た
可
能
性
が
憶
測
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
使
節
の
成
果
は
、
同
年
四
月
に
、
将
軍
皇
帝
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ツ
ミ
ス
ケ
ス
（
在

位
九
六
九
│
七
六
年
）
の
妻
の
姪
テ
オ
フ
ァ
ー
ヌ
と
オ
ッ
ト
ー
二
世
の
、
ロ
ー

マ
に
お
け
る
結
婚
式
へ
と
結
実
す
る
の
だ
が
、『
移
葬
記
』
の
叙
述
の
真
偽
の

程
は
定
か
で
は
な
い（
29
）。

二　
『
報
復
の
書
』
の
成
立
過
程
、
各
稿
本
の
伝
承
状
況

︻
成
立
過
程
︼

第
一
巻
の
執
筆
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
上
述
の
よ
う
に
九
五
六
年
二
月
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
の
エ
ル
ヴ
ィ
ラ
司
教
レ
セ
ム
ン
ド
と
の
出
会
い
で
あ
る

（
序
言
、
第
一
巻
一
章
、
第
三
巻
一
章
）。
レ
セ
ム
ン
ド
が
ヒ
ス
パ
ニ
ア
か
ら
到

来
し
た
理
由
は
、
三
年
前
の
九
五
三
年
、
国
王
オ
ッ
ト
ー
が
メ
ッ
ツ
近
郊
の
ゴ

ル
ツ
ェ
修
道
院
の
修
道
士
ヨ
ハ
ネ
ス
（
九
〇
五
年
頃
│
七
四
年
）
を
、
使
節
と

し
て
コ
ル
ド
バ
の
カ
リ
フ
、
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
三
世
の
宮
廷
に
派
遣

し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
ヨ
ハ
ネ
ス
が
持
参
し
た
国
王
親
書
の
一
部
内
容
が

イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
侮
辱
し
た
と
し
て
、
そ
の
撤
回
を
迫
ら
れ
た
も
の
の
、
修
道

士
は
こ
れ
を
頑
な
に
拒
否
し
た
。
こ
の
た
め
、
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン

は
、
側
近
の
レ
セ
ム
ン
ド
を
オ
ッ
ト
ー
の
宮
廷
に
遣
わ
し
、
事
態
の
改
善
を
要
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一
〇
世
紀
後
半
か
ら
一
二
／
一
三
世
紀
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
。
地
域
的
に
は
ア

ル
プ
ス
以
北
の
バ
イ
エ
ル
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
に
集

中
し
て
お
り
、
他
方
イ
タ
リ
ア
で
は
皆
無
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、『
報
復
の

書
』
の
最
古
の
伝
承
本
は
、
一
〇
世
紀
後
半
の
イ
タ
リ
ア
人
二
名
の
手
で
記
さ

れ
て
お
り
、
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
司
教
教
会
の
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
中
に
見
出
さ
れ
る

（Freising 188
、
現
在
は
バ
イ
エ
ル
ン
州
立
図
書
館
所
蔵C

lm
 6388

、
四
折

判
第
八
葉
裏
│
八
五
葉
裏
）。
な
お
、
同
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
に
は
『
オ
ッ
ト
ー

史
』
の
他
、『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
』
と
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
に
よ
る
『
続
編
』
他

の
作
品
も
併
せ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
（
後
述
二
一
頁
）。
レ
ー
ギ
ノ
写
本
中
の

書
き
込
み
（
一
二
一
葉
）
か
ら
、
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
司
教
ア
ブ
ラ
ハ
ム
（
33
）（
在

位
九
五
七
│
九
三
年
）
の
所
有
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

二　

ゲ
オ
ル
ク
・
Ｈ
・
ペ
ル
ツ
に
よ
る
最
初
の
モ
ヌ
メ
ン
タ
版
刊
本

（
一
八
三
九
年
）
の
刊
行
以
来
今
日
ま
で
議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
フ

ラ
イ
ジ
ン
グ
本
」
を
書
き
記
し
た
二
人
の
イ
タ
リ
ア
人
の
う
ち
一
人
が
、
果
た

し
て
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
本
人
で
あ
っ
た
の
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ペ
ル

ツ
は
、
ギ
リ
シ
ア
文
字
に
よ
る
単
語
表
記
、
ラ
テ
ン
文
字
へ
の
転
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト

記
と
ラ
テ

ン
語
翻
訳（
34
）、
語
義
注
釈
を
全
て
書
き
記
し
、
か
つ
テ
キ
ス
ト
全
体
に
修

正
・
補
筆
を
施
し
た
第
二
の
書
き
手
を
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
自
身
と
比
定
し
、
各

稿
本
の
系
譜
関
係
の
起
点
に
「
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
本
」
を
据
え
た
。
し
か
し
、
自

筆
稿
説
は
、
そ
の
後
ケ
ー
ラ
ー
（
一
八
八
三
年
）
に
よ
り
文
献
学
的
観
点
か
ら

批
判
さ
れ
、
パ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
側
面
に
お
い
て
も
ベ
ッ
カ
ー
に
よ
り
否
定

さ
れ
た
（
一
九
〇
八
／
一
一
年
）（
35
）。
ベ
ッ
カ
ー
の
モ
ヌ
メ
ン
タ
第
三
版

（
一
九
一
五
年
）
で
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
最
も
近
接
し
て
は
い
る
も
の
の
、
中

間
段
階
の
一
写
本
の
地
位
に
格
下
げ
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
否
定
説
は

長
ら
く
の
間
通
説
と
し
て
妥
当
し
続
け
た
が
、
そ
れ
に
異
議
を
唱
え
た
の
が
、
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て
（
ｘ
）
を
作
成
し
た
。（
ｘ
）
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
文
字
表
記
等
の
誤
記
・
誤

解
が
多
々
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の

（
ｘ
）
か
ら
、
ま
ず
写
本
（
ｚ
）
が
作
成
さ
れ
た
（
第
一
次
改
訂
）。
Ａ
稿
の
系

統
本
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
第
五
巻
の
中
途
で
終
わ
っ
て
い
た
と
推
定

さ
れ
る
。
ま
た
、
ギ
リ
シ
ア
文
字
表
記
の
み
で
、
ラ
テ
ン
文
字
へ
の
転
記
は
な

く
、
ラ
テ
ン
語
翻
訳
は
七
箇
所
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド

は
、
手
元
の
（
ｘ
）
に
種
々
の
改
訂
を
加
え
た
（
第
二
次
改
訂
）。
①
第
一
巻

四
二
章
の
「
皇
帝
ラ
ン
ベ
ル
ト
暗
殺
事
件
」
の
改
稿
、
②
第
二
巻
六
章
の
「
大

司
教
ハ
ッ
ト
ー
の
奸
計
」
の
追
加
、
③
ギ
リ
シ
ア
文
字
表
記
の
ラ
テ
ン
文
字
へ

の
転
記
と
翻
訳
の
大
幅
な
追
加
挿
入
、
語
義
注
釈
の
部
分
的
補
足
。
そ
の
後
、

こ
の
改
訂
稿
か
ら
写
本
（
ｙ
）
が
正
確
に
書
写
さ
れ
、
そ
れ
は
Ｂ
稿
の
系
統
本

と
Ｃ
稿
の
系
統
本
に
分
枝
し
た
。
Ｂ
稿
の
起
点
に
位
置
す
る
の
が
「
フ
ラ
イ
ジ

ン
グ
本
」
で
、
完
成
稿
に
最
も
近
接
す
る
テ
キ
ス
ト
を
提
示
し
て
い
る
。
Ｃ
稿

は
、
読
み
易
さ
の
た
め
に
テ
キ
ス
ト
に
改
変
を
施
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
、

Ｂ
稿
と
は
独
立
し
た
系
統
に
分
類
さ
れ
る
が
、
Ａ
稿
と
の
決
定
的
相
違
に
比
べ

る
と
、
両
者
間
の
差
異
は
小
さ
い
。
第
一
次
改
訂
と
第
二
次
改
訂
の
時
期
は
、

前
述
の
成
立
過
程
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
遅
く
と
も
九
六
〇
年
の
初
頭

以
前
、
九
六
二
年
二
月
以
降
と
な
る
。

︻
受
容
史
︼

一
『
報
復
の
書
』
の
手
書
本
は
、
上
述
の
よ
う
に
現
在
ま
で
二
〇
点
の
存
在

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、『
オ
ッ
ト
ー
史
』
は
七
点
、『
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
使
節
記
』
は
一
点
（
現
存
せ
ず
）
に
す
ぎ
な
い
。
イ
タ
リ
ア
の

地
で
『
報
復
の
書
』
が
利
用
さ
れ
た
痕
跡
は
極
め
て
乏
し
く
、
フ
ァ
ル
フ
ァ
の

年
代
記
作
者
と
ア
ン
ド
レ
ア
・
ダ
ン
ド
ー
ロ
（
一
三
〇
七
│
五
四
年
）
の
『
年

イ
タ
リ
ア
人
中
世
史
家
の
キ
エ
ー
ザ
で
あ
る
。
彼
は
、
ペ
ル
ツ
の
旧
説
に
復
す

る
立
場
を
採
り
、
ブ
レ
ポ
ル
ス
社
の
「
中
世
の
自
筆
稿
叢
書
」
か
ら
「
フ
ラ
イ

ジ
ン
グ
本
」
の
一
部
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
と
し
て
刊
行
し
（
一
九
九
四
年
）、
次

い
で
最
新
刊
本
で
そ
の
全
体
像
を
提
示
し
た
（
一
九
九
八
年
）。
こ
の
新
た
な

自
筆
稿
説
は
、
フ
シ
ュ
ナ
ー
の
支
持
を
得
た
が（
36
）、
し
か
し
な
が
ら
、
批
判

も
極
め
て
根
強
く
、
彼
の
主
張
は
、
全
面
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
は
至
ら
な

か
っ
た
と
言
え
る
。
様
々
な
批
判
点
の
中
で
も
最
も
重
大
な
の
は
、
ギ
リ
シ
ア

語
に
精
通
し
た
著
者
自
身
が
犯
す
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
程
多
数
の
初
歩
的

誤
記
・
誤
解
が
、
ギ
リ
シ
ア
文
字
表
記
、
ラ
テ
ン
文
字
へ
の
転
記
と
ラ
テ
ン
語

翻
訳
中
に
見
出
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
（
ホ
フ
マ
ン
、
二
〇
〇
一
年
）（
37
）。
キ

エ
ー
ザ
は
、
個
々
の
批
判
に
対
し
て
繰
り
返
し
反
論
を
展
開
し
て
い
る

が（
38
）、「
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
本
」
の
作
成
に
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
が
直
接
関
与
し

た
積
極
的
な
証
拠
を
提
示
す
る
こ
と
は
出
来
て
い
な
い
。

も
っ
と
も
、
キ
エ
ー
ザ
は
、
ベ
ッ
カ
ー
が
唱
え
た
『
報
復
の
書
』
の
段
階
的

成
立
を
容
認
し
て
い
る
た
め
、
ペ
ル
ツ
と
は
異
な
り
「
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
本
」
を

系
譜
の
起
点
に
据
え
て
い
な
い（
39
）。
他
方
、
キ
エ
ー
ザ
を
批
判
す
る
ホ
フ
マ

ン
も
、
自
筆
の
是
非
は
と
も
か
く
、「
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
本
」
が
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン

ド
の
周
辺
0

0

で
成
立
し
た
こ
と
は
認
め
て
い
る（
40
）。
そ
れ
故
、
ベ
ッ
カ
ー
と
キ

エ
ー
ザ
の
校
訂
上
の
最
大
の
相
違
点
は
、
Ｂ
稿
と
Ｃ
稿
と
の
間
の
依
存
関
係
の

有
無
と
な
る
が
（
後
述
）、
こ
れ
は
テ
キ
ス
ト
の
全
体
像
を
左
右
す
る
程
の
大

き
な
問
題
で
は
な
い
。

三　

以
下
で
は
ベ
ッ
カ
ー
版
の
系
譜
図
に
基
づ
き
、
各
稿
本
の
成
立
事
情
と

系
譜
関
係
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る（
41
）。

『
報
復
の
書
』
の
手
書
本
は
三
つ
の
系
統
本
に
大
別
さ
れ
る
。

リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
は
、
自
身
の
最
初
の
草
稿
を
周
辺
の
書
き
手
に
浄
書
さ
せ
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上
述
の
よ
う
に
九
五
三
年
に
コ
ル
ド
バ
宮
廷
に
派
遣
さ
れ
た
経
験
の
あ
る
ヨ
ハ

ネ
ス
（
在
位
九
六
七
│
七
四
年
）
で
、
彼
は
、
エ
ル
ヴ
ィ
ラ
司
教
レ
セ
ム
ン
ド

を
介
し
て
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
と
接
点
を
有
し
て
い
た（
43
）。『
ゴ
ル
ツ
ェ
修
道

院
長
ヨ
ハ
ネ
ス
伝
』
の
編
者
ヤ
ー
コ
ブ
セ
ン
は
、『
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ

ル
使
節
記
』
が
、
メ
ッ
ツ
の
聖
ア
ル
ヌ
ル
フ
修
道
院
長
ヨ
ハ
ネ
ス
に
対
し
、
類

似
の
経
験
を
有
す
る
ゴ
ル
ツ
ェ
修
道
院
長
の
伝
記
執
筆
の
契
機
を
与
え
た
可
能

性
を
憶
測
し
て
い
る（
44
）。

Ｂ
稿
で
目
を
惹
く
の
は
、
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
の
ラ
エ
ヴ
ィ
ン
（
一
一
七
七
年
以

前
歿
）
に
よ
る
『
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
事
績
録
』（
一
一
五
八
〜
六
〇
年
成

立
）
で
の
利
用
で
あ
る
（
第
三
巻
四
〇
（
三
七
）
章
）。
そ
こ
で
は
、
第
一
巻

三
七
章
の
有
名
な
一
節

│
「
イ
タ
リ
ア
人
と
い
う
も
の
は
、
一
方
を
他
方
へ

の
脅
威
に
よ
っ
て
抑
制
す
べ
く
、
常
に
二
人
の
主
人
を
有
す
る
こ
と
を
欲
す

る
」

│
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
上
で
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
人
の
事
績
の
著
者
と

し
て
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（
45
）。

ニ
ー
ダ
ー
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
に
お
け
る
Ｃ
稿
の
起
点
と
な
っ
た
の
は
、
ト
リ

ー
ア
で
あ
っ
た
。
失
わ
れ
た
『
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
使
節
記
』
の
唯
一

の
稿
本
も
、
同
地
の
大
司
教
教
会
に
由
来
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。
一
一
世
紀
末

以
降
は
今
日
の
ベ
ル
ギ
ー
の
修
道
院
が
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
受
容
の
拠
点
と
な
っ

た
。
ジ
ャ
ン
ブ
ル
ー
修
道
士
の
ジ
ー
ゲ
ベ
ル
ト
（
一
〇
三
〇
年
頃
│
一
一
一
二

年
）
は
、『
年
代
記
』（
一
〇
八
八
年
頃
〜
一
一
〇
五
／
一
一
年
頃
成
立
）
に
お

い
て
『
報
復
の
書
』
を
用
い
、
抜
粋
さ
れ
た
箇
所
は
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
幾

多
の
年
代
記
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た（
46
）。
中
世
盛
期
・
後
期
の
ド
イ
ツ

に
お
い
て
最
も
広
く
普
及
し
た
、
フ
ル
ト
ル
フ
（
一
一
〇
三
年
頃
歿
）
と
エ
ッ

ケ
ハ
ル
ト
（
一
一
二
六
年
以
降
歿
）
の
『
年
代
記
』
も
、
ラ
ウ
バ
ッ
ハ
（
ロ
ッ

ブ
）
修
道
院
所
蔵
の
写
本
を
用
い
て
『
報
復
の
書
』
の
叙
述
を
取
り
込
ん
で
い

代
記
』
の
僅
か
に
二
例
に
尽
き
る（
42
）。
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
一
二
／
一
三
世

紀
に
お
け
る
受
容
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
今
日
の
バ
イ
エ
ル

ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
ベ
ッ
カ
ー
に
よ
れ

ば
、
Ａ
稿
の
最
も
初
期
の
姿
を
留
め
る
「
メ
ッ
ツ
抜
粋
」（
一
〇
世
紀
後
半
）

は
、
オ
ッ
ト
ー
一
世
の
従
兄
弟
の
メ
ッ
ツ
司
教
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
（
在
位
九
六
五

│
八
五
年
）
に
よ
っ
て
、「
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
本
」
は
、
上
記
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
司

教
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
タ
リ
ア
の
地
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と

推
定
さ
れ
る
。

二　

主
と
し
て
Ａ
稿
（
七
点
）
は
バ
イ
エ
ル
ン
＝
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
Ｂ
稿
は

バ
イ
エ
ル
ン
（
四
点
）、
Ｃ
稿
（
九
点
）
は
ニ
ー
ダ
ー
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
で
作

成
さ
れ
た
。

Ａ
稿
の
伝
承
上
の
特
徴
は
、
上
記
の
他
、『
オ
ッ
ト
ー
史
』
と
の
組
み
合
わ

せ
を
欠
い
て
お
り
、『
報
復
の
書
』
の
最
初
期
の
姿
を
伝
え
て
い
る
こ
と
に
あ

る
。
テ
ィ
シ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
写
本
制
作
は
一
二
世
紀
の
改
革
派
修
道
院

（
ラ
イ
ヒ
ェ
ル
ス
ベ
ル
ク
、
ク
ロ
ス
タ
ー
ノ
イ
ブ
ル
ク
、
ツ
ヴ
ェ
ッ
ト
ル
、
ハ

イ
リ
ゲ
ン
ク
ロ
イ
ツ
、
ラ
ン
ズ
ホ
ー
フ
ェ
ン
）
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
枠
組
み
に

お
い
て
展
開
さ
れ
、
そ
の
系
譜
は
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
を
経
て
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル

ク
ま
で
遡
及
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
伝
承
の
道
筋
は
、
同
系
統
の
「
メ
ッ
ツ
抜

粋
」
や
『
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
使
節
記
』
の
稿
本
（
後
述
）
が
由
来
す

る
一
〇
世
紀
後
半
の
ゴ
ル
ツ
ェ
改
革
派
運
動
の
人
脈
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
す

な
わ
ち
、
教
会
改
革
を
促
進
し
た
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
司
教
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ

（
在
位
九
七
二
│
九
四
年
）
は
、
同
地
の
聖
エ
メ
ラ
ム
修
道
院
に
ト
リ
ー
ア
近

郊
の
ゴ
ル
ツ
ェ
派
修
道
院
、
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
の
修
道
士
ラ
ン
ヴ
ォ
ル
ト
（
同

九
七
五
│
一
〇
〇
〇
年
）
を
院
長
と
し
て
招
聘
し
、
修
道
院
改
革
を
委
託
し

た
。
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
に
お
け
る
改
革
派
の
拠
点
ゴ
ル
ツ
ェ
の
修
道
院
長
は
、
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（
一
八
）、『
ア
ン
ド
ロ
ス
島
の
女
』*

（
一
四
）、『
兄
弟
』（
四
）、『
自
虐
者
』*

（
二
）、『
ポ
ル
ミ
オ
』*

。
キ
ケ
ロ
ー
「
縁
者
・
友
人
宛
書
簡
」*

（
一
三
）、『
カ

テ
ィ
リ
ー
ナ
弾
劾
』*

（
三
）、『
ス
ッ
ラ
弁
護
』（
二
）、『
ス
ト
ア
派
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
』*

、『
友
情
に
つ
い
て
』、『
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
荘
対
談
集
』、『
神
々
の
本

性
に
つ
い
て
』、『
ア
カ
デ
ミ
カ
後
書
』。
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
『
諷
刺
詩
』*

（
一
七
）。
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
『
歌
集
』*

（
六
）、『
諷
刺
詩
』、『
書
簡
詩
』。
ペ
ル

シ
ウ
ス
『
諷
刺
詩
』*

（
三
）。『
ク
ェ
ロ
ル
ス
あ
る
い
は
黄
金
の
壺
』*

（
三
）。

オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
変
身
物
語
』（
二
）、『
祭
暦
』。
サ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
『
カ
テ

ィ
リ
ー
ナ
』（
二
）、『
ユ
グ
ル
タ
戦
争
』。
ウ
ェ
ゲ
テ
ィ
ウ
ス
・
レ
ナ
ト
ゥ
ス

『
軍
事
論
』*

（
二
）。
ド
ナ
ト
ゥ
ス
『
大
文
法
学
』（
二
）。
プ
リ
ニ
ウ
ス
『
博
物

誌
』（
二
）。
マ
ル
テ
ィ
ア
リ
ス
『
エ
ピ
グ
ラ
ム
』（
二
）。
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス

『
物
の
本
質
に
つ
い
て
』（
二
）。『
カ
ト
ー
語
録
』*

。
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
・
ル
フ
ス

『
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
伝
』。
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
『
ロ
ー
マ
皇
帝
伝
』。
セ
ネ

カ
『
パ
エ
ド
ラ
』。
ソ
リ
ヌ
ス
『
世
界
の
奇
跡
』。
マ
ク
ロ
ビ
ウ
ス
『
サ
ト
ゥ
ル

ナ
リ
ア
』。
マ
ル
テ
ィ
ア
ヌ
ス
・
カ
ペ
ッ
ラ
『
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ア
と
メ
ル
ク
リ
ウ

ス
の
結
婚
に
つ
い
て
』。

【
ギ
リ
シ
ア
語
古
典
文
学
作
品
】
ホ
メ
ロ
ス
『
イ
リ
ア
ス
』。
ル
キ
ア
ー
ノ
ス

『
に
わ
と
り
』*

。

【
古
代
・
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
・
歴
史
作
品
】
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
『
哲
学
の
慰

め
』*

（
一
八
）。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
説
教
集
』、『
創
世
記
注
解
』、『
神
の

国
』、『
ア
カ
デ
ミ
ア
派
駁
論
』、『
旧
約
聖
書
説
教
』。
カ
ッ
シ
オ
ド
ル
ス
『
教

会
史
三
部
作
』（
四
）。
セ
ヴ
ィ
ー
リ
ャ
の
イ
シ
ド
ー
ル
ス
『
語
源
論
』（
三
）。

ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
「
不
死
鳥
」（
二
）。
ヒ
エ
ロ
ニ
ュ
ム
ス
『
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ

の
手
紙
釈
義
』、「
エ
ウ
ス
ト
キ
ウ
ス
へ
の
手
紙
」。
ト
レ
ド
大
司
教
エ
ウ
ゲ
ニ

ウ
ス
「
祈
禱
歌
」。
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
『
教
会
史
』。
オ
ロ
シ
ウ
ス
『
異
教
徒
反
駁

る
。三　

中
世
後
期
で
は
、
公
会
議
時
代
に
活
躍
し
た
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
フ
ォ

ン
・
ニ
ー
ハ
イ
ム
（
一
三
四
〇
年
頃
│
一
四
一
八
年
）
や
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ

ー
ヌ
ス
（
一
四
〇
一
│
六
四
年
）
に
よ
る
利
用
が
目
を
惹
く
。
人
文
主
義
期
の

高
名
な
神
学
者
に
し
て
書
籍
蒐
集
家
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ト
リ
テ
ミ
ウ
ス
（
一
四
六
二

│
一
五
一
六
年
）
は
、
院
長
を
務
め
た
シ
ュ
ポ
ン
ハ
イ
ム
修
道
院
の
た
め
に

一
一
世
紀
初
頭
の
Bb
稿
を
獲
得
し
て
い
る
し
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
人
文
主
義

者
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ポ
イ
テ
ィ
ン
ガ
ー
（
一
四
六
五
│
一
五
四
七
年
）
の
蔵
書
中

に
も
一
六
世
紀
の
写
本
Bc
稿
が
見
出
さ
れ
る
。
だ
が
、
時
代
は
既
に
活
版
印
刷

へ
と
向
か
っ
て
い
た
。
ド
ミ
ニ
コ
会
修
道
士
で
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
配
下
の
ブ
ロ

ワ
図
書
館
長
ギ
ョ
ー
ム
・
プ
テ
ィ
（
一
五
二
六
年
歿
）
が
パ
リ
で
最
初
に
刊
行

し
た
の
は
一
五
一
四
年
、
ド
イ
ツ
で
は
ル
タ
ー
派
の
神
学
教
授
マ
ル
テ
ィ
ー

ン
・
フ
レ
ヒ
ト
（
一
四
九
四
│
一
五
五
六
年
）
が
、
ヴ
ィ
ド
ゥ
キ
ン
ト
『
ザ
ク

セ
ン
人
の
事
績
』
他
の
多
数
の
歴
史
作
品
と
併
せ
て
、
一
五
三
二
年
に
バ
ー
ゼ

ル
で
刊
行
し
て
い
る
。

三　
『
報
復
の
書
』
の
主
要
資
史
料

一　

ベ
ッ
カ
ー
及
び
キ
エ
ー
ザ
の
両
テ
キ
ス
ト
、
そ
れ
に
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
研

究
に
即
す
る
な
ら
ば
、
聖
書
を
除
く
主
要
資
史
料
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ

る
。
括
弧
内
の
数
字
は
利
用
回
数
、
表
記
な
し
は
一
回
の
み
の
利
用
を
意
味
す

る
。
ア
ス
テ
リ
ス
ク
（*

）
は
、『
報
復
の
書
』
に
お
け
る
直
接
的
引
用
が
確
認

さ
れ
て
い
る
古
典
文
学
作
品
で
あ
る（
47
）。

【
ラ
テ
ン
語
古
典
文
学
作
品
】
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』*

（
四
九
）、『
牧
歌
』（
七
）、『
農
耕
詩
』*

（
七
）。
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
『
宦
官
』*
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に
亘
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
滞
在
の
際
に
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
前
述
の
第
二
次
改
訂
時
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
文
字
表
記
の
ラ
テ
ン
文
字
へ

の
転
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト

記
と
翻
訳
の
大
幅
な
追
加
挿
入
等
は
、
想
定
さ
れ
る
読
者
の
語
学
水
準

を
考
慮
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
が
（
低
地
）
ド
イ
ツ

語
に
も
通
じ
て
い
た
こ
と
は
、
皇
帝
オ
ッ
ト
ー
の
話
す
「
ザ
ク
セ
ン
語
」
を
彼

が
通
訳
と
し
て
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
し
て
い
る
こ
と
か
ら
解
る
（
四
頁
）。

こ
う
し
た
博
識
と
類
い
稀
な
語
学
能
力
に
加
え
て
、
驚
嘆
に
値
す
る
の
は
、

優
れ
た
記
憶
に
基
づ
く
テ
キ
ス
ト
の
ス
タ
イ
ル
の
自
由
な
改
変
、（
時
に
過
度

な
ま
で
の
）
技
巧
を
凝
ら
し
た
修
辞
的
表
現
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
流
の
韻
律
詩

（
計
一
四
例
）
と
散
文
と
を
混
合
し
た
プ
ロ
シ
メ
ト
ル
ム
に
よ
る
効
果
的
装
飾

等
々
の
練
達
し
た
表
現
技
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
作
品
の
語
り
手
（
＝
リ
ウ
ト

プ
ラ
ン
ド
）
は
、「
善
」
と
「
悪
」（
神
と
悪
魔
、
オ
ッ
ト
ー
一
世
と
ベ
レ
ン
ガ

ー
リ
オ
二
世
等
々
）
を
明
解
に
峻
別
し
て
自
ら
の
意
図
す
る
方
向
へ
と
読
者
を

誘
導
す
る
の
み
で
は
な
い
。
時
に
は
登
場
人
物
や
仮
想
の
読
者
（
レ
セ
ム
ン

ド
、
オ
ッ
ト
ー
一
世
、
聖
ト
マ
ス
、
聖
ペ
テ
ロ
）
に
向
か
っ
て
直
接
語
り
か

け
、
あ
る
い
は
、
登
場
人
物
に
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
直
接
話
法
で
効
果
的
に
語

ら
せ
る
。
つ
い
に
は
、
著
者
自
身
が
行
動
主
体
と
し
て
作
品
中
に
直
接
登
場
し

さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
筆
致
、「
語
り
」
の
テ
ク

ニ
ッ
ク
の
秀
逸
さ
は
、
オ
ッ
ト
ー
朝
期
の
他
の
作
品
に
は
見
出
さ
れ
な
い
、
ま

さ
に
「
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
世
界
」
で
あ
ろ
う（
50
）。

三　

八
八
八
年
頃
か
ら
九
五
〇
年
ま
で
の
歴
史
を
対
象
と
す
る
『
報
復
の

書
』
の
主
要
な
資
史
料
は
、
口
頭
の
情
報
源
で
あ
る
。
証
書
や
そ
の
他
の
歴
史

叙
述
の
直
接
的
利
用
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
作
品
冒
頭
で
は
、
イ
シ
ド
ー
ル

ス
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
エ
ル
ヴ
ィ
ラ
司
教
を
し
て
「
伝
聞
に
依
拠
し
た
疑
わ

し
き
者
と
し
て
で
は
な
く
、
目
撃
者
の
如
く
信
頼
に
値
す
る
者
と
し
て
の
私
」

史
』。「
教
皇
シ
リ
キ
ウ
ス
の
タ
ラ
ゴ
ナ
司
教
ヒ
メ
リ
ウ
ス
宛
書
簡
」。『
聖
シ
ル

ス
伝
』。
セ
ド
ゥ
リ
ウ
ス
『
復
活
祭
の
讃
歌
』。
ノ
ラ
司
教
パ
ウ
リ
ー
ヌ
ス
『
歌

集
』。
プ
ル
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス
『
日
々
の
賛
歌
』。『
ペ
テ
ロ
行
伝
』。『
皇
帝
ベ
レ

ン
ガ
ー
リ
オ
事
績
録
』。『
マ
ル
コ
行
伝
』。
ヨ
ル
ダ
ー
ネ
ス
『
ゴ
ー
ト
人
の
歴

史
』。
ラ
テ
ー
ル
『
序
言
六
巻
』。「
ラ
ン
ベ
ル
ト
の
墓
碑
銘
」。

利
用
頻
度
の
高
い
の
は
、
計
六
三
回
の
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
を
筆
頭
に
、
テ
レ

ン
テ
ィ
ウ
ス
、
キ
ケ
ロ
ー
、
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
と
い
っ
た
世
俗
的
性
格
を
強
く

帯
び
た
古
代
ロ
ー
マ
時
代
の
文
学
作
品
で
あ
る
。
本
文
中
で
直
接
そ
の
名
を
挙

げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
を
除
く
三
名
の
他
に
は
、
ウ
ェ
ゲ
テ

ィ
ウ
ス
・
レ
ナ
ト
ゥ
ス
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
、
そ
れ
に
当
時
ア

ル
プ
ス
以
北
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ル
キ
ア
ー
ノ
ス
の
四
名
で

あ
る
。
古
代
・
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
・
歴
史
作
品
の
大
半
は
一
回
の
み
の
利
用

で
、
そ
れ
も
修
辞
技
巧
の
模
倣
を
目
的
と
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
ケ
ー
ス
に

つ
い
て
は
、
各
種
の
「
詞
華
集
（Florilegium

）」
等
経
由
で
の
間
接
的
利
用

の
可
能
性
が
推
測
さ
れ
る
。
逆
に
、
個
々
に
は
挙
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
ギ

リ
シ
ア
語
文
献
関
連
で
は
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
が
ビ
ザ
ン
ツ
の
通
俗
文
学
や
歴

史
叙
述
、
ギ
リ
シ
ア
語
古
典
作
品
の
各
種
の
古ス
コ
リ
ア注

を
利
用
し
て
い
た
こ
と
も
確

認
さ
れ
て
い
る（
48
）。『
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
使
節
記
』
で
は
、
当
時

と
し
て
は
極
め
て
稀
な
こ
と
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
ま
で
も
が
利
用
さ
れ

て
い
る
（
二
六
節
）。

二　

コ
ー
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、『
報
復
の
書
』
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
使
用

は
実
に
計
三
五
七
回
に
及
ぶ
。
こ
の
う
ち
約
三
分
の
一
の
一
一
八
回
は
、
ビ
ザ

ン
ツ
以
外
の
主
題
、
す
な
わ
ち
本
来
ギ
リ
シ
ア
語
表
記
を
要
し
な
い
文
脈
に
属

し
て
お
り（
49
）、
著
者
の
ペ
ダ
ン
チ
ッ
ク
な
性
向
が
数
字
に
も
表
出
し
て
い

る
。
語
学
力
の
修
得
と
文
献
利
用
は
、
九
四
九
年
と
九
五
九
年
（
？
）
の
二
度
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朴
さ
を
楽
し
む
こ
と
で
あ
っ
て
、
ト
ゥ
ッ
リ
ウ
ス
の
機
知
を
試
す
こ
と
で
は
な

い
の
だ
」（
第
四
巻
三
〇
章
）。
国
王
が
批
判
的
に
引
き
合
い
に
出
し
た
「
ト
ゥ

ッ
リ
ウ
ス
〔
キ
ケ
ロ
ー
〕
の
機
知
」
の
文
言
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
代
表
的
な
文

法
学
者
・
修
辞
学
者
ド
ナ
ト
ゥ
ス
（
四
世
紀
）
の
『
大
文
法
学
』
か
ら
の
引
用

で
あ
る
（
！
）。「
善
き
戦
士
グ
イ
ベ
ル
ト
の
善
き
助
言
と
悪
し
き
戦
士
ア
ル
コ

ー
ド
の
悪
し
き
助
言
に
つ
い
て
」（
第
五
巻
六
章
）
で
は
、
両
者
に
よ
る
丁
々

発
止
の
遣
り
取
り
の
中
で
、
さ
な
が
ら
劇
中
劇
の
如
く
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
『
宦

官
』
の
登
場
人
物
た
ち
の
名
前
が
飛
び
交
う
。
主
人
の
ア
ン
ス
カ
ー
リ
オ
は
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
？　

リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド

は
時
に
、
国
王
た
ち
の
口
を
通
じ
て
自
ら
の
博
識
を
誇
示
す
る
と
共
に
、
自
身
の

手
で
創
作
し
た
皮
肉
や
諧
謔
を
楽
し
ん
で
い
る
か
に
さ
え
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
先
に
触
れ
た
作
品
冒
頭
で
は
、「
目
撃
者
」
と
し
て
の
信

憑
性
に
言
及
す
る
一
方
、
執
筆
意
図
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
。「
…
…

同
じ
く
精
神
も
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
、
ペ
リ
パ
ト
ス
派
、
あ
る
い
は
ス
ト
ア
派

の
学
者
た
ち
の
教
説
を
飽
く
こ
と
な
く
瞑
想
ば
か
り
し
、
喜
劇
の
有
益
な
笑
い

や
勇
者
た
ち
の
愉
快
な
物
語
で
癒
さ
な
い
な
ら
ば
、
や
が
て
は
枯
渇
し
て
し
ま

う
も
の
で
す
」（
第
一
巻
一
章
）。『
報
復
の
書
』
は
、
果
た
し
て
「
真
理
」
を

記
録
し
た
「
史
書
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
記
憶
と
愉
悦
に
値
す
る
出
来
事
」

（
第
一
巻
一
一
章
）
を
題
材
に
個
人
的
・
主
観
的
に
構
築
さ
れ
た
「
文
学
作

品
」
な
の
か
？　

そ
の
分
類
が
議
論
と
な
る
所
以
で
あ
る
。

四　
『
報
復
の
書
』
の
構
成
と
主
題

︻
構
成
︼

一　

八
八
八
年
頃
か
ら
九
五
〇
年
ま
で
の
歴
史
を
対
象
と
す
る
『
報
復
の

に
つ
い
て
語
ら
せ
て
い
る
（
第
一
巻
一
章
）。
同
時
代
史
が
対
象
と
な
り
始
め

る
第
四
巻
の
序
文
で
は
、「
こ
れ
ま
で
の
叙
述
に
お
い
て
…
…
私
は
、
そ
れ
を

実
際
に
観
察
し
た
極
め
て
権
威
あ
る
方
々
か
ら
聞
い
た
ま
ま
に
記
し
て
参
り
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
私
自
ら
が
そ
の
場
に
居
た
目
撃
者
と
し

て
の
説
明
に
な
り
ま
す
」
と
言
明
す
る
（
第
四
巻
一
章
）。
も
っ
と
も
、「
目
撃

者
と
し
て
の
説
明
」
は
、
未
完
に
終
わ
っ
た
本
書
に
お
い
て
は
、
比
較
的
限
ら

れ
た
範
囲
で
し
か
実
現
し
な
か
っ
た
の
だ
が

│
。

四　

真
実
を
解
明
す
べ
く
、
第
三
者
の
信
頼
に
値
す
る
証
言
に
従
う
と
の
言

辞
や
、
信
憑
性
に
つ
い
て
の
批
判
を
展
開
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。「
人
々

が
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
（ut aiunt / dicunt

）」、「
伝
え
聞
い
た
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
（ut ferunt

）」
と
い
っ
た
慎
重
な
言
い
回
し
も
頻
用
さ
れ
る
。
も
っ

と
も
、
上
記
の
見
事
な
ま
で
の
「
語
り
」
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
は
裏
腹
に
、「
史

書
」
と
し
て
の
『
報
復
の
書
』
に
対
す
る
多
く
の
研
究
者
の
評
価
は
、
予
想
さ

れ
る
よ
う
に
お
し
な
べ
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
あ
る
。

例
え
ば
、
戦
闘
を
前
に
国
王
ア
ル
ヌ
ル
フ
（
在
位
八
八
七
│
九
九
年
）
や
ハ

イ
ン
リ
ヒ
一
世
（
在
位
九
一
九
│
三
六
年
）
が
、（
恐
ら
く
は
一
丁
字
を
識
ら

ぬ
）
兵
士
た
ち
に
向
か
っ
て
行
っ
た
鼓
舞
演
説
中
に
は
、
地
の
文
章
と
同
じ
形

式
・
ス
タ
イ
ル
で
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
、
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス

等
か
ら
の
修
辞
的
表
現
が
散
り
ば
め
ら
れ
、
マ
ー
ル
ス
、
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
、
ユ

リ
ウ
ス
、
あ
る
い
は
冥
界
を
流
れ
る
ス
テ
ュ
ク
ス
川
ま
で
登
場
す
る
（
第
一
巻

二
六
章
、
第
二
巻
二
六
章
）。
だ
が
、
果
た
し
て
そ
れ
を
額
面
通
り
の
演
説
文

と
信
じ
る
読
者
が
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
オ
ッ
ト
ー
一
世
も
ま
た
、
戦
勝
報
告
を

先
延
ば
し
に
す
る
使
者
を
叱
責
す
る
発
言
の
中
で
次
の
よ
う
に
格
調
高
い
例
を

引
い
て
い
る
。「
今
こ
の
場
の
人
々
が
汝
に
期
待
し
て
い
る
の
は
、
如
何
に
し

て
話
す
か
で
は
な
く
、
何
を
話
す
か
で
あ
る
。
我
々
が
望
む
の
は
、
農
民
の
素

（11）156
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か
な
イ
メ
ー
ジ
し
か
抱
い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
細
部
で
は
順
序
の
誤
り
や

混
乱
な
ど
が
か
な
り
見
ら
れ
る
（
例
え
ば
、
第
一
巻
二
五
章
以
下
、
第
二
巻

三
五
章
以
下
）。
西
暦
の
年
次
が
明
記
さ
れ
る
の
は
、
故
郷
パ
ヴ
ィ
ー
ア
の
大

火
を
唱
っ
た
第
三
巻
三
章
の
一
箇
所
の
み
で
あ
る
。

各
巻
の
編
成
に
も
論
理
的
一
貫
性
は
見
出
し
難
い
。
第
一
、二
巻
は
、
皇
帝

ラ
ン
ベ
ル
ト
（
在
位
八
九
二
│
九
八
年
）
な
い
し
ベ
レ
ン
ガ
ー
リ
オ
一
世
（
在

位
九
一
五
│
二
四
年
）
の
非
業
の
最
期
を
も
っ
て
結
ば
れ
る
。
第
三
巻
は
、
リ

ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
が
イ
タ
リ
ア
国
王
ユ
ー
グ
の
宮
廷
で
直
接
見
聞
し
始
め
る
以
前

の
九
二
〇
年
代
半
ば
か
ら
三
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
歴
史
が
綴
ら
れ
、
ヴ
ェ
ロ
ー

ナ
司
教
ラ
テ
ー
ル
へ
の
讃
辞
で
締
め
括
ら
れ
る
。
第
四
巻
は
、
東
フ
ラ
ン
ク
国

王
オ
ッ
ト
ー
一
世
に
よ
る
相
次
ぐ
叛
乱
の
鎮
圧
、
第
五
巻
は
、
ベ
レ
ン
ガ
ー
リ

オ
二
世
の
権
力
掌
握
を
も
っ
て
終
わ
る
。
第
六
巻
は
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
自
身

の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
使
節
行
が
詳
述
さ
れ
る
が
、
中
途
で
卒
然
と
断

絶
す
る
。

編
者
ベ
ッ
カ
ー
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
筋
道
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
ま

ず
第
一
巻
五
章
で
皇
帝
カ
ー
ル
三
世
の
死
去
当
時
（
八
八
八
年
）
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
情
勢
が
概
観
さ
れ
る
。
次
い
で
、
ビ
ザ
ン
ツ
、
東
フ
ラ
ン
ク
、
イ
タ
リ
ア
の

歴
史
へ
と
移
行
し
、
そ
の
後
は
、
対
象
と
な
る
三
国
に
つ
い
て
上
記
図
表
の
シ

ェ
ー
マ
で
視
点
が
移
動
し
て
い
く
の
で
あ
る（
51
）。
こ
の
よ
う
に
あ
る
種
の
規

則
性
が
認
め
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
話
題
の
転
換
は
相
当
に
恣
意
的
に
し
て
不

明
確
で
あ
り
（
特
に
イ
タ
リ
ア
と
ビ
ザ
ン
ツ
の
間
の
移
行
）、
無
定
型
と
は
言

わ
な
い
ま
で
も
、
フ
ォ
ル
ム
の
統
一
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
分

量
的
に
も
、
イ
タ
リ
ア
が
全
体
の
六
〇
％
を
占
め
、
東
フ
ラ
ン
ク
、
ビ
ザ
ン
ツ

の
各
々
二
〇
％
が
こ
れ
に
続
く（
52
）。

二　

リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
が
九
六
二
年
二
月
以
降
に
第
六
巻
を
執
筆
し
て
い
る

書
』
は
、
基
本
的
に
時
系
列
に
即
し
て
構
成
さ
れ
る
。
時
に
話
題
が
脇
道
に
逸

れ
た
場
合
に
は
、「
再
び
本
筋
に
戻
る
こ
と
と
す
る
」
と
い
う
読
者
へ
の
お
詫

び
が
付
さ
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
に
し
て
も
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
し
て
は
大
ま

（12）
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三佐川亮宏
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内
実
を
構
成
す
る
の
は
個
人
的
な
利
益
と
皇
帝
へ
の
奉
仕
で
あ
っ
て
、
自
ら
の

司
教
区
に
滞
在
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
彼
の
関
心
を
惹
い
た
の
は
、
教
皇

権
よ
り
も
む
し
ろ
イ
タ
リ
ア
の
諸
門
閥
の
方
で
あ
っ
た
。
禁
欲
を
嫌
い
、
パ
ヴ

ィ
ー
ア
宮
廷
の
倫
理
観
の
欠
落
を
聖
職
者
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
も
な
く
、
む

し
ろ
好
色
と
い
か
が
わ
し
さ
を
好
む
、
す
な
わ
ち
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
の
ラ
テ
ー
ル

が
、
似え

非せ

高
位
聖
職
者
と
し
て
糾
弾
し
た
か
の
類た
ぐ
い

の
人
間
で
あ
っ
た
の
だ
」

（
ベ
ッ
カ
ー
）（54
）。

「
俗
物
、
偽
善
、
卑
屈
、
傲
慢
、
廃
頽
…
…
」

│
さ
し
ず
め
、
小
坊
主
ド

メ
ニ
コ
の
人
物
描
写
の
列
記
（
第
五
巻
三
二
章
）
を
模
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
な

ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、「
暗
黒
の
世
紀
（saeculum

 obscurum

）」
の
著

者
に
向
け
た
編
者
の
批
判
は
、
や
や
性
急
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

『
報
復
の
書
』
の
中
に
、
歴
史
神
学
的
視
点
か
ら
の
神
の
正
義
の
実
現
プ
ロ
セ

ス
や
、
神
寵
王
権
の
正
当
化
と
い
う
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
読
み
込
も
う
と

す
る
試
み
も
、
一
部
の
研
究
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る（
55
）。
ま
た
、
イ
タ

リ
ア
史
の
叙
述
中
に
挿
入
さ
れ
た
猥
雑
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
第
四
巻
一
〇
章
、

一
二
章
、
第
五
巻
三
二
章
）
に
関
し
て
も
、
批
判
対
象
は
女
性
で
は
な
く
む
し

ろ
男
性
の
為
政
者
側
の
道
徳
・
倫
理
観
の
欠
如
で
あ
り
、
加
え
て
マ
テ
ィ
ル
デ

や
ア
ー
デ
ル
ハ
イ
ト
と
い
っ
た
オ
ッ
ト
ー
朝
王
家
の
女
性
た
ち
（
第
四
巻

一
三
、一
五
章
）
の
貞
淑
、
敬
虔
さ
と
の
対
照
性
を
殊
更
際
立
た
せ
る
こ
と
が

意
図
さ
れ
て
い
た
、
と
の
指
摘
も
あ
る（
56
）。
た
だ
、
そ
れ
に
し
て
も
、
中
世

前
期
の
叙
述
史
料
に
お
い
て
、
著
者
個
人
の
性
格
が
こ
れ
程
ま
で
に
問
題
視
さ

れ
る
事
例
は
極
め
て
稀
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
明
確
な
フ
ォ

ル
ム
と
全
体
の
一
貫
性
を
欠
く
こ
の
作
品
の
主
題
を
如
何
に
理
解
す
べ
き
な
の

か
、
す
な
わ
ち
、
混カ
オ
ス沌
の
中
の
統
一
性
の
探
索
、
と
い
う
も
う
一
つ
の
問
題
へ

と
連
動
し
て
い
く
。

中
途
で
筆
を
措
い
て
し
ま
っ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
九
六
一
／
六
二
年
の
ク

レ
モ
ナ
司
教
位
就
任
に
伴
う
任
務
が
多
忙
を
極
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る

い
は
ま
た
、
報
復
す
べ
き
相
手
の
イ
タ
リ
ア
国
王
ベ
レ
ン
ガ
ー
リ
オ
二
世
が
、

九
六
一
年
夏
に
始
ま
る
オ
ッ
ト
ー
の
第
二
次
イ
タ
リ
ア
遠
征
（
九
六
一
〜
六
五

年
）
の
結
果
、
事
実
上
失
脚
し
た
こ
と
で
、
執
筆
を
続
け
る
目
的
を
失
っ
た
こ

と
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

︻
主
題
︼

一
『
報
復
の
書
』
が
、
一
〇
世
紀
前
半
の
イ
タ
リ
ア
史
や
ビ
ザ
ン
ツ
史
の
み

な
ら
ず（
53
）、
コ
ル
ヴ
ァ
イ
修
道
士
の
ヴ
ィ
ド
ゥ
キ
ン
ト
（
九
七
三
年
以
降

歿
）
の
『
ザ
ク
セ
ン
人
の
事
績
』（
初
稿
九
六
七
／
八
年
、
献
呈
稿
六
八
年
、

補
訂
稿
七
三
年
以
降
成
立
）
や
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
続
編
』

と
共
に
、
オ
ッ
ト
ー
朝
前
期
の
政
治
史
に
は
欠
か
せ
な
い
貴
重
な
史
料
で
あ
る

こ
と
は
、
研
究
者
の
誰
し
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
オ
ッ

ト
ー
朝
後
期
に
重
点
を
置
い
た
メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
司
教
テ
ィ
ー
ト
マ
ル

（
九
七
五
／
七
六
│
一
〇
一
八
年
）
の
『
年
代
記
』（
一
〇
一
二
〜
一
八
年
成

立
）
を
加
え
た
、
オ
ッ
ト
ー
朝
四
大
叙
述
史
料
の
一
翼
を
構
成
す
る
。
だ
が
、

こ
れ
ら
他
の
「
史
書
」
の
著
者
た
ち
と
は
か
な
り
趣
を
異
に
す
る
こ
と
も
ま
た

事
実
で
あ
る
。

「
世
俗
に
多
大
な
関
心
を
寄
せ
る
こ
の
聖
職
者
が
聖
職
者
身
分
に
属
し
て
い

る
の
は
、
上
辺
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
確
か
に
彼
は
、
も
と
よ
り
同
時
代

の
神
学
観
、
あ
る
い
は
迷
信
観
に
さ
え
も
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
著
作

の
随
所
に
現
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
内
面
の
敬
虔
さ
と
い
う
よ
り
は
む
し

ろ
表
面
上
の
虚
飾
で
あ
る
。
こ
の
司
教
の
志
操
は
そ
の
心
底
に
お
い
て
全
く
世

俗
的
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
を
高
名
な
君
侯
と
思
い
込
ん
で
お
り
、
そ
の
生
活
の
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物
語
（G

eschichten

）、
す
な
わ
ち
歴
史
の
逸ア
ネ
ク
ド
ー
ト話
な
の
で
あ
る
」。
た
だ

し
、
こ
こ
で
リ
ン
ツ
ェ
ル
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
問
題
を
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド

個
人
に
収
斂
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
オ
ッ
ト
ー
朝
期
の
そ
の
他
の
叙
述
史
料
も

俯
瞰
し
つ
つ
、
現
代
と
は
異
な
る
「
歴
史
の
真
理
」
に
対
す
る
特
殊
中
世
的
理

解
の
実
相
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
〔
現
代
の
研

究
者
に
よ
る
中
世
人
の
歴
史
感
覚
の
欠
落
と
い
う
指
摘
〕
が
明
ら
か
に
暗
黙
の

前
提
と
し
て
い
る
の
は
、〝
歴
史
感
覚
〞

│
そ
も
そ
も
、
そ
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
何
で
あ
ろ
う
か
？

│
と
は
、
一
〇
世
紀
の
〝
歴
史
家
〞
に
と
っ
て
拘

束
力
を
有
し
、
か
つ
彼
ら
の
規
範
た
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
重
要
な
何
か
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
、
と
の
認
識
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
私
が
異
議
を
唱
え
た
い
の

は
ま
さ
に
こ
の
点
に
対
し
て
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
む
し
ろ
〝
歴
史
感

覚
〞
の
欠
如
こ
そ
が
、
一
〇
世
紀
の
〝
歴
史
叙
述
〞
に
お
い
て
典
型
的
な
の
で

あ
る
」（
59
）。
こ
の
一
見
し
た
と
こ
ろ
逆
説
的
と
も
言
え
る
興
味
深
い
分
析
は
、

そ
の
後
の
ボ
イ
マ
ン
の
中
世
歴
史
叙
述
者
研
究
や
、
フ
リ
ー
ト
の
「
記
憶
史

論
」（
後
述
）
に
多
大
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
喚
起
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三　

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
は
、
中
世
の
歴
史
叙
述
作
品
の
類
型
を
「
年
代
記

（C
hronographia

）」
と
「
歴
史
書
（H

istoria

）」
に
二
分
す
る
提
案
を
し
、

注
目
を
集
め
た
（
一
九
八
七
年
）。
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
前
者
は
、
様
々
な
情

報
を
簡
潔
に
し
て
手
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
年
次
に
即
し
て
時
系
列
に
整
序
し

て
提
示
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
、
文
学
的
構
成
（
巻
・
章
）
を
施

し
、
特
定
の
主
題
に
基
づ
く
叙
事
詩
的
・
劇
的
叙
述
に
重
き
を
置
く
。
さ
ら
に

事
象
に
哲
学
的
・
神
学
的
解
釈
を
加
え
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
神
意

を
読
み
解
き
、〝
現
在
〞
に
お
け
る
行
動
の
指
針
と
す
る
こ
と
を
標
榜
す
る
。

『
報
復
の
書
』
は
、
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
後
者
に
分
類
さ
れ
る（
60
）。

今
日
の
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
「
歴
史
書
」
の
延
長
線
上
に

二　

ベ
ッ
カ
ー
は
、
第
一
巻
と
第
三
巻
の
各
冒
頭
の
序
文
を
比
較
し
、
執
筆

過
程
に
お
け
る
基
本
構
想
の
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
初
の
書

名
は
、「
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
帝
と
諸
王
の
事
績
（G

esta totiu E
uropae 

im
peratorum

 regum
que

）」（
第
一
巻
一
章
）
で
あ
り
、
著
者
は
、
普
遍
史
的

観
点
か
ら
の
客
観
的
・
即
物
的
歴
史
叙
述
を
構
想
し
て
い
た
。
し
か
し
、
第
四

巻
で
本
格
化
す
る
パ
ヴ
ィ
ー
ア
の
助
祭
の
個
人
的
・
主
観
的
な
ベ
レ
ン
ガ
ー
リ

オ
批
判
を
承
け
て
、
第
三
巻
の
序
文
に
お
い
て
書
名
は
『
報
復
の
書

（A
ntapodosis

）』
に
変
更
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
作
品
巻
頭
の
序
言
に
こ

の
新
た
な
書
名
が
挿
入
さ
れ
る
と
同
時
に
、
当
該
箇
所
の
表
記
も
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
各
地
の
諸
王
と
君
侯
に
つ
い
て
の
書
（Liber regum

 atque principum
 

partis E
uropae

）」
へ
と
よ
り
限
定
さ
れ
た（
57
）。
自
己
中
心
的
で
ナ
イ
ー
ブ

な
著
者
の
性
格
と
作
品
の
恣
意
的
構
成
は
対
応
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
。そ

れ
故
、
歴
史
的
「
事
実
」
を
め
ぐ
る
真
偽
の
信
憑
性
を
価
値
判
断
の
基
準

と
し
た
一
九
世
紀
以
降
の
文
献
実
証
主
義
的
歴
史
観
に
お
い
て
、
客
観
性
を
旨

と
す
る
「
史
書
」
と
し
て
の
評
価
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
不
思
議
で
は
な
い
。
長
ら
く
主
流
を
占
め
た
の
は
、
オ
ッ
テ
ン
タ
ー
ル

（
一
九
〇
七
年
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
個
人
的
・
主
観
的
色
彩
の
極
め
て

濃
厚
な
「
覚メ
モ
ワ
ー
ル書
」
と
見
な
す
解
釈
で
あ
っ
た
。「
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
を
彼
の
如

く
も
っ
ぱ
ら
〝
私
（Ich

）〞
の
視
点
か
ら
の
み
捉
え
た
著
作
家
は
、
本
稿
で
考

察
す
る
時
代
に
お
い
て
他
に
類
例
を
見
な
い
」（58
）。

半
世
紀
後
の
リ
ン
ツ
ェ
ル
の
評
価

│
「
歴
史
的
事
実
に
対
す
る
ま
さ
し
く

唖
然
と
す
る
程
の
無
関
心
」

│
も
こ
れ
と
近
い
（
一
九
五
六
年
）。「
彼
が
問

題
と
し
て
い
る
の
は
、
歴
史
の
真
理
を
根
拠
付
け
、
報
告
す
る
こ
と
で
は
な

い
。
彼
が
語
ろ
う
と
意
図
し
て
い
る
の
は
、
歴
史
（G

eschichte

）
で
は
な
く
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三佐川亮宏

東海大学紀要文学部

の
内
面
と
現
実
政
治
の
双
方
向
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
表
現
形
態
こ
そ

が
、
同
時
代
の
社
会
を
道
徳
的
・
諷
刺
的
に
批
判
し
た
こ
の
新
た
な
類
型
の
特

徴
で
あ
る
、
と
い
う
。

ブ
ラ
フ
マ
ン
に
よ
る
最
新
研
究
は
、「
歴
史
叙
述
の
実
践
化
」
の
側
面
を
強

調
し
、
オ
ッ
ト
ー
朝
宮
廷
に
お
け
る
〝
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
〞
的
存
在
で
あ
る
パ

ヴ
ィ
ー
ア
助
祭
の
、
立
身
出
世
を
目
指
す
政
治
的
野
心
に
執
筆
動
機
を
探
し
求

め
る（
64
）。
時
に
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
が
、
自
ら
を
行
動
主
体
、
す
な
わ
ち
教
会

裁
判
の
告
発
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
説
教
者
と
し
て
巧
み
に
演
出
し
、
作
品
中

で
登
壇
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
（
第
二
巻
四
六
章
、
第
四
巻
七
、

二
六
章
）。
彼
女
は
ま
た
、
ラ
テ
ー
ル
が
与
え
た
文
学
的
刺
激
の
み
な
ら
ず
、

逆
に
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
が
『
報
復
の
書
』
の
読
者
と
し
て
こ
の
稀
代
の
漂
泊
の

知
識
人
の
存
在
を
強
く
意
識
し
て
お
り
、
同
書
が
ラ
テ
ー
ル
個
人
に
向
け
た
知

的
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
を
喚
起
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
庇
護
者
に
し
て
宮
廷
に
強
い
影
響
力
を
有
し
て
い
た
王
息

の
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
こ
そ
が
、
作
品
の
真
の
被
献
呈
者
で
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
、
と
い
う（
65
）。

も
と
よ
り
、「
諷
刺
的
同
時
代
史
叙
述
」
と
い
う
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
の
設
定

に
よ
っ
て
、『
報
復
の
書
』
に
ま
つ
わ
る
全
て
の
疑
問
が
解
消
さ
れ
る
訳
で
は

な
い
。
た
だ
、
今
日
隆
盛
を
誇
る
、
叙
述
・
解
釈
パ
タ
ー
ン
の
分
析
に
立
脚
し

た
「
テ
ク
ス
ト
論
」
の
新
潮
流
に
お
い
て
、
同
書
の
読
み
方
が
一
つ
の
試
金
石

に
な
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

新
た
な
類
型
と
し
て
「
諷
刺
的
同
時
代
史
叙
述
」
を
提
起
し
た
シ
ュ
タ
ウ
バ
ッ

ハ
の
方
向
性
で
あ
る（
61
）（
一
九
九
一
年
）。
六
世
紀
に
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
（
第
一

巻
一
章
）
が
同
じ
パ
ヴ
ィ
ー
ア
の
獄
中
で
迫
り
来
る
死
を
前
に
著
し
た
『
哲
学

の
慰
め
』
に
発
し
、
リ
ュ
ッ
テ
ィ
ヒ
と
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
の
間
を
漂
泊
し
続
け
る
ラ

テ
ー
ル（
62
）（
第
三
巻
四
二
、四
九
、五
三
章
）
が
、『
序
言
六
巻
（Praeloquia

）』、

『
錯
乱
者
（Phrenesis
）』
に
お
い
て
展
開
し
た
亡
命
者
に
よ
る
自
己
慰
撫
と
し

て
の
文
学
表
現
の
系
列
中
に
、
こ
の
一
見
特
異
な
作
品
を
位
置
付
け
る
試
み
で

あ
る
。『
報
復
の
書
』
の
物
語
構
造
を
、
道
徳
哲
学
的
・
歴
史
神
学
的
な

例エ
グ
ゼ
ン
プ
ラ話
の
緩
や
か
な
集
積
と
見
な
す
解
釈
で
あ
り
、
そ
の
流
れ
は
、
一
二
／

一
三
世
紀
の
ギ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
・
カ
ン
ブ
レ
ン
シ
ス
の
君
主
鑑か
が
み

ま
で
続
く
と
い

う
。「
現
下
の
時
代
の
性
格
は
、
私
を
し
て
歴
史
叙
述
者
と
い
う
よ
り
む
し
ろ

悲
劇
作
家
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
、
も
し
主
が
〝
私
を
攻
め
る
者
ら
の
正

面
で
我
が
前
に
食
卓
を
整
え
て
〞
下
さ
る
の
で
な
け
れ
ば
。
私
が
彷
徨
を
始
め

た
時
以
来
、
如
何
に
多
大
な
不
幸
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
か
、
説
明
し
尽
く
す
こ

と
が
出
来
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
外
的
人
格
は
、
そ
れ
を
書
き
記
す
よ
り
も
む
し
ろ

嘆
き
悲
し
む
こ
と
を
良
し
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
内
な
る
私
は
、
使
徒
の

教
え
に
よ
っ
て
慰
め
ら
れ
、
か
か
る
艱か
ん

難な
ん

を
誇
り
に
思
う
の
で
あ
る
…
…
」

（
第
六
巻
一
章
）。

シ
ュ
タ
ウ
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
執
筆
動
機
（causa 

scribendi

）
に
は
、「
報
復
（R

etributio

）」
と
い
う
本
来
は
神
に
の
み
留
保
さ

れ
た
任
務

│
「
復
讐
は
私
に
属
す
る
こ
と
、
私
こ
そ
報
復
す
る
」（
パ
ウ
ロ

「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
一
二
・
一
九
）

│
を
、
こ
の
作
品
を
通
じ
て
言
わ
ば

先
取
り
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
洗
練
さ
れ
た
文
学
的
美
意

識
を
手
段
と
す
る
、
オ
ッ
ト
ー
一
世
へ
の
宮
廷
奉
仕
の
一
環
で
も
あ
っ
た
。
ま

さ
に
「
政
治
的
実
践
の
文
学
化
、
歴
史
叙
述
の
実
践
化
」（
63
）
と
い
う
、
個
人
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一
見
し
た
と
こ
ろ
無
味
乾
燥
な
〝
事
実
〞
の
羅
列
に
も
思
わ
れ
る
記
事
中
に

お
け
る
、
異
例
な
ま
で
の
感
情
移
入
と
い
う
意
味
で
、
独
自
の
光
彩
を
放
つ
一

節
で
あ
る
。
特
に
匿
名
の
著
者
が
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
の
立
場
に
身
を
置
き
つ

つ
、
託
さ
れ
た
ロ
シ
ア
人
伝
道
の
任
務
を
庇
護
者
に
よ
る
不
当
な
〝
処
罰
〞
と

受
け
止
め
て
い
る
こ
と
が
注
意
を
惹
く
。
ラ
ン
ケ
の
高
弟
ギ
ー
ゼ
プ
レ
ヒ
ト

が
、
著
者
を
ト
リ
ー
ア
近
郊
の
改
革
派
修
道
院
、
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
の
修
道
士

本
人
と
比
定
す
る
最
大
の
根
拠
と
し
た
所
以
で
あ
る（
66
）。
こ
こ
で
は
、
そ
の

ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
（
九
二
〇
年
代
後
半
│
八
一
年
）
が
、『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記

続
編
』（
以
下
、『
続
編
』
と
略
記
）
を
執
筆
し
た
九
六
六
〜
六
七
／
六
八
年
ま

で
の
軌
跡
を
中
心
に
追
跡
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一　

ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
の
生
涯

︻
国
王
宮
廷
の
書
記
、
ト
リ
ー
ア
の
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
修
道
士
時
代
︼

一　

出
自
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
の
貴
族
家
門
の
生
ま
れ
と
す
る

の
が
通
説
で
あ
る（
67
）。
こ
れ
に
対
し
、
ア
ル
ト
ホ
フ
は
、
ザ
ク
セ
ン
の
最
有

力
貴
族
ビ
ル
ン
グ
家
の
親
族
で
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
地
方
を
本
拠
地
と
す

る
一
貴
族
家
門
に
そ
の
出
自
を
推
定
す
る（
68
）。
根
拠
と
さ
れ
た
の
は
、
同
地

方
の
ボ
ル
ク
ホ
ル
ス
ト
女
子
修
道
参
事
会
の
『
死ネ

ク

ロ

ロ

ー

グ

者
祈
念
の
書
』（
一
六
世
紀

に
成
立
）
の
記
載
で
あ
り
、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
は
、
同
院
を
九
六
八
年
に
建
立

し
た
ベ
ル
タ
（
九
八
九
年
歿
）
の
兄
弟
と
比
定
さ
れ
た
。
ベ
ル
タ
の
夫
の
伯
ベ

ル
ン
ハ
ル
ト
（
九
三
五
年
歿
）
は
、
ヴ
ィ
ド
ゥ
キ
ン
ト
『
ザ
ク
セ
ン
人
の
事

績
』
第
一
巻
三
六
章
に
、
九
二
九
年
の
レ
ダ
ー
リ
族
と
の
戦
い
を
指
揮
し
た
果

敢
な
〝
軍
団
長
〞
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
の
後
任
に
就
位
し
た
の
は
、
親
族
と

目
さ
れ
る
ビ
ル
ン
グ
家
の
ヘ
ル
マ
ン
（
後
年
の
ザ
ク
セ
ン
大
公
、
在
位
九
五
三

Ⅱ　
 

ヴ
ァ
イ
セ
ン
ブ
ル
ク
の
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト 

 

　
　
　
　
　
　
　

 

『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
続
編
』

…
…
リ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
そ
の
前
年
に
種
々
の
遅
延
に
よ
り
旅
路
に
就

く
の
を
妨
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
年
の
二
月
一
五
日
に
死
去
し
た
。

聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
の
修
道
士
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
が
後
継
者
に
叙
階
さ

れ
、
異
国
へ
と
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
大
司
教
ヴ
ィ
ル

ヘ
ル
ム
の
目
論
み
と
勧
言
に
基
づ
く
決
定
で
あ
っ
た
。
本
人
は
、
大
司

教
か
ら
よ
り
良
き
も
の
を
期
待
し
て
い
た
し
、
彼
に
背
く
こ
と
な
ど
断

じ
て
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
。
最
も
敬
虔
な
国
王
は
、
ア
ー

ダ
ル
ベ
ル
ト
が
必
要
と
す
る
も
の
全
て
を
常
日
頃
の
憐
憫
を
も
っ
て
支

度
さ
せ
、
名
誉
を
も
っ
て
ロ
シ
ア
人
に
向
け
送
り
出
し
た
〔
九
六
一
年

の
項
〕。

…
…
同
年
、
ロ
シ
ア
人
の
司
教
に
任
命
さ
れ
た
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
は
、

派
遣
さ
れ
た
任
務
に
つ
い
て
何
も
為
す
こ
と
が
出
来
ず
、
空
し
い
ま
で

に
疲
労
困
憊
し
て
い
る
と
自
覚
し
た
の
で
帰
還
し
て
き
た
。
配
下
の
者

数
名
が
帰
途
に
殺
害
さ
れ
、
彼
自
身
も
艱
難
辛
苦
の
末
に
辛
う
じ
て
逃

げ
お
お
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
国
王
を
訪
れ
る
と
、
情
愛
を
も
っ
て
受
け

入
れ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
神
に
愛
さ
れ
た
大
司
教
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
か
ら

は
、
当
人
の
目
論
み
に
よ
っ
て
託
さ
れ
た
か
く
も
難
儀
な
旅
路
に
対
す

る
報
恩
と
し
て
、
互
い
に
兄
弟
で
あ
る
か
の
如
く
に
あ
ら
ゆ
る
品
々
と

好
意
を
も
っ
て
歓
迎
さ
れ
、
か
つ
支
援
を
得
た
。
大
司
教
が
ア
ー
ダ
ル

ベ
ル
ト
の
代
わ
り
に
送
っ
た
皇
帝
宛
の
書
簡
に
対
し
て
は
、
返
答
と
し

て
皇
帝
の
帰
還
を
王
宮
で
待
つ
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た〔
九
六
二
年
の
項
〕。
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ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
人
の
伝
道
司
教
に
抜
擢
さ
れ
た
の
は
、

九
六
一
年
の
こ
と
で
あ
る

│
。
各
種
証
書
の
筆
跡
鑑
定
、
さ
ら
に
叙
述
史
料

の
証
言
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
見
事
な
分
析
結
果
で
あ
る
。
前
述
の
フ
シ
ュ

ナ
ー
は
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
修
道
院
の
私
証
書
の
筆
跡
と
の
比
較
に
基
づ
き
、

Liudolf A

で
は
な
く
、
九
六
三
〜
八
〇
年
の
間
に
活
動
し
たLiudolf H

こ
そ

が
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
で
あ
る
と
推
定
し
た
。
だ
が
、Liudolf F

＝
リ
ウ
ト
プ

ラ
ン
ド
の
場
合
と
同
じ
く
、
ホ
フ
マ
ン
に
よ
り
斥
け
ら
れ
て
い
る（
71
）。

︻
ロ
シ
ア
の
伝
道
司
教
、
ヴ
ァ
イ
ン
セ
ン
ブ
ル
ク
修
道
院
長
︼

一　

伝
道
司
教
は
、
キ
エ
フ
へ
の
往
路
も
し
く
は
帰
路
に
、
ベ
ー
メ
ン
北
東

部
の
名
門
貴
族
ス
ラ
ヴ
ニ
ー
ク
（
九
八
一
年
歿
）
の
居
城
リ
ビ
ツ
ェ
に
滞
在
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
堅
信
礼
を
受
け
た
息
子
ヴ
ォ
イ
チ
ェ
フ
は
、

九
七
三
年
以
降
八
年
間
、
か
つ
て
の
伝
道
司
教
を
今
や
初
代
大
司
教
に
戴
く
マ

ク
デ
ブ
ル
ク
の
司
教
座
付
属
学
校
で
、
高
名
な
教
師
オ
ト
リ
ッ
ク
の
厳
し
い
指

導
下
に
教
育
を
授
か
り
、
同
じ
〝
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
〞
の
名
を
与
え
ら
れ
た
。

後
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
初
め
と
す
る
東
欧
諸
国
の
国
民
的
聖
人
と
し
て
篤
く
崇
敬

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
第
二
代
プ
ラ
ハ
司
教
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
で
あ
る

（
九
九
七
年
殉
教
死
）（72
）。

ロ
シ
ア
伝
道
は
、
惨
憺
た
る
結
果
に
終
わ
っ
た
が
、Liudolf A

＝
ア
ー
ダ

ル
ベ
ル
ト
は
、
そ
の
ま
ま
ザ
ク
セ
ン
の
国
王
宮
廷
に
留
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。

九
六
三
〜
六
五
年
の
間
、
国
王
オ
ッ
ト
ー
二
世
の
書
記
と
し
て
四
通
の
国
王
証

書
を
作
成
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
九
六
五
年
初
頭
に
は
、
第
二
次
イ
タ
リ

ア
遠
征
を
終
え
た
オ
ッ
ト
ー
一
世
が
帰
還
す
る
。『
続
編
』
の
同
年
の
項
の
詳

細
な
叙
述
は
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
と
ア
ラ
マ
ニ
エ
ン
の
境
界
ま
で
父
帝
を
迎
え
に
出

た
オ
ッ
ト
ー
二
世
と
大
司
教
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
一
行
に
、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
も

年
？
│
七
三
年
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
仮
説
に
対
し
て
は
も
と
よ
り
異
論
も
提
起

さ
れ
て
お
り
、
確
定
し
て
は
い
な
い
が
、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
が
貴
族
家
門
の
出

身
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い（
69
）。

二　

生
年
は
九
二
〇
年
代
後
半
で
、
そ
の
姿
が
初
め
て
確
認
さ
れ
る
の
は

九
五
〇
年
で
あ
る
。
同
年
、
ケ
ル
ン
大
司
教
ヴ
ィ
ク
フ
リ
ー
ト
（『
続
編
』

九
二
三
、九
五
三
年
の
項
）
の
一
証
書
の
証
人
欄
を
浄
書
し
た
「
助
祭
ア
ー
ダ

ル
ベ
ル
ト
」
で
あ
る
。
オ
ッ
ト
ー
一
世
の
証
書
編
者
ジ
ッ
ケ
ル
は
こ
の
筆
跡

を
、
九
五
三
〜
五
六
年
（
五
八
年
？
）
に
オ
ッ
ト
ー
の
証
書
を
作
成
し
た
書
記

Liudolf A

の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
と
比
定
し
た
（
一
八
八
五
年
）。
ブ
レ
ス
ラ

ウ
は
、
そ
のLiudolf A

が
九
五
九
年
の
ト
リ
ー
ア
近
郊
の
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス

修
道
院
の
一
私
証
書
の
浄
書
者
「
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
こ

と
を
立
証
し
た
（
一
九
〇
〇
年
）。
最
後
に
シ
ュ
テ
ン
ゲ
ル
は
、『
続
編
』
中
の

修
道
院
長
選
出
権
付
与
の
記
事
（
九
五
六
、九
五
七
年
の
項
）
と
直
接
関
連
す

る
ロ
ル
シ
ュ
及
び
ヴ
ァ
イ
セ
ン
ブ
ル
ク
修
道
院
宛
の
国
王
証
書
二
通
の
浄
書
者

が
、
や
は
りLiudolf A

で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
（
一
九
一
〇
年
）（
70
）。
以

上
の
所
見
か
ら
、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
の
キ
ャ
リ
ア
は
次
の
よ
う
に
再
構
成
さ
れ

る
。ま

ず
彼
は
、
九
五
〇
年
前
後
の
時
期
に
ケ
ル
ン
大
司
教
に
仕
え
、
九
五
三
〜

五
六
年
（
五
八
年
？
）
の
間
は
、
国
王
宮
廷
に
お
い
て
書
記
と
し
て
計
一
一
通

の
国
王
証
書
の
作
成
に
従
事
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ

の
後
宮
廷
を
去
り
、
ト
リ
ー
ア
の
修
道
院
に
修
道
士
と
し
て
入
っ
た
。
聖
マ
ク

シ
ミ
ヌ
ス
修
道
院
は
、
九
三
七
年
に
オ
ッ
ト
ー
一
世
が
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
に
聖
マ

ウ
リ
テ
ィ
ウ
ス
修
道
院
を
建
立
し
た
際
に
、
最
も
数
多
く
の
修
道
士
を
提
供
し

た
ゴ
ル
ツ
ェ
派
の
改
革
修
道
院
で
、
宮
廷
と
は
密
接
な
関
係
で
結
ば
れ
て
い

た
。
本
人
の
意
志
に
反
し
て
、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
が
王
息
の
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
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な
っ
た（
76
）。
翌
九
六
八
年
二
月
に
は
、
最
後
ま
で
抵
抗
し
続
け
た
ハ
ル
バ
ー

シ
ュ
タ
ッ
ト
司
教
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
（
在
位
九
二
四
│
六
八
年
）
が
死
去
し
た
。

大
司
教
座
創
設
が
実
現
の
運
び
と
な
っ
た
の
は
一
〇
月
初
頭
、
同
じ
ラ
ヴ
ェ
ン

ナ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
会
議
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

同
月
一
八
日
、
ロ
ー
マ
に
て
教
皇
ヨ
ハ
ネ
ス
一
三
世
（
在
位
九
六
五
│
七
二

年
）
に
よ
り
初
代
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
大
司
教
に
任
命
さ
れ
、
大
司
教
位
の
象
徴
で

あ
る
肩パ
リ
ウ
ム衣
を
授
与
さ
れ
た
の
は
、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
で
あ
る
（
在
位
九
六
八
│

八
一
年
）。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
当
初
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ

た
。「
皇
帝
は
、
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
教
会
の
第
三
代
修
道
院
長
リ
シ
ェ
ー
ル

…
…
を
、
栄
誉
あ
る
司
教
の
地
位
を
授
け
る
た
め
に
呼
び
寄
せ
た
。
と
こ
ろ

が
、
自
ら
に
密
か
に
も
た
ら
さ
れ
た
一
書
簡
を
読
ん
だ
後
に
思
い
止
ま
っ
た
」

（
テ
ィ
ー
ト
マ
ル
『
年
代
記
』
第
二
巻
二
二
章
）。「
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
教
会
」

と
は
、
大
司
教
教
会
の
母
体
と
な
っ
た
前
述
の
聖
マ
ウ
リ
テ
ィ
ウ
ス
修
道
院
の

こ
と
で
あ
る
。
仮
に
こ
の
〝
書
簡
〞
が
実
在
し
た
と
し
た
場
合
、
そ
の
送
り
手

と
し
て
候
補
に
挙
が
っ
て
い
る
の
は
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
、
あ

る
い
は
（
そ
の
親
族
と
の
推
定
が
あ
る
）
ザ
ク
セ
ン
大
公
ヘ
ル
マ
ン
・
ビ
ル
ン

グ
で
あ
り
、（
77
）
新
大
司
教
は
、
修
道
士
た
ち
の
頭
越
し
に
皇
帝
に
よ
っ
て
任

命
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
詳
細
は
不
明
だ
が
、
皇
帝
に
と
っ
て
は
、
キ
エ
フ
に

お
け
る
伝
道
司
教
と
し
て
の
経
験
が
、
ス
ラ
ヴ
人
伝
道
を
最
大
の
任
務
と
す
る

新
大
司
教
座
の
人
選
に
お
い
て
重
要
な
要
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ

る
ま
い（
78
）。

二　

ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
が
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
で
そ
の
座
に
就
い
た
の
は
、
同
年

末
の
降
誕
祭
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
、
大
司
教
と
し
て
の
最
初
の
仕
事
は
、
メ
ー

ル
ゼ
ブ
ル
ク
、
マ
イ
セ
ン
、
ツ
ァ
イ
ツ
の
新
司
教
を
叙
階
す
る
こ
と
か
ら
始
ま

っ
た
。
以
後
、
九
八
一
年
六
月
二
〇
日
に
死
去
す
る
ま
で
の
帝
国
司
教
と
し
て

随
行
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る（
73
）。
ク
レ
モ
ナ
司
教
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン

ド
と
は
、
早
け
れ
ば
国
王
書
記
時
代
の
九
五
六
年（
74
）、
遅
く
と
も
こ
の

九
六
五
年
の
時
点
に
は
宮
廷
で
面
識
を
得
て
い
た
で
あ
ろ
う
。『
オ
ッ
ト
ー

史
』
と
共
通
の
情
報
源
に
接
し
た
の
は
こ
の
頃
で
あ
る
。

二　

翌
九
六
六
年
、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
は
、
エ
ル
ザ
ス
の
帝
国
修
道
院
で
あ

る
ヴ
ァ
イ
セ
ン
ブ
ル
ク
の
院
長
に
抜
擢
さ
れ
た
。「
皇
帝
は
、
修
道
士
た
ち
に

よ
る
選
出
の
後
、
ロ
シ
ア
人
の
た
め
に
叙
階
さ
れ
た
司
教
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
に

同
院
を
管
轄
さ
せ
た
」（
同
年
の
項
）。
翌
九
六
七
年
九
月
に
始
ま
る
オ
ッ
ト
ー

二
世
の
ロ
ー
マ
行
に
随
行
し
、
降
誕
祭
に
挙
行
さ
れ
た
壮
麗
な
皇
帝
戴
冠
式
の

叙
述
を
も
っ
て
『
続
編
』
の
叙
述
は
締
め
括
ら
れ
る
。
九
〇
七
年
か
ら
九
六
七

年
ま
で
の
事
件
を
記
し
た
同
書
の
執
筆
は
、
院
長
就
位
後
に
開
始
さ
れ
、

九
六
七
年
末
／
六
八
年
初
ま
で
の
短
期
間
で
終
了
し
た
。
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
の

パ
ト
ロ
ン
で
あ
る
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
は
、
翌
九
六
八
年
三
月
二
日
に
逝
去
す
る

運
命
に
あ
る
が
、『
続
編
』
の
九
六
七
年
の
項
で
は
、
む
し
ろ
病
状
の
回
復
に

言
及
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

︻
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
大
司
教
︼

一　

九
五
五
年
の
レ
ヒ
河
畔
に
お
け
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
戦
で
の
歴
史
的
大
勝

利
以
降
、
皇
帝
オ
ッ
ト
ー
一
世
の
悲
願
は
、
エ
ル
ベ
河
畔
の
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の

地
に
ス
ラ
ヴ
人
伝
道
の
た
め
の
大
司
教
座
を
設
置
す
る
こ
と
で
あ
っ
た（
75
）。

そ
れ
が
正
式
に
決
せ
ら
れ
た
の
は
、
九
六
七
年
四
月
二
〇
日
に
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
に

お
い
て
開
催
さ
れ
た
教
会
会
議
の
場
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
属
司
教
座
と
し
て

メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
、
マ
イ
セ
ン
、
ツ
ァ
イ
ツ
の
三
司
教
区
を
新
設
し
、
マ
イ
ン

ツ
大
司
教
管
区
に
属
す
る
既
存
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
、
ハ
ー
フ
ェ
ル
ベ
ル
ク

の
両
司
教
区
（
い
ず
れ
も
九
四
八
年
に
創
設
）
も
併
せ
て
下
属
さ
せ
る
こ
と
と
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二　

 『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
続
編
』
の
成
立
事
情
、 

 

 

各
稿
本
の
伝
承
状
況
、
主
要
資
史
料

︻
プ
リ
ュ
ム
の
レ
ー
ギ
ノ
﹃
年
代
記
﹄
と
﹃
続
編
﹄︼

一
「
こ
こ
ま
で
は
レ
ー
ギ
ノ
。
こ
こ
か
ら
の
続
き
は
我
々
が
付
け
加
え
た
」

│
。

『
続
編
』
冒
頭
の
注
記
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
レ
ー
ギ
ノ
と
は
誰
か
。
生
年

不
詳
で
あ
る
が
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
近
郊
に
所
領
を
有
す
る
貴
族
家
門
に
生
ま
れ
た

の
は
確
か
で
あ
る（
81
）。
ト
リ
ー
ア
近
郊
の
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
修
道
院
に
修
道

士
と
し
て
入
り（
82
）、
八
九
二
年
に
由
緒
あ
る
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
の
院
長
に
迎

え
ら
れ
た
。
同
院
は
八
八
二
〜
九
二
年
の
間
、
ノ
ル
マ
ン
人
の
度
重
な
る
襲
撃

に
よ
っ
て
多
大
な
被
害
を
被
っ
て
お
り
（
参
照
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
『
報
復
の

書
』
第
三
巻
四
八
章
）、
院
長
と
し
て
尽
力
し
た
の
は
所
領
経
営
の
再
建
で
あ

っ
た（
83
）。
と
こ
ろ
が
、
モ
ー
ゼ
ル
地
方
の
有
力
貴
族
家
門
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家

の
伯
マ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
兄
弟
は
、
弟
リ
シ
ャ
ー
ル
（
参
照
、

『
続
編
』
九
四
四
年
の
項
）
に
院
長
位
を
確
保
す
べ
く
種
々
の
圧
力
を
加
え
、

八
九
九
年
、
レ
ー
ギ
ノ
は
つ
い
に
プ
リ
ュ
ム
の
地
を
退
去
す
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
。
彼
を
迎
え
入
れ
た
の
は
、
ト
リ
ー
ア
大
司
教
ラ
ー
ト
ボ
ー
ト
（
在

位
八
八
三
│
九
一
五
年
）
で
、
レ
ー
ギ
ノ
は
同
地
の
聖
マ
ル
テ
ィ
ン
修
道
院
の

立
て
直
し
を
託
さ
れ
た
。
音
楽
理
論
書
、
あ
る
い
は
後
に
広
く
流
布
し
た
教
会

法
の
体
系
的
集
成
と
並
ん
で
『
年
代
記
』
を
完
成
さ
せ
た
の
は
、
こ
の
ト
リ
ー

ア
時
代
の
九
〇
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
九
一
五
年
に
死
去
し
、
亡
骸
は
、
修
道

士
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
修
道
院
に
埋
葬
さ
れ
た
。

普
遍
的
世
界
年
代
記
と
し
て
構
想
さ
れ
た
『
年
代
記
』
は
、
二
部
か
ら
構
成

さ
れ
る
。
第
一
部
「
主
の
受
肉
の
時
代
に
つ
い
て
の
小
著
」
は
、
イ
エ
ス
の
生

の
奉
仕
、
司
牧
者
と
し
て
の
活
動
の
足
跡
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
割
愛
す

る
。
逝
去
の
九
年
後
に
、
王
国
随
一
の
声
望
を
誇
る
同
司
教
座
付
属
学
校
で
学

び
、
後
に
聖
堂
参
事
会
員
と
な
っ
た
テ
ィ
ー
ト
マ
ル
が
、
皇
帝
の
不
在
中
に
起

き
た
寝
台
を
め
ぐ
る
事
件
、
そ
の
些
か
謹
厳
な
人
柄
、
高
名
な
教
師
オ
ト
リ
ッ

ク
と
の
確
執
、
そ
し
て
、
メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
司
教
区
を
巡
回
中
の
死
と
マ
ク
デ

ブ
ル
ク
の
大
聖
堂
へ
の
埋
葬
に
つ
い
て
、『
年
代
記
』
の
中
で
詳
細
に
伝
え
て

い
る
か
ら
で
あ
る
（
第
二
巻
二
八
章
、
第
三
巻
一
、九
、一
一
、一
二
章
）。
ス
ラ

ヴ
人
伝
道
は
ま
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
東
方
の
地
で
は
当
時
な

お
平
和
が
支
配
し
て
お
り
、
人
々
は
ま
さ
に
「
大
司
教
区
の
黄
金
時
代
」（
ク

ラ
ウ
デ
）（
79
）
を
謳
歌
し
た
の
で
あ
っ
た
。
レ
ダ
ー
リ
族
を
初
め
と
す
る
エ
ル

ベ
＝
オ
ー
デ
ル
間
の
西
ス
ラ
ヴ
系
諸
民
族
が
異
教
に
舞
い
戻
っ
て
「
リ
ュ
テ
ィ

チ
同
盟
」
を
結
成
し
、
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
大
司
教
区
に
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
と
も
言

う
べ
き
壊
滅
的
打
撃
を
与
え
た
の
は
、
そ
の
死
か
ら
二
年
後
の
九
八
三
年
夏
の

こ
と
で
あ
る
（
第
三
巻
一
七
章
）

│
。

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
の
著
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
は

『
続
編
』
の
み
で
あ
っ
た
が
、
大
司
教
在
位
期
間
中
に
、
ミ
ン
デ
ン
司
教
ミ
ー

ロ
（
在
位
九
六
九
／
七
三
│
九
六
年
）
に
宛
て
た
献
呈
書
簡
の
形
を
と
っ
た

『
聖
ゴ
ル
ゴ
ニ
ウ
ス
受
難
伝
』
の
「
序
文
」
を
著
し
て
い
た
こ
と
が
近
年
明
ら

か
に
さ
れ
た
。
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
聖
ゴ
ル
ゴ
ニ
ウ
ス
を
守
護
聖
人
に
戴
く

ミ
ン
デ
ン
司
教
教
会
の
司
教
が
守
護
聖
人
を
共
に
す
る
ゴ
ル
ツ
ェ
修
道
院
を
訪

れ
た
出
来
事
で
、
ゴ
ル
ツ
ェ
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
修
道
院

の
元
修
道
士
が
、
殉
教
者
の
詳
細
を
教
示
す
べ
く
『
受
難
伝
』
の
献
呈
に
至
っ

た
と
推
定
さ
れ
る（
80
）。
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開
さ
れ
る
。
写
本
の
数
（
後
述
）
が
示
す
よ
う
に
、
中
世
に
お
い
て
最
も
広
く

普
及
し
、
か
つ
読
ま
れ
た
史
書
の
一
つ
で
あ
る
。
な
お
、
活
版
印
刷
に
よ
る
刊

本
も
早
く
も
一
五
二
一
年
、
ウ
ル
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
フ
ッ
テ
ン
の
友
人
で
あ
る

帝
国
騎
士
・
人
文
主
義
者
の
ゼ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
・
ロ
ー
テ
ン
ハ
ン

（
一
五
三
四
年
歿
）
に
よ
り
マ
イ
ン
ツ
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

二　

九
〇
七
年
の
記
事
か
ら
筆
を
起
こ
し
た
『
続
編
』
の
執
筆
は
、
前
述
の

よ
う
に
九
六
六
年
、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
が
ヴ
ァ
イ
セ
ン
ブ
ル
ク
修
道
院
長
に
就

位
し
た
後
に
開
始
さ
れ
た
。
終
了
し
た
の
は
九
六
七
年
末
／
六
八
年
初
頃
で
、

短
期
間
で
成
立
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。
執
筆
が
同
時
代
の
事
件
と
並
行
し
て

で
は
な
く
、
一
挙
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
、「
後
に
な
っ
て
…
…
」（
九
一
〇
、

九
五
三
、九
五
九
年
の
項
）、「
当
時
、
国
王
に
と
っ
て
…
…
」（
九
四
七
年
の

項
）
と
い
っ
た
事
後
の
展
開
を
見
据
え
た
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
。「
こ
の
事
件
は
伯
ウ
ー
ド
に
と
っ
て
不
幸
の
始
ま
り
で
あ
っ

た
」（
九
六
四
年
の
項
）
と
い
う
表
現
も
、
後
続
の
九
六
六
年
の
項
を
踏
ま
え

た
上
で
書
か
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
叙
述
は
、
九
六
七
年
の
降
誕
祭
に

挙
行
さ
れ
た
オ
ッ
ト
ー
二
世
の
皇
帝
戴
冠
式
を
も
っ
て
終
わ
る
。
こ
れ
を
〝
中

断
〞
と
見
な
す
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
意
図
的
な
〝
完
結
〞
と

解
釈
す
る
研
究
者
も
い
る
。

︻
各
稿
本
の
伝
承
状
況
︼

今
日
伝
存
す
る
『
続
編
』
の
写
本
は
一
一
点
を
数
え
、
い
ず
れ
も
『
レ
ー
ギ

ノ
年
代
記
』
と
の
組
み
合
わ
せ
で
の
み
伝
承
す
る
。
編
者
ク
ル
ツ
ェ
に
よ
っ
て

Ａ
稿
と
名
付
け
ら
れ
た
系
統
本
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ト
ゲ
ン
の
包
括
的
写
本
研
究

（
一
九
七
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
三
つ
の
系
統
本
に
分
類
さ
れ
る（
84
）。

A2
稿
が

九
三
九
年
の
項
で
中
断
す
る
の
に
対
し
、
A1
稿
は
、
九
六
七
年
の
項
の
「〔
国

誕
か
ら
カ
ー
ル
・
マ
ル
テ
ル
の
死
（
七
四
一
年
）
ま
で
を
、
第
二
部
「
フ
ラ
ン

ク
人
の
国
王
の
事
績
に
つ
い
て
の
書
」
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
歴
史
を
九
〇
六

年
ま
で
包
摂
す
る
。
編
年
体
で
構
成
さ
れ
、
特
に
八
六
〇
年
代
以
降
の
同
時
代

史
に
つ
い
て
は
、
時
に
書
簡
・
教
会
決
議
等
の
各
種
の
史
料
も
交
え
て
詳
細
を

究
め
る
の
み
な
ら
ず
、
事
件
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
著
者
独
自
の
考
察
も
展

（20）
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PM* A1a稿 A1b稿 AS AM

E
L2*
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MF＝「フライジング本」

Eb W AS＝アナリスタ・サクソ
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西フランク人 東フランク人
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し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
研
究
に
お
い
て
確
実
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
ラ

イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
編
年
誌
』（
九
〇
七
〜
九
三
九
年
の
項
）
の
み
で
あ
る（
88
）。
ボ

ー
デ
ン
湖
畔
の
修
道
院
で
成
立
し
た
、
簡
潔
に
し
て
主
に
ロ
ー
カ
ル
な
記
事
を

伝
え
る
同
時
代
の
編
年
誌
で
あ
る
。
な
お
、
今
日
伝
存
す
る
同
編
年
誌
の
唯
一

の
写
本
を
含
む
コ
ー
デ
ク
ス
（Paris, B

ibl. N
at., lat. 4860

）
は
、
か
つ
て
マ

イ
ン
ツ
大
司
教
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
個
人
の
所
有
の
も
の
で
あ
っ
た（
89
）。

記
事
の
分
量
が
急
速
に
増
加
す
る
九
三
九
年
の
項
以
降
の
主
た
る
情
報
源

は
、
同
時
代
の
口
頭
伝
承
、
特
に
オ
ッ
ト
ー
朝
宮
廷
に
由
来
す
る
そ
れ
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
と
の
関
連
で
は
、
ハ
ウ
ク
が

『
続
編
』
の
九
一
七
年
、
九
一
九
年
、
九
二
〇
年
の
項
は
、『
報
復
の
書
』
第
二

巻
一
七
〜
二
三
章
を
用
い
て
執
筆
さ
れ
た
と
主
張
し
た
が
、
そ
の
後
カ
ル
プ
フ

に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
て
い
る（
90
）。
も
っ
と
も
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
と
ア
ー
ダ

ル
ベ
ル
ト
が
オ
ッ
ト
ー
一
世
の
宮
廷
で
知
己
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
述

の
よ
う
に
確
か
で
あ
る
（『
続
編
』
と
『
オ
ッ
ト
ー
史
』
と
の
接
点
に
つ
い
て

は
、
四
頁
を
参
照
）。
九
六
二
年
の
オ
ッ
ト
ー
の
皇
帝
戴
冠
以
降
、
ア
ル
プ
ス

以
北
で
は
矢
継
ぎ
早
に
歴
史
叙
述
が
執
筆
さ
れ
る
が
、
そ
の
精
神
的
刺
激
と
し

て
作
用
し
た
の
が
ク
レ
モ
ナ
司
教
の
『
報
復
の
書
』
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な

い（
91
）。

三　
『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
続
編
』
の
主
題

一
「
我
々
は
、
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
こ
の
時
代
の
最
も
優
れ
た
編
年
誌
と
呼

ぶ
こ
と
が
出
来
よ
う
」（
ヴ
ァ
ッ
テ
ン
バ
ッ
ハ
）（
92
）

│
。
も
っ
と
も
、
こ
う

し
た
高
評
価
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
一
〇
世
紀
前
半
の
「
東
」
に
お
け

る
極
端
な
ま
で
の
歴
史
叙
述
の
稀
少
さ
に
鑑
み
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
時

王
オ
ッ
ト
ー
二
世
は
〕
聖
ミ
カ
エ
ル
の
記
念
日
を
都
市
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
で
祝

し
た
」
で
終
わ
る
。
そ
れ
に
続
く
イ
タ
リ
ア
行
、
そ
し
て
締
め
括
り
と
な
る
降

誕
祭
の
皇
帝
戴
冠
式
の
叙
述
は
、
A3
稿
の
二
点
の
編
纂
編
年
誌
中
の
一
つ
、

〝
ア
ナ
リ
ス
タ
・
サ
ク
ソ
〞
の
『
王
国
年
代
記
』（
初
稿
一
一
四
八
〜
五
二
年
、

補
訂
稿
五
二
年
以
降
成
立
）
の
同
年
の
項
中
に
お
け
る
引
用
と
し
て
の
み
伝
承

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
後
代
の
加
筆
の
可
能
性
が
疑
わ
れ
て
き
た
が
、
今

日
で
は
同
書
の
編
者
ナ
ス
に
よ
り
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
自
身
の
手
に
な
る
こ
と
が

ほ
ぼ
確
実
視
さ
れ
て
い
る（
85
）。
基
準
と
な
る
A1
稿
で
最
も
古
い
の
は
、『
報

復
の
書
』
の
最
重
要
写
本
を
伝
え
る
「
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
本
」（C

lm
 6388

、
六

頁
）
で
あ
り
、『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
』
と
『
続
編
』
は
、
そ
の
八
六
│
一
九
八

葉
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
』
を
単
独
で
伝
承
す
る
Ｂ
稿
も
一
九
点
を
数
え

る
。
プ
リ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
が
著
者
レ
ー
ギ
ノ
の
原
型
に
近
い
形
を
提

供
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
続
編
』
と
組
み
合
わ
さ
っ
た
Ａ
稿
系
統
の
『
レ
ー

ギ
ノ
年
代
記
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
一
〇
世
紀
後
半
の
言
語
水
準
に
即
し
つ
つ
よ

り
高
度
な
表
現
（
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
、
文
体
）
へ
と
改
訂
・
適
合
さ
れ
て
い
る
。

改
訂
者
は
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
自
身
で
あ
り
、
彼
は
単
に
『
年
代
記
』
を
継
続
執

筆
し
た
の
み
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る（
86
）。『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
』
の
各
種

写
本
の
起
点
と
な
っ
た
の
は
、
九
一
五
年
に
死
去
し
た
著
者
が
埋
葬
さ
れ
た
ト

リ
ー
ア
近
郊
の
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
修
道
院
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る（
87
）。

︻
主
要
資
史
料
︼

『
続
編
』
の
主
要
資
史
料
と
し
て
、
編
者
ク
ル
ツ
ェ
は
、『
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
編

年
誌
』、『
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
大
編
年
誌
』、『
ロ
ッ
ブ
編
年
誌
』
を
挙
げ
、
さ

ら
に
フ
ル
ダ
修
道
院
で
作
成
さ
れ
た
（
失
わ
れ
た
）
一
編
年
誌
の
利
用
を
推
定
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二　

以
下
、
初
め
て
本
格
的
に
取
り
上
げ
た
ハ
ウ
ク
（
一
九
七
四
年
）
以

降
、
提
起
さ
れ
た
解
釈
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。
彼
の
立
論
の
前
提
は
、
前

述
の
よ
う
に
『
続
編
』
に
よ
る
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
利
用
と
そ
の
歴
史
構
想
の

影
響
で
あ
る
。
ハ
ウ
ク
に
よ
れ
ば
、『
報
復
の
書
』
は
、「
将
来
の
皇
帝

（im
perator futurus

）」
た
る
国
王
オ
ッ
ト
ー
一
世
の
神
寵
王
権
を
正
当
化
す

る
こ
と
を
目
指
し
た
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
書
で
あ
る
。
神
と
直
結
し
た
神

寵
王
権
の
事
例
と
し
て
特
に
重
視
さ
れ
る
の
は
、
九
三
六
年
の
国
王
戴
冠
式
で

の
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
に
よ
る
塗
油
儀
礼
（
ヴ
ィ
ド
ゥ
キ
ン
ト
『
ザ
ク
セ
ン
人
の

事
績
』
第
二
巻
一
章
）
へ
の
沈
黙
、
あ
る
い
は
九
三
九
年
の
ビ
ル
テ
ン
の
戦
い

に
お
け
る
聖
槍
に
向
け
た
オ
ッ
ト
ー
の
祈
り
と
モ
ー
セ
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
（
第

四
巻
二
四
章
）
等
々
多
岐
に
及
ぶ
。
そ
し
て
、
以
上
の
議
論
に
連
動
し
て
、

『
続
編
』
が
『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
』
と
同
じ
く
二
部
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う

仮
説
が
提
示
さ
れ
る（
95
）。
最
初
の
九
〇
七
年
か
ら
九
三
九
年
ま
で
の
項
を
記

し
た
第
一
部
「
国
王
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
時
代
に
つ
い
て
の
小
著
」（
九
六
四
／

六
五
年
成
立
）、
そ
れ
に
第
二
部
「
偉
大
な
る
オ
ッ
ト
ー
の
事
績
に
つ
い
て
の

書
」（
九
六
七
年
末
／
六
八
年
初
成
立
）
で
あ
り
、
前
者
は
オ
ッ
ト
ー
一
世
、

後
者
は
同
二
世
に
献
呈
さ
れ
た
。
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、

神
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、「
平
和
と
協
調
（pax et concordia

）」（『
報
復
の
書
』

第
二
巻
二
〇
章
、『
続
編
』
九
三
九
年
の
項
）
の
護
持
を
任
務
と
し
て
託
さ
れ

た
オ
ッ
ト
ー
朝
二
代
の
神
寵
王
権
の
歴
史
を
綴
り
、
最
後
に
九
六
七
年
の
降
誕

祭
に
挙
行
さ
れ
た
オ
ッ
ト
ー
二
世
の
皇
帝
戴
冠
式
を
ク
ラ
マ
ッ
ク
ス
と
し
て
作

品
の
結
末
を
飾
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る（
96
）

│
。

『
続
編
』
に
よ
る
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
利
用
が
そ
の
後
否
定
さ
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
。
カ
ル
プ
フ
は
ま
た
、
二
部
構
成
論
に
つ
い
て
も
、

根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
た
A2
稿
の
伝
承
の
再
検
討
を
通
じ
て
こ
れ
を
斥
け
、
作
品

期
（
九
一
九
〜
六
六
年
）
を
対
象
に
、
事
件
と
パ
ラ
レ
ル
に
執
筆
し
続
け
た

「
西
」
の
ラ
ン
ス
の
大
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
フ
ロ
ド
ア
ー
ル
（
八
九
三
／

九
四
│
九
六
六
年
）
の
『
編
年
誌
』
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、『
続
編
』
が
分

量
、
話
題
の
豊
富
さ
、
そ
し
て
正
確
さ
に
お
い
て
相
当
見
劣
り
す
る
こ
と
は
明

白
で
あ
る
。
特
に
実
証
主
義
的
観
点
か
ら
は
、「
乏
し
い
理
解
と
多
数
の
誤
謬

を
も
っ
て
記
さ
れ
た
歴
史
年
表
」
と
い
う
厳
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
リ
ン
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、『
続
編
』
は
純
粋
な
意
味
で
の
〝
王
国

史
〞
で
は
な
い
。
そ
の
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
る
の
が
、
高
位
聖
職
者
人
事
に
関

す
る
一
連
の
記
事
が
王
国
の
西
部
に
著
し
く
偏
重
し
て
い
る
事
実
で
あ
る

（
93
）。
頻
度
を
数
量
化
す
る
と
、
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
＝
一
七
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
＝

一
八
、
エ
ル
ザ
ス
＝
九
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
＝
六
と
な
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
と
ザ

ク
セ
ン
は
、
僅
か
に
一
度
の
言
及
し
か
な
い（
94
）。
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
の
関
心

は
、
自
ら
の
出
身
地
（
？
）
や
主
た
る
活
動
の
舞
台
た
る
最
初
の
三
地
方
に
集

中
し
て
い
る
。

個
々
の
記
事
の
信
憑
性
は
と
も
か
く
、
一
個
の
史
書
と
し
て
の
『
続
編
』
の

主
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
研
究
者
の
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
い
な

か
っ
た
。
理
由
と
し
て
は
、
編
年
体
と
い
う
外
形
的
枠
組
み
に
よ
る
種
々
の
制

約
、
比
較
的
簡
潔
な
分
量
、
献
呈
辞
等
の
欠
如
の
他
、
匿
名
の
著
者
が
、
リ
ウ

ト
プ
ラ
ン
ド
と
は
対
照
的
に
、
自
己
に
つ
い
て
の
赤
裸
々
な
表
明
を
常
に
抑
制

し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
唯
一
の
例
外
で
あ
る
ロ
シ
ア
伝
道
司
教
の
記
述
に
お

い
て
も
、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
は
自
ら
を
指
し
て
三
人
称
で
語
る
。
否
、
そ
も
そ

も
『
続
編
』
に
は
、
一
人
称
と
し
て
の
語
り
手
た
る
〝
私
（Ich

）〞
が
存
在
し

な
い
。
直
接
話
法
を
用
い
て
感
情
表
現
を
垣
間
見
せ
る
こ
と
も
皆
無
で
あ
る
。

著
者
の
構
想
、
執
筆
意
図
、
委
託
者
等
を
行
間
の
み
か
ら
読
み
解
く
の
に
は
相

当
の
困
難
が
伴
う
所
以
で
あ
る
。
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に
は
沈
黙
す
る
。
ツ
ェ
ラ
ー
は
、
著
者
が
「
東
」
も
ま
た
「
カ
ロ
リ
ン
グ
の
遺

産
」
の
正
統
な
継
承
者
、「
フ
ラ
ン
ク
人
の
国
王
」
で
あ
る
こ
と
を
間
接
的
に

表
現
す
べ
く
、
意
図
的
に
「
西
」
の
カ
ロ
リ
ン
グ
家
と
「
東
」
の
リ
ウ
ド
ル
フ

ィ
ン
グ
家
を
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
置
き
、
か
つ
両
者
の
盛
衰
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

を
浮
き
彫
り
に
し
て
見
せ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

Ⅲ　

 

歴
史
の
史
料
と
し
て
の
『
報
復
の
書
』
と 

 
 

『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
続
編
』

︻
コ
ン
ラ
ー
ト
一
世
の
遺
言
と
ハ
イ
ン
リ
ヒ
一
世
の
国
王
推
戴
︼

一
「
そ
の
後
、
国
王
は
バ
イ
エ
ル
ン
に
軍
を
進
め
、
ア
ル
ヌ
ル
フ
と
戦
っ
た

が
、
あ
る
人
々
が
報
じ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
傷
を
負
い
、
故
郷
に
帰
還
し
た
。

そ
し
て
、
彼
は
、
自
ら
が
病
身
で
あ
り
、
か
つ
当
初
の
幸
運
が
去
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
悟
っ
た
。
弟
が
訪
ね
て
来
た
時
、
呼
び
寄
せ
語
っ
た
。「
弟
よ
、
わ

し
は
、
こ
の
命
を
も
は
や
長
ら
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
神
が

そ
の
よ
う
に
定
め
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
重
い
病
が
わ
し
を
苦
し
め
て
い

る
。
そ
れ
故
、
お
前
は
自
ら
十
分
に
熟
慮
し
、
フ
ラ
ン
ク
人
の
王
国
全
体
の
た

め
に
汝
が
な
す
べ
き
最
善
の
こ
と
に
つ
い
て
心
を
砕
き
、
兄
た
る
わ
し
の
助
言

に
留
意
す
る
の
だ
。
弟
よ
、
我
々
は
、
軍
隊
を
召
集
し
指
揮
す
る
こ
と
が
出
来

る
。
我
々
は
、
城
塞
や
武
器
、
国
王
権
標
、
国
王
た
る
地
位
が
必
要
と
す
る
も

の
全
て
を
有
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
我
々
に
は
幸
運
と
適
性
が
欠
け
て
い
る
の

だ
。
幸
運
は
、
弟
よ
、
傑
出
し
た
才
能
共
々
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
手
に
移
っ
た
。
国

家
の
決
定
権
は
、
ザ
ク
セ
ン
人
の
下
に
在
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
権
標
、
す

な
わ
ち
聖
槍
、
腕
の
黄
金
の
留
め
金
、
加
え
て
マ
ン
ト
、
剣
、
古
い
に
し
え

の
諸
王
の

の
全
体
的
統
一
性
と
い
う
構
図
を
改
め
て
確
認
し
て
い
る（
97
）。
ハ
ウ
ク
流
の

「
神
寵
王
権
論
」
は
、
か
な
り
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
る
が（
98
）、
他
方
で
、

フ
ラ
ー
ゼ
は
『
続
編
』
に
、
歴
史
神
学
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
「
平
和

（pax
）」
の
回
復
と
オ
ッ
ト
ー
朝
王
家
の
家
門
と
し
て
の
連
続
性
の
構
築
を
読

み
込
む
こ
と
で
、
ハ
ウ
ク
説
の
一
端
を
深
化
さ
せ
て
い
る（
99
）。

三
『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
』
と
別
の
関
連
で
興
味
深
い
の
は
、『
レ
ー
ギ
ノ
年

代
記
』
の
第
二
部
「
フ
ラ
ン
ク
人
の
国
王
の
事
績
に
つ
い
て
の
書
」
の
続
編
と

し
て
の
連
続
性
に
着
目
す
る
ツ
ェ
ラ
ー
の
解
釈
で
あ
る（
100
）。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
は
、
九
一
九
年
に
樹
立
さ
れ
た
オ
ッ
ト
ー
朝
が
「
ザ
ク

セ
ン
人
」
の
王
朝
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
否
、
む
し
ろ
逆
に
「
非
フ
ラ
ン

ク
人
」
の
王
朝
で
あ
る
が
故
に
、
敢
え
て
半
世
紀
の
中
断
を
越
え
て
「
フ
ラ
ン

ク
史
」
を
継
続
執
筆
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
の
だ
、
と
い
う
。

こ
う
し
た
構
想
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
王
朝
交
替
の
叙

述
中
で
あ
る
（
九
一
九
年
の
項
）。
著
者
の
意
図
は
、『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
』
が

描
い
た
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
衰
退
と
終
焉
、
そ
し
て
そ
の
後
に
続
い
た
オ
ッ
ト
ー

朝
の
樹
立
と
隆
盛
を
、「
フ
ラ
ン
ク
人
の
国
王
の
事
績
に
つ
い
て
の
書
」
の
観

点
か
ら
の
連
続
性

0

0

0

と
し
て
架
橋
し
、
非
フ
ラ
ン
ク
人
王
権
に
歴
史
的
正
当
性
を

付
与
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。「
ザ
ク
セ
ン
人
」
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
一
世
を
、
リ
ウ

ト
プ
ラ
ン
ド
や
ヴ
ィ
ド
ゥ
キ
ン
ト
と
は
異
な
り
「
フ
ラ
ン
ク
人
の
有
力
者
」
の

み
に
よ
っ
て
国
王
に
選
出
さ
せ
る
こ
と
で
、
彼
を
「
ザ
ク
セ
ン
人
の
国
王
」
で

は
な
く
「
フ
ラ
ン
ク
人
の
国
王
」
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
九
二
一
年
〜
二
五
年
の
項
で
は
、
西
フ
ラ
ン
ク
王
国
で
の
王
位
交
替
に
関

し
て
短
く
報
じ
ら
れ
る
。
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
は
、
西
カ
ロ
リ
ン
グ
家
の
シ
ャ
ル

ル
三
世
（
在
位
八
九
三
／
九
八
│
九
二
三
年
）
を
た
だ
一
人
の
正
統
国
王
と
見

な
し
、
ロ
ベ
ー
ル
（
九
二
二
年
）、
ラ
ウ
ル
（
九
二
三
年
）
の
対
立
国
王
選
出
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出
に
至
る
ま
で
の
五
ヶ
月
の
間
、
統
治
者
を
欠
い
た
東
フ
ラ
ン
ク
王
国
で
一
体

何
が
起
き
て
い
た
の
か
。
こ
の
点
は
残
念
な
が
ら
全
く
不
明
で
あ
る
。
同
時
代

の
包
括
的
叙
述
史
料
は
、『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
』
を
最
後
に
途
絶
え
、
一
〇
世

紀
半
ば
ま
で
沈
黙
を
守
り
続
け
た
か
ら
で
あ
る
。「
二
〇
世
紀
の
歴
史
学
に
お

い
て
も
な
お
未
解
決
の
大
き
な
謎
」
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
り
、
フ
リ
ー
ト
が
歴

史
人
類
学
的
な
「
記
憶
史
論
」
を
初
め
て
提
起
し
た
の
も
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
で
あ
っ
た
（
一
九
九
五
年
）（
101
）。
も
っ
と
も
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
息
子
の

オ
ッ
ト
ー
一
世
が
九
六
二
年
に
ロ
ー
マ
で
皇
帝
に
戴
冠
さ
れ
て
以
降
、
リ
ウ
ト

プ
ラ
ン
ド
『
報
復
の
書
』、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
続
編
』
と

い
っ
た
本
格
的
な
歴
史
叙
述
作
品
が
相
次
い
で
成
立
し
た
。
そ
の
中
で
も
繰
り

返
し
引
用
さ
れ
続
け
た
の
は
、
コ
ル
ヴ
ァ
イ
の
修
道
士
ヴ
ィ
ド
ゥ
キ
ン
ト
の

『
ザ
ク
セ
ン
人
の
事
績
』（
初
稿
九
六
七
／
八
年
、
献
呈
稿
六
八
年
、
補
訂
稿

七
三
年
以
降
成
立
）
の
第
一
巻
二
五
、二
六
章
が
見
事
に
描
き
出
し
た
、
コ
ン

ラ
ー
ト
の
「
政
治
的
遺
言
」
に
よ
っ
て
平
和
裡
に
実
現
し
た
〝
王
位
禅
譲
〞
に

つ
い
て
の
最
も
詳
細
か
つ
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
物
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま

た
、
諸
民
族
な
い
し
諸
侯
に
よ
る
満
場
一
致
で
の
新
国
王
選
出
を
伝
え
る
『
報

復
の
書
』（
第
二
巻
二
〇
章
）
や
『
続
編
』（
九
一
九
、九
二
〇
年
の
項
）
と
は

異
な
り
、
当
時
の
王
国
内
の
四
分
五
裂
の
危
機
的
状
況
に
最
も
合
致
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る（
102
）。

だ
が
、
問
題
と
な
る
の
は
、
三
点
の
史
料
は
、
確
か
に
そ
の
基
本
的
方
向
性

（
死
の
床
で
の
後
継
指
名
、
国
王
権
標
の
移
譲
、
有
力
貴
族
の
集
会
で
の
新
国

王
選
出
等
）
に
お
い
て
一
定
の
共
通
性
を
示
す
が
、
細
部
で
決
定
的
に
異
な
る

点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
王
弟
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
の
主
導
的
役
割
、
フ
ラ
ン
ク
人

と
ザ
ク
セ
ン
人
の
み
に
よ
る
国
王
選
出
、
選
出
地
と
し
て
の
フ
リ
ッ
ツ
ラ
ー
、

マ
イ
ン
ツ
大
司
教
に
よ
る
塗
油
の
提
供
と
拒
絶
は
、
コ
ル
ヴ
ァ
イ
修
道
士
の
み

冠
を
手
に
し
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
下
に
赴
く
の
だ
。
そ
し
て
、
彼
を
常
に
同
盟
者

と
す
べ
く
友
誼
を
結
ぶ
の
だ
。
一
体
何な
に

故ゆ
え

に
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
前
に
し
て
、
フ

ラ
ン
ク
人
の
人
民
が
汝
と
共
に
没
落
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
？　

彼
こ
そ

は
、
真
の
国
王
に
し
て
、
多
数
の
諸
民
族
に
対
す
る
命
令
者
な
の
だ
か
ら
」。

こ
の
よ
う
に
告
げ
た
後
、
弟
は
落
涙
し
な
が
ら
了
解
し
た
と
返
答
し
た
。
国
王

は
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
亡
く
な
っ
た
…
…
。」（
ヴ
ィ
ド
ゥ
キ
ン
ト
『
ザ
ク
セ

ン
人
の
事
績
』
第
一
巻
二
五
章
）。

「
そ
こ
で
、
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
は
、
国
王
に
命
じ
ら
れ
た
よ
う
に
ハ
イ
ン
リ

ヒ
の
下
に
赴
き
、
服
従
し
て
全
て
の
宝
物
を
引
き
渡
し
、
和
約
を
結
ん
だ
後
、

友
誼
を
得
た
。
そ
れ
を
彼
は
、
死
の
時
ま
で
誠
実
に
し
て
堅
く
守
り
抜
い
た
。

そ
れ
か
ら
、
フ
リ
ッ
ツ
ラ
ー
と
呼
ば
れ
る
地
に
フ
ラ
ン
ク
人
の
軍
隊
の
君
公
と

有
力
者
が
集
結
す
る
と
、
彼
は
、
全
て
の
フ
ラ
ン
ク
人
と
ザ
ク
セ
ン
人
の
人
民

の
前
で
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
国
王
へ
と
指
名
し
た
。
彼
に
対
し
大
司
教

│
当
時

は
ヘ
リ
ガ
ー
が
そ
の
地
位
に
あ
っ
た

│
に
よ
っ
て
塗
油
と
王
冠
が
提
供
さ
れ

た
時
、
彼
は
、
そ
れ
を
無
碍
に
斥
け
こ
そ
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
し
か
し
な
が

ら
受
け
入
れ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。「
十
分
で
あ
る
」、
彼
は
述
べ
た
。「
余

に
と
っ
て
は
、
並
み
居
る
有
力
者
た
ち
に
先
ん
じ
て
、
神
の
恩
寵
と
汝
ら
の
恩

愛
の
お
陰
で
、
国
王
と
呼
ば
れ
、
指
名
さ
れ
た
こ
と
だ
け
で
。
塗
油
と
王
冠

は
、
余
よ
り
も
相
応
し
い
者
の
手
に
帰
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
余
が
か
か
る

名
誉
に
値
す
る
者
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
」。
か
く
し
て
、
こ
の
言
葉
は
、
全

て
の
会
衆
の
意
に
叶
う
も
の
と
な
り
、
人
々
は
、
天
に
向
か
っ
て
右
手
を
挙

げ
、
祝
福
を
祈
願
し
つ
つ
新
国
王
の
名
を
繰
り
返
し
大
き
な
歓
呼
を
も
っ
て
叫

ん
だ
の
で
あ
る
」（
二
六
章
）。

二　

九
一
八
年
一
二
月
二
三
日
の
国
王
コ
ン
ラ
ー
ト
一
世
（
在
位
九
一
一
│

一
八
年
）
の
死
か
ら
、
翌
一
九
年
五
月
中
旬
の
新
国
王
ハ
イ
ン
リ
ヒ
一
世
の
選
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う
舞
台
設
定
は
、
九
六
一
年
の
ア
ー
ヘ
ン
で
の
オ
ッ
ト
ー
二
世
の
共
同
国
王
戴

冠
式
、
さ
ら
に
は
九
三
六
年
の
オ
ッ
ト
ー
一
世
の
国
王
戴
冠
式
の
後
の
祝
宴
に

お
け
る
四
大
公
の
宮
内
職
奉
仕
の
場
面
が
、
過
去
へ
遡
っ
て
投
影
さ
れ
、
か
つ

主
観
的
に
〝
想
起
〞
さ
れ
た
変
容
し
た
姿
に
他
な
ら
な
い
。
ヘ
リ
ガ
ー
に
よ
る

塗
油
の
提
供
は
、『
ザ
ク
セ
ン
人
の
事
績
』
の
執
筆
時
に
お
け
る
マ
イ
ン
ツ
大

司
教
（
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
）
の
国
王
戴
冠
権
主
張
を
反
映
し
た
所
産
で
あ
る

│
。

四　

口
承
世
界
の
歴
史
像
の
〝
脱
構
築
化
〞
を
目
指
す
フ
リ
ー
ト
の
ラ
デ
ィ

カ
ル
に
し
て
挑
発
的
な
テ
ー
ゼ
の
提
起
以
降
、「
ヴ
ィ
ド
ゥ
キ
ン
ト
問
題
」
を

め
ぐ
る
研
究
史
は
新
た
な
段
階
へ
と
入
っ
た
と
言
え
よ
う
。
各
々
の
著
者
の
執

筆
意
図
や
歴
史
叙
述
の
実
践
的
目
的
性
、
想
起
さ
れ
た
過
去
の
〝
記
憶
〞
を
規

定
す
る
諸
条
件
に
対
す
る
考
察
の
欠
落
、
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
一
〇
世
紀
前

半
は
口
承
世
界
で
あ
っ
た
の
か
等
々
、「
オ
ッ
ト
ー
朝
宮
廷
伝
説
」
説
に
対
す

る
批
判
は
尽
き
な
い
。
も
っ
と
も
、「
解
説
」
は
、
本
格
的
議
論
を
展
開
す
る

場
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
論
点
を
提
示
す
る
場
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

さ
し
あ
た
り
（
伝
統
的
実
証
主
義
の
立
場
か
ら
の
）
岡
地
稔
氏
の
批
判
、
及
び

拙
著
の
参
照
を
請
い
た
い（
106
）。
い
ず
れ
に
与
す
る
に
せ
よ
、
こ
の
三
点
の
史

料
叙
述
の
解
釈
の
た
め
に
は
、
旧
来
に
も
ま
し
て
方
法
論
的
省
察
が
要
請
さ
れ

て
い
る
点
で
は
、
今
や
共
通
理
解
が
確
立
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

︻
ド
イ
ツ
語
系
の
フ
ラ
ン
ク
人
と
ロ
ー
マ
風
の
フ
ラ
ン
キ
ア
︼

一　

リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
語
彙
に
は
、「
ド
イ
ツ
語lingua Teutonica

」、

「
ド
イ
ツ
人Teutones

」
と
い
う
術
語
が
数
例
含
ま
れ
て
い
る（
107
）。
こ
れ
は
、

ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
や
ヴ
ィ
ド
ゥ
キ
ン
ト
の
作
品
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
ラ
テ
ン

語
な
い
し
ロ
マ
ン
ス
語
と
対
比
さ
れ
る
ゲ
ル
マ
ン
語
系
の
俗
語
を
、「
フ
ォ
ル

ク
の
言
葉
」
と
い
う
普
通
辞
的
語
義
の
下
に
指
称
す
る
ラ
テ
ン
語
形
容
詞

が
伝
え
て
い
る
。
他
方
、『
報
復
の
書
』
と
『
続
編
』
と
の
間
に
も
齟
齬
は
あ

る
。
前
者
が
、
コ
ン
ラ
ー
ト
の
死
の
床
に
王
国
の
最
有
力
諸
侯
た
ち
を
呼
び
寄

せ
、
荘
厳
な
「
王
国
会
議
」
を
招
集
さ
せ
た
の
に
対
し
、
後
者
は
、「
エ
ー
ベ

ル
ハ
ル
ト
一
人
で
は
、
キ
ン
グ
メ
ー
カ
ー
と
し
て
は
ま
だ
不
十
分
」
と
考
え
た

の
か
、「
死
の
床
で
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ク
人
の
部
族
会
議
を
開
催
さ
せ
た
」（
103
）
の

で
あ
る
。

三　

こ
の
場
合
、
各
史
料
証
言
間
の
共
通
点
を
抽
出
す
る
こ
と
で
伝
承
の
核

心
部
分
に
秘
め
ら
れ
た
歴
史
的
〝
事
実
〞
を
掘
り
起
こ
す
の
が
通
例
の
方
法
論

で
あ
る
。
し
か
し
、
三
点
の
史
料
証
言
を
整
合
的
に
組
み
合
わ
せ
て
統
一
的
な

歴
史
像
を
再
構
成
す
る
の
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
一
九
四
三
年
に
リ

ン
ツ
ェ
ル
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
た（
104
）。
加
え
て
、
口
承
世
界
に
お
け
る

「
記
憶
の
変
容
」
と
「
想
起
さ
れ
た
過
去
」
の
錯
綜
し
た
連
鎖
関
係
を
鋭
く
説

く
フ
リ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
事
件
か
ら
約
半
世
紀
の
歳
月
を
経
て
成
立
し
た
こ
れ

ら
の
史
料
は
、「
も
は
や
事
件
の
正
確
な
報
告
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
文
字
を
も
っ
て
書
き
留
め
ら
れ
る
以
前
の
時
点
に
お
い

て
既
に
、
オ
ッ
ト
ー
朝
宮
廷
や
そ
の
他
の
場
所
を
起
点
と
す
る
口
頭
伝
承
の
針

穴
へ
と
長
き
に
亘
り
圧
し
込
め
ら
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
」（
105
）
か
ら
で
あ

る
。
叙
述
の
核
心
に
潜
む
〝
事
実
〞
と
し
て
確
実
視
し
得
る
の
は
僅
か
で
あ

る
。
コ
ン
ラ
ー
ト
死
後
の
権
力
の
真
空
状
態
の
中
、
か
つ
て
互
い
に
競
合
し
て

い
た
二
人
の
有
力
者
、
つ
ま
り
前
王
の
弟
と
し
て
王
位
に
最
も
近
い
立
場
に
あ

る
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
と
、
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
の
リ
ウ
ド
ル
フ
ィ
ン
グ
家
の
ハ
イ
ン
リ

ヒ
が
、
長
期
に
及
ぶ
異
例
の
交
渉
の
末
、
後
者
の
王
位
継
承
に
つ
い
て
合
意
に

至
っ
た
。
以
上
に
尽
き
る
。
フ
リ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、『
続
編
』（
九
二
〇
年
の

項
）
が
伝
え
る
諸
民
族
に
よ
る
国
王
選
出
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。『
報
復
の
書
』
が
描
き
出
す
最
有
力
諸
侯
に
よ
る
「
王
国
会
議
」
と
い
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ら
、「
北
」
の
フ
ラ
ン
ク
人
を
言
語
的
に
二
分
す
る
視
点
で
あ
る
。『
報
復
の

書
』
の
語
法
に
お
い
て
、「
フ
ラ
ン
ク
人Franci

」
は
、
西
フ
ラ
ン
ク
王
国
の

ロ
マ
ン
ス
語
系
フ
ラ
ン
ク
人
と
、
東
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
ド
イ
ツ
語
系
フ
ラ
ン
ク

人
に
大
別
さ
れ
る
。
前
者
に
言
及
す
る
際
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
は
単
に

Franci

と
の
み
記
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
よ
り
限
定
的
にFranci Teutonici

を
用
い
る
。「
同
じ
頃
、
強
大
な
国
王
ア
ル
ヌ
ル
フ
が
〝
禿
頭
〞
と
呼
ば
れ
た

シ
ャ
ル
ル
の
死
後
、
バ
イ
エ
ル
ン
人
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
、
ド
イ
ツ
語
系
の

フ
ラ
ン
ク
人
、
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
人
、
そ
し
て
勇
猛
な
ザ
ク
セ
ン
人
を
支
配
し

て
い
た
」（
第
一
巻
五
章
）。
こ
こ
で
の
「
ド
イ
ツ
語
系
の
フ
ラ
ン
ク
人
」
は
、

東
フ
ラ
ン
ク
王
国
を
構
成
す
る
他
の
諸
民
族
と
同
列
に
扱
わ
れ
て
お
り
、「
フ

ラ
ン
ケ
ン
地
方
の
フ
ラ
ン
ク
人
」（
＝
フ
ラ
ン
ケ
ン
人
）
を
指
す
。

他
方
、
地
理
的
術
語
で
は
、
ロ
マ
ン
ス
語
系
の
西
フ
ラ
ン
ク
王
国
を
指
し

て
、「
ロ
ー
マ
風
の
〔
言
語
が
話
さ
れ
る
〕
フ
ラ
ン
キ
アFrancia R

om
na

」

と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
（
第
一
巻
一
四
、一
六
章
）、
フ
ラ
ン
ケ

ン
地
方
は
単
に
「
フ
ラ
ン
キ
アFrancia

」
と
指
称
さ
れ
る
。
民
族
名
に
対
応

す
る
地
理
的
術
語
「
ド
イ
ツ
語
系
の
フ
ラ
ン
キ
アFrancia Teutonica

」
は
、

リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
語
彙
中
に
は
ま
だ
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
を
初
め
て
使
用

し
た
の
は
、
同
じ
パ
ヴ
ィ
ー
ア
の
宮
廷
学
校
で
学
ん
だ
ノ
ヴ
ァ
ラ
の
ス
テ
フ
ァ

ノ
（
二
頁
）
で
あ
る（
108
）。

teutonicus

と
い
う
語
を
知
ら
な
か
っ
た
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
の
語
法
で
は
、

「
西
」
と
の
対
比
に
重
き
を
置
き
つ
つ
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
地
方
の
フ
ラ
ン
ク
人
は

「
東
方
の
フ
ラ
ン
ク
人Franci orientales

」（
九
三
二
年
の
項
）
と
呼
ば
れ

る
。
な
お
、
同
じ
語
法
は
、『
報
復
の
書
』
で
も
確
認
さ
れ
る
（
第
二
巻
三
、

二
一
章
）。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
地
方
は
、「
東
方
の
フ
ラ
ン
キ
アFrancia 

orientalis

」（
九
二
四
年
の
項
）
と
表
記
さ
れ
る
。
こ
れ
に
照
応
す
る
「
西
方

theodiscus / teutonicus

（
各
々
七
八
六
年
、

八
七
六
年
史
料
初
出
）
の

語
法
（lingua theodisca 

/ teutonica

）
は
、
そ
の

数
は
稀
で
は
あ
る
も
の

の
、
そ
れ
ま
で
も
西
フ
ラ

ン
ク
王
国
を
中
心
に
用
い

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

言
語
と
の
密
接
な
連
関
を

保
持
し
つ
つ
も
、
固
有
辞

の
「
ド
イ
ツ
」
の
語
義
で

使
用
し
た
の
は
、
確
認
さ

れ
る
限
り
こ
の
イ
タ
リ
ア

人
が
最
初
で
あ
る
。
な

お
、
現
代
ド
イ
ツ
語
の

deutsch

の
古
高
ド
イ
ツ

語
形diutisk

が
初
出
す

る
の
は
、
半
世
紀
後
の

一
〇
〇
〇
年
の
頃
で
あ
る
。

リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
語

法
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、

ア
ル
プ
ス
を
挟
ん
で

「
南
」
の
イ
タ
リ
ア
人
と

い
う
「
他
者
」
の
立
場
か
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発
言
す
る
際
、
そ
れ
は
狭
義
の
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
地
方
の
フ
ラ
ン
ク
人
」
を
指
し

て
い
る
（
一
一
、五
四
節
）。

フ
ラ
ン
ク
人
を
言
語
的
に
二
分
す
る
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
語
法
は
、
一
歩
踏

み
出
す
な
ら
ば
、
民
族
的

0

0

0

視
点
か
ら
東
西
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
各
々
の
住
民
を
総

称
表
記
す
る
方
向
へ
と
比
較
的
容
易
に
発
展
可
能
で
あ
っ
た
。Franci

＝
ロ

マ
ン
ス
語
系
フ
ラ
ン
ク
人
は
、
そ
の
ま
ま
「（
西
）
フ
ラ
ン
ク
＝
フ
ラ
ン
ス

人
」
へ
。Franci Teutonici

＝
ド
イ
ツ
語
系
フ
ラ
ン
ク
人
、
つ
ま
り
フ
ラ
ン

ケ
ン
地
方
の
フ
ラ
ン
ク
人
は
、
同
じ
ド
イ
ツ
語
系
の
非
フ
ラ
ン
ク
諸
民
族
（
ザ

ク
セ
ン
人
、
バ
イ
エ
ル
ン
人
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
）
を
も
包
摂
す
る
こ
と
で

そ
の
フ
ラ
ン
ク
的
性
格
を
減
じ
、
一
個
の
「
ド
イ
ツ
人T

eutonici

」
へ
と

│
。

三　

も
っ
と
も
、teutonicus

と
い
う
語
を
知
ら
な
か
っ
た
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル

ト
、
ヴ
ィ
ド
ゥ
キ
ン
ト
の
み
な
ら
ず
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
場
合
も
、
ア
ル
プ

ス
以
北
の
王
国
と
そ
の
支
配
者
は
ま
だ
「
ド
イ
ツ
人
の
王
国
・
国
王regnum

 

/ rex Teutonicorum

」
と
い
う
政
治
的
術
語
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
べ
き
存
在

と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。〝
ド
イ
ツ
〞
は
、
い
ま
だ
言
語
＝
民
族
名
の

次
元
に
お
け
る
極
め
て
稀
な
語
彙
に
留
ま
っ
て
お
り
、
な
お
政
治
的
地
平
に
は

到
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ル
プ
ス
以
北
の
王
国
は
、
フ
ラ
ン
ク

人
、
ザ
ク
セ
ン
人
を
初
め
と
す
る
諸
民
族
が
互
い
に
競
合
し
つ
つ
共
生
す
る
、

固
有
の
名
を
欠
く
王
国
で
あ
っ
た

│
「
彼
〔
ハ
イ
ン
リ
ヒ
一
世
〕
は
前
述
の

如
く
、
バ
イ
エ
ル
ン
人
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
、
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
人
、
フ
ラ

ン
ク
人
、
ザ
ク
セ
ン
人
を
支
配
し
て
い
た
」（『
報
復
の
書
』
第
三
巻
二
一

章
）（110
）。

同
じ
諸
民
族
名
の
列
記
語
法
で
あ
る
が
、『
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
使

節
記
』
の
有
名
な
一
節
か
ら
は
、
多
元
的
に
共
生
す
る
帝
国
内
の
諸
民
族
内
部

に
お
い
て
も
ま
た
鋭
い
感
情
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。「
汝
ら
は
、
ロ
ー

の
フ
ラ
ン
キ
アFrancia occidentalis

」（
＝
西
フ
ラ
ン
ク
王
国
）
と
い
う
地

理
的
術
語
は
見
え
な
い
が
、「
上
部
フ
ラ
ン
キ
アFrancia superior

」（
九
二
一

年
の
項
）、
あ
る
い
は
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
と
同
じ
く
言
語
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含

意
す
る
「
ロ
ー
マ
風
の
〔
言
語
が
話
さ
れ
る
〕
ガ
リ
アG

allia R
om

ana

」

（
九
三
九
年
の
項
）
が
そ
れ
に
対
応
す
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
多
義
的
な
「
フ
ラ
ン
ク
人
／
フ
ラ
ン
キ
ア
」
と
い
う

術
語
を
、「
東
」
と
「
西
」
と
い
う
地
理
的
関
係
と
は
異
な
る
別
の
観
点
か
ら

よ
り
正
確
に
特
徴
付
け
る
た
め
の
語
彙
、
そ
れ
が
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
に
と
っ
て

のTeutonicus

で
あ
り
、
そ
の
際
の
規
定
的
要
素
は
フ
ラ
ン
ク
人
内
部
の
言

語
の
相
違
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

二　
『
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
使
節
記
』
で
は
、
両
言
語
の
対
置
関
係

が
よ
り
明
確
に
提
示
さ
れ
、
な
お
か
つ
指
示
対
象
も
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
ビ
ザ

ン
ツ
皇
帝
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
二
世
（
在
位
九
六
三
│
六
九
年
）
は
、
会
見
の
際
に

「
フ
ラ
ン
ク
人

│
彼
は
そ
の
名
前
の
下
に
、
ラ
テ
ン
人Latini

と
ド
イ
ツ
人

Teutones

の
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
の
で
す

│
の
こ
と
を
か
ら
か
い
ま
し

た
」（
三
三
節
）。「
ラ
テ
ン
人
」
は
ロ
マ
ン
ス
語
系
フ
ラ
ン
ク
人
（
＝Franci 

Latini

）
を
、「
ド
イ
ツ
人
」
は
ド
イ
ツ
語
系
フ
ラ
ン
ク
人
（
＝Franci 

Teutonici

）
を
指
示
し
て
い
る
。
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
の
視
点
か
ら
理
解
さ
れ
た

「
フ
ラ
ン
ク
人
」
と
は
、「
東
」
の
ロ
ー
マ
帝
国
と
対
置
さ
れ
た
西
方
の
（
か
つ

て
の
）
大
フ
ラ
ン
ク
帝
国
の
住
民
の
総
称
で
あ
る（
109
）。
次
の
同
種
の
挑
発
的

言
辞
で
は
、
も
は
や
「
フ
ラ
ン
ク
人
」
へ
の
言
及
な
し
に
二
つ
の
民
族

（gens

）
が
直
接
対
置
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
は
、「
陛
下
〔
＝
オ
ッ
ト

ー
一
世
〕
と
ラ
テ
ン
人gens Latina

及
び
ド
イ
ツ
人gens Teutonica

に
向

け
て
、
全
く
侮
辱
に
満
ち
た
言
葉
を
放
つ
よ
う
命
じ
た
の
で
し
た
」（
三
七

節
）。
な
お
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
自
身
が
会
見
で
「
フ
ラ
ン
ク
人
」
に
つ
い
て
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た
。
も
っ
と
も
、
同
時
期
の
イ
タ
リ
ア
王
国
の
周
縁
部
で
は
、
既
に
「
ド
イ
ツ

人
の
王
国
・
国
王
」
と
い
う
政
治
的
術
語
が
、
散
発
的
な
が
ら
も
出
現
始
め
て

い
た
。
そ
れ
が
ア
ル
プ
ス
以
北
で
広
範
に
受
容
さ
れ
る
に
至
る
に
は
、
リ
ウ
ト

プ
ラ
ン
ド
や
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
の
一
世
紀
後
の
時
代
、
す
な
わ
ち
皇
帝
オ
ッ
ト

ー
一
世
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
覇
権
的
な
王
国
＝
帝
国
支
配
を
根
幹
か
ら
揺
さ

振
る
、
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
（
在
位
一
〇
七
三
│
八
五
年
）
に
よ
る
叙
任

権
闘
争
の
開
始
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
１
）
本
稿
は
、
二
〇
二
三
年
度
に
刊
行
予
定
の
ク
レ
モ
ナ
の
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン

ド
『
報
復
の
書
』
／
ヴ
ァ
イ
セ
ン
ブ
ル
ク
の
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
『
レ
ー

ギ
ノ
年
代
記
続
編
』
の
「
訳
者
解
説
」
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
『
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
使
節
記
』
四
七
節

（
邦
訳
八
五
頁
）：「
他
の
こ
と
で
は
し
ば
し
ば
お
喋
り
好
き
で
饒
舌
と
見

ら
れ
る
私
で
す
が
…
…
」。

（
３
）
以
下
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
にB

ecker, 

E
inleitung, in: D

ie W
erke L

iudprands von C
rem

ona, S.V
II-

X
X

X
V

II, hier S.V
II-X

II

に
拠
る
。
ク
レ
モ
ナ
司
教
と
し
て
の
活
動
に

つ
い
て
は
、Pauler, D

as R
egnum

 Italiae in ottonischer Zeit, S.148-
150

を
参
照
。

│
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
は
、
九
二
四
年
の
パ
ヴ
ィ
ー
ア
大
火

（
第
三
巻
三
章
）
と
九
三
一
年
の
ロ
タ
ー
リ
オ
の
国
王
選
出
の
記
事
（
第

四
巻
二
章
）
に
着
目
し
、
生
年
を
九
二
一
年
末
／
二
二
年
初
頭
に
ま
で

限
定
す
る
が
（Sutherland, Liudprand of C

rem
ona, pp.3-4

）、
論
拠

は
薄
弱
で
あ
る
。

（
４
）
パ
ヴ
ィ
ー
ア
は
、
第
三
巻
三
章
で
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
「
故
郷

マ
人
で
は
な
く
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
人
だ
！
」。
ロ
ー
マ
人
以
外
の
〝
蛮
族
〞
に

「
ロ
ー
マ
帝
国
」
を
担
う
資
格
は
な
い
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
ニ

ケ
フ
ォ
ロ
ス
の
中
傷
の
言
葉
に
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
人
生
ま
れ
の
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン

ド
も
思
わ
ず
激
昂
す
る
。
皇
帝
の
制
止
を
無
視
し
て
、
彼
は
ロ
ー
マ
人
批
判
を

延
々
と
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
不
義
の
子
に
し
て
兄
弟
殺
し
の
ロ
ム
ル
ス
は
、

負
債
者
、
逃
亡
奴
隷
、
殺
人
者
、
死
刑
に
値
す
る
罪
人
の
輩
を
集
め
て
、「
ロ

ー
マ
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
起
源
を
創
っ
た
。「
あ
な
た
た
ち
が
世
界
の
支

配
者kosm

ocratores

と
呼
ぶ
皇
帝
た
ち
は
、
こ
う
し
た
者
た
ち
を
祖
先
と
す

る
の
だ
。
し
か
し
、
我
々
は
、
す
な
わ
ち
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
人
、
ザ
ク
セ
ン
人
、

フ
ラ
ン
ク
人
、
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
人
、
バ
イ
エ
ル
ン
人
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン

人
、
ブ
ル
グ
ン
ト
人
は
、
彼
ら
を
大
変
軽
蔑
し
て
お
り
、
我
々
は
怒
り
に
駆
ら

れ
て
敵
を
侮
辱
す
る
時
、
他
で
も
な
い
「
こ
の
ロ
ー
マ
人
め
！ 

」
と
や
り
こ

め
る
程
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
言
葉
、「
ロ
ー
マ
人
」
と
い
う
名

前
一
つ
に
よ
っ
て
我
々
が
理
解
す
る
の
は
、
全
て
の
卑
賤
、
全
て
の
臆
病
、
全

て
の
貪
欲
、
全
て
の
放
蕩
、
全
て
の
虚
偽
、
つ
ま
り
全
て
の
悪
徳
な
の
だ
か

ら
」（
一
二
節
）。
こ
こ
で
は
総
称
と
し
て
の
「
ド
イ
ツ
人
」
の
み
な
ら
ず
、

「
イ
タ
リ
ア
人
」
へ
の
言
及
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い（
111
）。

四　

半
世
紀
後
に
生
き
た
テ
ィ
ー
ト
マ
ル
（
九
七
五
／
七
六
年
│
一
〇
一
八

年
）
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
ア
ル
プ
ス
以
北
の
王
国
を
枠
組
み
と
す
る
超
民
族

的
な
共
属
意
識
は
な
お
未
生
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
司
教

は
、『
年
代
記
』（
一
〇
一
二
〜
一
八
年
成
立
）
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
国
王
ア
ル

ド
ゥ
イ
ー
ノ
（
在
位
一
〇
〇
二
│
一
五
年
）
と
の
戦
闘
場
面
を
叙
述
す
る
際

に
、「
ド
イ
ツ
人Teutonici

」
と
い
う
超
民
族
的
集
団
の
固
有
名
辞
を
三
例
用

い
て
い
る
（
第
五
巻
二
五
、二
六
章
）。
し
か
し
、
こ
れ
は
当
時
イ
タ
リ
ア
で
普

及
し
始
め
て
い
た
他
称
の
民
族
名
用
法
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
た
結
果
で
あ
っ
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A
ußenseiter und „Insider“, S.132.

（
13
）Huschner, T

ransalpine K
om

m
unikation, Teil 2, S.510-623. 

参
照
、

拙
著
『
ド
イ
ツ
史
の
始
ま
り
』、
一
八
四
│
一
八
六
頁
。

（
14
）„Liudolf A

, B
, C

…
…“

等
の
名
称
は
、
モ
ヌ
メ
ン
タ
版
の
国
王
・
皇
帝

証
書
の
編
者
ジ
ッ
ケ
ル
に
よ
り
初
め
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
書
記
長

（K
anzler

）

│
こ
の
場
合
リ
ウ
ド
ル
フ

│
の
名
前
と
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
順
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
を
組
み
合
わ
せ
て
、
証
書
を
起
草
・
作
成
し
た

（
多
く
の
場
合
匿
名
の
）
書
記
（N

otar

）
を
表
示
す
る
学
術
的
表
記
で

あ
る
。

（
15
）H

artm
u

t H
offm

an
n

, N
otare, K

an
zler u

n
d

 B
isch

öfe am
 

ottonischen H
of, in: D

A
 61 （2005

）, S.435-480, hier S.468-471. 

参

照
、B

rakhm
an, A

ußenseiter und „Insider“, S.41f. 

フ
シ
ュ
ナ
ー
が

リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
筆
跡
の
根
拠
の
一
つ
と
し
た
『
報
復
の
書
』
の

「
自
筆
稿
」
に
つ
い
て
は
、
激
し
い
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
参
照
、

後
述
六
│
七
頁
。

（
16
）
参
照
、B

Zi 2464. 

ク
レ
モ
ナ
司
教
と
し
て
初
め
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、

九
六
二
年
一
月
一
四
日
に
ク
レ
モ
ナ
で
発
給
さ
れ
た
私
証
書
に
お
い
て

で
あ
る
。
参
照
、B

Zi 2486.

（
17
）
九
六
三
年
五
〜
六
月
初
頭
。
参
照
、B

Z
2 316, 317.

（
18
）
九
六
三
年
一
一
月
六
日
、
場
所
は
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
教
会
。「
ロ
ー
マ
人

は
、〔
皇
帝
の
〕
本
来
の
言
語
、
す
な
わ
ち
ザ
ク
セ
ン
語
（loquela 

Saxonica

）
を
理
解
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
皇
帝
は
ク
レ
モ
ナ
司
教
リ

ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
に
対
し
、
以
下
の
演
説
を
ラ
テ
ン
語
で
全
て
の
ロ
ー
マ

人
に
向
け
伝
え
る
よ
う
命
じ
た
」（
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
『
オ
ッ
ト
ー
史
』

一
一
章
）。
参
照
、B

Z
2 321, 322.

（patria

）」
と
、
守
護
聖
人
の
シ
ル
ス
は
、
第
三
巻
六
章
で
「
我
々
の

0

0

0

至

聖
な
る
守
護
者
（beatissim

us patronus noster

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
５
）
ア
ル
ナ
ル
デ
ィ
は
前
者
、
こ
れ
を
批
判
す
る
ラ
イ
ザ
ー
は
後
者
。

A
rnaldi, Liutprando e la storiografia contem

poranea nell ’ Italia 

m
eridionale, pp.517-518. Leyser, E

nds and M
eans in Liudprand 

of C
rem

ona, pp.126-127.

（
６
）
参
照
、H

uschner, T
ransalpine K

om
m

unikation im
 M

ittelalter, 

Teil 2, S.450-465.

（
７
）
参
照
、B

ecker, E
inleitung, S.V

III.

（
８
）
参
照
、H

uschner, T
ransalpine K

om
m

unikation im
 M

ittelalter, 

Teil 2, S.550f., S.617 A
nm

.1031.

（
９
）
例
え
ば
、
シ
ュ
タ
ウ
バ
ッ
ハ
は
、
九
五
一
年
秋
の
オ
ッ
ト
ー
の
パ
ヴ
ィ

ー
ア
到
来
に
際
し
て
鞍
替
え
し
、
翌
年
春
に
帰
還
す
る
国
王
と
共
に
ア

ル
プ
ス
を
越
え
た
と
考
え
る
の
に
対
し
、
フ
シ
ュ
ナ
ー
は
、
ア
ウ
ク
ス

ブ
ル
ク
で
の
オ
ッ
ト
ー
及
び
高
位
聖
職
者
た
ち
と
の
出
会
い
が
リ
ウ
ト

プ
ラ
ン
ド
に
亡
命
を
決
意
さ
せ
た
と
す
る
。Staubach, G

raecae 

G
loriae, S.365. H

uschner, T
ransalpine K

om
m

unikation im
 

M
ittelalter, Teil 2, S.550f.

（
10
）
参
照
、Staubach, H

istoria oder Satira ?, S.484.

（
11
）
参
照
、H

uschner, T
ransalpine K

om
m

unikation im
 M

ittelalter, 

Teil 2, S.586.

（
12
）B

ischoff, E
ine O

sterpredigt, S.20-23. 

ラ
イ
ザ
ー
は
、
司
教
登
位
を

目
前
に
控
え
、
ク
レ
モ
ナ
の
聖
職
者
向
け
に
お
こ
な
っ
た
と
推
定
す
る

が（Leyser, E
nds and M

eans in Liudprand of C
rem

ona, p.119

）、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
批
判
を
参
照
。B

rakhm
an, 
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（
24
）
四
月
二
〇
日
の
教
会
会
議
で
は
、
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
大
司
教
座
の
設
置
が

正
式
に
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
時
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
で
発
給
さ
れ
た
二
通
の
証

書
に
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
名
が
見
え
る
。
参
照
、C

oncilia, V
I, 29, 

S.272, S.277.

（
25
）
戴
冠
式
の
直
後
に
開
催
さ
れ
た
教
会
会
議
で
発
給
さ
れ
た
二
通
の
証
書

の
署
名
欄
に
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
名
が
見
え
る
。C

oncilia, V
I, 30, 

S.289, S.292.

（
26
）
参
照
、B

Z
2 458, 459.

（
27
）
参
照
、B

O
 515.

（
28
）B

ecker, E
inleitung, S.X

II

の

他
、Schw

artz, D
ie B

esetzung der 

B
istüm

er R
eichsitaliens, S.110f. 

を
参
照
。

（
29
）T

ram
slatio sancti H

ym
erii, in: B

ecker, E
inleitung, S.X

-X
I A

nm
.6. 

参
照
、B

O
 533a. 

そ
の
信
憑
性
に
関
し
て
、
近
年
の
研
究
者
は
概
ね
肯

定
的
で
あ
る
。W

erner O
hnsorge, D

ie H
eirat K

aiser O
ttos II. m

it 

der B
yzantinerin T

heophano 

（972

）, in: B
raunschw

eigisches 

Jahrbuch 54 

（1973

）, S.24-60, hier S.39 m
it A

nm
.69, 

（N
D

. in: 

ders., O
st-R

om
 u

nd der W
esten

. G
esam

m
elte A

u
fsätze zu

r 

G
eschichte der byzantinisch-abendländischen B

eziehungen und 

des K
aisertum

s, D
arm

stadt 1983, S.128-172

）. Suth
erland, 

Liudprand of C
rem

ona, pp.98-100. Leyser, E
nds and M

eans in 

Liudprand of C
rem

ona, p.126.
（
30
）
近
年
、
モ
ヌ
メ
ン
タ
か
ら
待
望
の
新
刊
本
が
刊
行
さ
れ
、
詳
細
に
論
じ

ら
れ
て
い
る
。Peter C

hristian Jacobsen, E
inleitung, in: D

ie G
eschi-

chte vom
 Leben des Johannes, S.1-119. 

レ
セ
ム
ン
ド
の
使
節
行
に
つ

い
て
は
、
一
二
八
〜
一
三
〇
章
を
参
照
。
邦
語
で
は
さ
し
あ
た
り
、
矢

（
19
）
叙
述
は
、
九
六
四
年
夏
ま
で
達
し
た
と
こ
ろ
で
中
断
さ
れ
た
。
皇
帝
が

擁
立
し
た
新
教
皇
レ
オ
八
世
（
在
位
九
六
三
│
六
五
年
）
は
、
九
六
五

年
三
月
初
頭
に
死
去
し
た
が
、『
オ
ッ
ト
ー
史
』
六
章
で
は
な
お
存
命
と

さ
れ
て
い
る
。

（
20
）D

orna, H
istoria O

ttonis.

（
21
）Lintzel, Studien über Liudprand von C

rem
ona, S.20-34. 

同
時
代
の

各
種
叙
述
史
料
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
の
教
皇
と
し
て
適
格
性
に
つ
い
て
リ
ウ

ト
プ
ラ
ン
ド
を
筆
頭
に
い
ず
れ
も
批
判
的
で
あ
る
が
、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル

ト
は
例
外
的
に
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。G

iovanni Isabella, 

E
ine problem

atische K
aiserkrönung. D

ie D
arstellung des 

V
erh

ältnisses zw
isch

en O
tto I. und Joh

annes X
II. in den 

B
erich

ten über die K
aiserkrönung in zeitgenössisch

en 

italienischen und deutschen Q
uellen, in: D

er „Zug über B
erge“ 

w
ährend des M

ittelalters. N
eue Perspektiven der E

rforschung 

m
ittelalterlicher R

om
züge, hg. v. C

hristian Jörg - C
hristoph 

D
artm

ann, 

（T
rierer B

eiträge zu den historischen K
ultur-

w
issenschaften, 15

）, W
iesbaden 2014, S.71-92.

（
22
）
参
照
、E

rnst-D
ieter H

eh
l, D

er w
oh

lberatene P
apst. D

ie 

röm
ische Synode Johannes ’ X

II. vom
 Februar 964, in: E

x ipsis 

rerum
 docum

entis. B
eiträge zur M

ediävistik. F
estschrift für 

H
arald Zim

m
erm

ann zum
 65. G

eburtstag, hg. v. K
laus H

erbers - 

H
an

s-H
en

n
in

g
 K

ortü
m

 - C
arlo S

ervatiu
s, S

ig
m

arin
g

en 

1991,S.257-276.

（
23
）B

rakhm
an, A

ußenseiter und „Insider“, S.138. 

ブ
ラ
フ
マ
ン
は
、
こ

の
観
点
か
ら
九
六
四
年
前
半
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
成
立
を
推
定
す
る
。
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die griech
isch

e Sprach
e, S.62-68. B

ersch
in, G

riechisch-

lateinisches M
ittelalter, S.219f. D

ers., D
as G

riechische in den 

W
erken Liudprands von C

rem
ona, S.235-238

を
参
照
。

（
35
）K

öhler, B
eiträge zur Textkritik Liudprands von C

rem
ona. 

ベ
ッ

カ
ー
は
、
刊
本
の
予
備
的
研
究
と
し
て
、B

ecker, Textgeschichte 

Liudprands von C
rem

ona, ders., Zur handschriftlichen Ü
ber-

lieferung

に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

（
36
）H

uschner, T
ransalpine K

om
m

unikation im
 M

ittelalter, Teil 2, 
S.568-584. 

こ
の
他
の
支
持
者
と
し
て
、G

rabow
ski, A

uthor ’s 

A
nnotations. Liudprand of C

rem
ona and his U

se of G
reek in the 

C
lm

 6388

を
挙
げ
て
お
く
。

（
37
）H

offm
ann, A

utographa, S.49-57. 

フ
シ
ュ
ナ
ー
の
筆
跡
鑑
定
に
対
し

て
は
、
注
15
の
批
判
を
、
ギ
リ
シ
ア
語
問
題
に
つ
い
て
は
、Schreiner, 

Z
u

r g
riech

isch
en

 S
ch

rift, S
.313-315

及
びB

ersch
in

, D
as 

G
riechische in den W

erken Liudprands von C
rem

ona, S.238-243

に
よ
る
批
判
も
参
照
。
パ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
観
点
か
ら
は
、G

abriel 

Silagi, R
ezension zu : Liutprando di C

rem
ona e il codice di 

Frisinga, C
lm

 6388, in: D
A

 52 （1996

）, S.709

を
、
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
学

の
観
点
か
ら
は
、M

atthias M
. T

ischler, R
ezension zu : Liudprandi 

C
rem

onensis opera om
nia, in: B

yzantinische Zeitschrift 93 

（2000

）, S.191-195

の
各
書
評
を
参
照
。

（
38
）
キ
エ
ー
ザ
の
一
連
の
関
連
論
文
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
五
年
に
刊
行
さ

れ
た
ラ
テ
ン
語
・
イ
タ
リ
ア
語
対
訳
書
の
文
献
目
録
（p.LX

X
X

IV

）
を

参
照
。

（
39
）Liudprandi C

rem
onensis opera om

nia, p.C
I

の
キ
エ
ー
ザ
の
系
譜
図

内
義
顕
「
ゴ
ル
ツ
ェ
の
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
と
イ
ス
ラ
ー
ム
」、『
文
化
論
集
』、

二
九
、二
〇
〇
六
年
、
一
│
二
〇
頁
を
参
照
。

（
31
）K

arpf, H
errscherlegitim

ation und R
eichsbegriff, S.8. 

参
照
、
第
一

巻
一
五
章
、
第
二
巻
四
五
章
、
第
三
巻
二
六
章
、
第
五
巻
一
四
、二
二

章
。
な
お
、
カ
ル
プ
フ
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
の
命
日
を
一
一
月

九
日
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
はA

rt. K
onstantinos V

II., in: Lilie, 

R
alph-Johannes / Ludw

ig, C
laudia / Zielke, B

eate / Pratsch, 

T
hom

as et al., Prosopographie der m
ittelbyzantinischen Zeit, hg. 

v. der B
erlin-B

randenburgisch
en A

kadem
ie der W

issen-

schaften, Zw
eite A

bteilung: 867-1025, B
erlin-B

oston 2013, B
d.3, 

S.516-531, hier S.520

に
従
っ
た
。

（
32
）
ベ
ッ
カ
ー
の
モ
ヌ
メ
ン
タ
版
刊
本
（
一
九
一
五
年
）
の
公
刊
以
降
、
Ａ

稿
の
最
も
初
期
の
姿
を
留
め
る
「
メ
ッ
ツ
抜
粋
」
が
一
九
四
四
年
に
戦

災
で
失
わ
れ
た
。
一
九
四
九
年
に
バ
ー
ゼ
ル
大
学
に
伝
わ
る
断
片
（
Ｃ

稿
の
系
統
本
）
が
、
二
〇
〇
一
年
に
は
バ
イ
エ
ル
ン
の
ラ
ン
ズ
ホ
ー
フ

ェ
ン
に
由
来
す
る
ア
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ン
（
一
四
七
七
│
一
五
三
四
年
）
の

抜
粋
（
A3c
）
が
発
見
さ
れ
た
。
参
照
、M

eyer, E
in neues B

ruch-

stück. T
ischler, H

andschriftenfunde.

（
33
）
参
照
、
テ
ィ
ー
ト
マ
ル
『
年
代
記
』
第
二
巻
四
一
章
（
拙
訳
一
一
三
│

一
一
四
頁
）。

（
34
）
例
え
ば
、「
海
軍
司
令
官
」（
第
三
巻
二
六
章
）
に
つ
い
て
、

„
, delongáris tis ploôs, hoc est navalis exercitus 

princeps“

と
い
っ
た
書
式
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
フ
ラ
イ
ジ
ン

グ
本
」
の
ギ
リ
シ
ア
語
表
記
の
細
部
は
、
ベ
ッ
カ
ー
の
刊
本
で
は
正
確

に
再
現
さ
れ
て
は
い
な
い
。K

oder, Liutprand von C
rem

ona und 
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ム
、
そ
れ
に
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
司
教
ラ
テ
ー
ル
の
親
密
な
関
係
に
つ
い
て

は
、B

ischoff, Italienische H
andschriften, pp.183-184

の
他
、

H
uschner, T

ransalpine K
om

m
unikation im

 M
ittelalter, Teil 2, 

S.594-596, S.600-609

を
参
照
。

（
41
）B

ecker, E
inleitung, S.X

X
IV

-X
X

X
I.

（
42
）
以
下
、
主
と
し
てB

ecker, E
inleitung, S.X

X
X

II-X
X

X
V

に
拠
る
。

（
43
）T

ischler, H
andschriftenfunde, S.60-76.

（
44
）
参
照
、
注
30
。Peter C

hristian Jacobsen, D
ie V

ita des Johannes 

von G
orze und ihr literarisches U

m
feld. Studien zur G

orzer und 

M
etzer H

agiographie des 10. Jahrhunderts, in: L’abbaye de 
G

orze au X
e siècle, ed. M

ichel Parisse - O
tto G

erhard O
exle, 

N
ancy 1993, S.24-50, hier S.40f.

（
45
）B

ischof O
tto von Freising und R

ahew
in, D

ie T
aten F

riedrichs 

oder richtiger C
ronica, hg. v. Franz-Josef Schm

ale, übersetzt v. 

A
d

olf S
ch

m
id

t, 

（A
u

sg
ew

äh
lte Q

u
ellen

 zu
r d

eu
tsch

en 

G
eschichte des M

ittelalters, 17

）, D
arm

stadt 1965, III-40 

（37

）, 
S.476.

（
46
）
な
お
、
ベ
ッ
カ
ー
は
、
C1
稿
（B

ritish Library, H
arleianus 3713

）

は
、
ジ
ー
ゲ
ベ
ル
ト
が
ジ
ャ
ン
ブ
ル
ー
修
道
院
で
作
成
さ
せ
た
も
の
と

考
え
て
い
た
が
、
ホ
フ
マ
ン
に
よ
り
エ
ッ
セ
ン
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

H
artm

ut H
offm

ann, H
andschriftenfunde, 

（M
G

H
, Studien und 

Texte, 18

）, H
annover 1997, S.151 A

nm
.2.

（
47
）
キ
エ
ー
ザ
は
、
ベ
ッ
カ
ー
よ
り
多
く
の
利
用
文
献
を
挙
げ
て
い
る
が
、

逆
に
ベ
ッ
カ
ー
が
挙
げ
る
サ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
を
除
く
な
ど
、
微
妙
な
類

似
表
現
に
関
し
て
は
、
編
者
の
判
断
に
相
違
が
あ
る
。
な
お
、
利
用
回

を
参
照
。
な
お
、p.C

IV

に
は
ベ
ッ
カ
ー
に
よ
る
系
譜
図
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
が
、
各
々
の
タ
イ
ト
ル
が
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

に
注
意
。

（
40
）H

offm
ann, A

utographa, S.56. 

こ
の
所
見
は
、
既
に
ダ
ニ
エ
ル
と
ビ

シ
ョ
フ
の
パ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
分
析
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
た
。

N
atalia D

aniel, H
andschriften des zehnten Jahrhunderts aus der 

F
reisinger D

om
bibliothek. Studien über Schriftcharakter und 

H
erkunft der nachkarolingischen und ottonischen H

andschriften 

ein
er bayerischen

 B
ibliothek, 

（M
ünch

ener B
eiträge zur 

M
ediävistik und R

enaissance-Forschung, 11

）, M
ünchen 1973, 

S.105f. B
ernhard B

ischoff, Italienische H
andschriften des 

neunten bis elften Jah
rh

underts in früh
m

ittelalterlich
en 

B
ibliotheken außerhalb Italiens, in: Il Libro e il testo. A

tti del 

C
onvegno internazionale, U

rbino, 20-23 settem
bre 1982, a cura 

di C
esare Q

uesta - R
enato R

affaelli, U
rbino 1984, pp.169-194, 

hier p.183. 

ビ
ザ
ン
ツ
史
家
コ
ー
ダ
ー
（K

oder, Liutprand von 

C
rem

ona und die griechische Sprache, S.67

）も
同
意
見
。
な
お
、

「
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
本
」
所
収
の
『
オ
ッ
ト
ー
史
』（
四
折
判
第
一
葉
表
│

八
葉
表
）
の
手
稿
は
、
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
司
教
ア
ブ
ラ
ハ
ム
本
人
の
手
に

な
る
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。D

aniel, H
andschriften, S.130. 

ま

た
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
「
復
活
祭
の
説
教
講
話
」（
三
頁
）
の
手
稿
が
含

ま
れ
て
い
た
の
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
個
人
所
蔵
の
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
（C

lm
 

6426

）
の
中
で
あ
っ
た
。D

aniel, H
andschriften, S.114-139. 

ギ
リ
シ

ア
語
の
標
題
は
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
直
筆
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

B
ischoff, E

ine O
sterpredigt, S.23. 

リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
と
ア
ブ
ラ
ハ
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philosophie, S.5-24

を
参
照
。
ハ
ウ
ク
の
神
寵
王
権
論
的
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
の
書
と
い
う
解
釈
に
つ
い
て
は
、
後
述
二
二
頁
を
参
照
。

（
56
）B

uc, Italian H
ussies and G

erm
an M

atrons. G
rabow

ski, From
 

C
astration to M

isogyny.

（
57
）B

ecker, E
inleitung, S.X

V
II m

it A
nm

.1. 

参
照
、
上
原
專
祿
「
ク
レ
モ

ナ
司
教
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
『
報
復
の
書
』」、
八
八
頁
以
下
。

（
58
）O

ttenthal, D
as M

em
oirenhafte, S.357-361 （

引
用
文
はS.361

）.

（
59
）M

artin Lintzel, D
ie M

athildenviten und das W
ahrheitsproblem

 

in der Ü
berlieferung der O

ttonenzeit, in: A
rchiv für K

ultur-

geschichte 38 

（1956

）, S.152-166, hier S.160f., S.164f., 

（N
D

. in: 

ders., A
usgew

ählte Schriften, B
d.2, B

erlin （O

） 1961, S.407-418

）.

（
60
）K

arl Ferdinand W
erner, G

ott, H
errscher und H

istoriograph. 

D
er G

eschichtsschreiber als Interpret des W
irkens G

ottes in 

der W
elt und R

atgeber der K
önige （4. bis 12. Jahrhundert

）, in: 
D

eus qui m
utat tem

pora. M
enschen und Institutionen im

 W
andel 

des M
ittelalters. F

estschrift fü
r A

lfon
s B

ecker zu
 sein

em
 

fünfundsechzigsten G
eburtstag, h

g. v. E
rnst-D

ieter H
eh

l - 

H
ubertus Seibert - Franz Staab, Sigm

aringen 1987, S.1-32, （N
D

. 

in: ders., E
inheit der G

eschichte. Studien zur H
istoriographie, hg. 

v. W
erner Paravicini, （Francia, B

eiheft, 45

）, Sigm
aringen 1998, 

S.89-119

）.  

リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
はS.26f. 

を
参
照
。

（
61
）Staubach, H

istoria oder Satira ? K
örntgen, K

önigsherrschaft und 

G
ottes G

nade, S.63f. 

は
、
シ
ュ
タ
ウ
バ
ッ
ハ
説
を
支
持
し
て
い
る
。

（
62
）
そ
の
生
涯
と
著
作
に
つ
い
て
は
、A

lbrecht Vogel, R
atherius von 

Verona und das zehnte Jahrhundert, Jena 1854, N
D

.  Leipzig 

数
に
は
、
同
一
箇
所
に
対
す
る
複
数
文
献
の
候
補
も
重
複
し
て
数
え
て

お
り
、
数
字
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
目
安
で
あ
る
。

（
48
）
参
照
、H

unger, Liudprand von C
rem

ona und die byzantinische 

T
rivialliteratur, S.198 m

it A
nm

.4.

（
49
）K

oder, Liutprand von C
rem

ona und die griechische Sprache, 

S.26. 

最
長
の
ギ
リ
シ
ア
語
文
は
、
第
三
巻
四
一
章
の
テ
ィ
ー
レ
シ
ア
ー

ス
の
寓
話
で
あ
り
、
キ
エ
ー
ザ
の
刊
本
で
は
六
行
に
及
ぶ
。

（
50
）
文
学
的
方
法
論
の
視
点
か
ら
の
「
語
り
」
の
分
析
と
し
て
、Vaerst, 

Laus inim
icorum

 oder w
ie sag’ ich’s dem

 K
önig ?, S.29-67

を
参
照
。

（
51
）
図
表
はB

ecker, E
inleitung, S.X

V
III

の
図
表
を
改
変
し
て
作
成
し

た
。
ビ
ザ
ン
ツ
の
第
三
巻
二
三
章
〜
三
八
章
、
第
五
巻
二
〇
章
〜
二
五

章
は
、
い
ず
れ
も
イ
タ
リ
ア
国
王
ユ
ー
グ
が
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
に
使
節
を

派
遣
し
た
文
脈
の
延
長
線
に
位
置
し
て
お
り
、
イ
タ
リ
ア
と
の
区
切
り

は
明
確
で
は
な
い
。

（
52
）
こ
の
数
字
は
、
よ
り
細
緻
に
分
類
し
た
ブ
ー
ガ
ー
ル
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳

に
よ
る
（p.23

）。

（
53
）
下
訳
の
完
成
後
、
中
世
イ
タ
リ
ア
史
に
関
す
る
ハ
ル
ト
マ
ン
の
古
典
的

名
著
を
通
読
し
た
が
、
九
世
紀
末
〜
一
〇
世
紀
前
半
の
イ
タ
リ
ア
政
治

史
の
叙
述
が
、
如
何
に
多
く
を
『
報
復
の
書
』
に
負
っ
て
い
る
か
が
良
く
解

っ
た
。Ludo M

oritz H
artm

ann, G
eschichte Italiens im

 M
ittelalter, 

B
d.3-2: D

ie A
narchie, G

otha 1911, N
D

. H
ildesheim

 1969.

（
54
）B

ecker, E
inleitung, S.X

IIIf.

（
55
）
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
（〝
大
教
皇
〞、
在
位
五
九
〇
│
六
〇
四
年
）

の『
モ
ラ
リ
ア
』を
通
じ
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
影
響
を
強
調
す
る

研
究
と
し
て
、Jessen, D

ie W
irkungen der augustinischen G

eschichts-
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N
ekrologe, S.67-69. Frase, Friede und K

önigsherrschaft, S.16. 

そ

の
後
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
の
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
ク
家
に
求
め
る
仮
説
も
提
起
さ

れ
た
が
（Frin, D

ie H
erkunft A

dalberts

）、
人
名
学
的
方
法
に
の
み

依
拠
し
て
お
り
、
研
究
者
の
同
意
を
得
て
は
い
な
い
。K

ölzer, 

A
dalbert von St. M

axim
in, S.7.

（
70
）T

heodor v. Sickel, E
xkurse zu ottonischen D

iplom
en,V

I: D
er 

N
otar Liudolf A

 und der C
ontinuator R

eginonis, in: M
itteilungen 

des Instituts für Ö
sterreichische G

eschichtsforschung, E
rgänzungs-

band 1 

（1885

）, S.361f. H
arry B

resslau, Z
um

 C
ontinuator 

R
eginonis, in: N

A
 25 （1900

）, S.664-671. E
dm

und E
. Stengel, D

ie 

Im
m

unität in D
eutschland bis zum

 E
nde des 11. Jahrhunderts. 

F
orschungen zur D

iplom
atik und Verfassungsgeschichte, Teil 1, 

Innsbruck 1910, N
D

. A
alen 1964, S.164 A

nm
.2.

（
71
）H

uschner, T
ransalpine K

om
m

unikation, T
eil 2, S.658-685. 

H
offm

ann, N
otare, K

anzler und B
ischöfe （

注
15
）, S.446-449.

（
72
）
参
照
、
テ
ィ
ー
ト
マ
ル
『
年
代
記
』
第
四
巻
二
八
章
（
拙
訳
二
一
二
│

二
一
四
頁
）。
拙
著
『
紀
元
千
年
の
皇
帝
』、
六
一
頁
。

（
73
）
参
照
、Metz, A

dalbert von M
agdeburg und die N

ekrologe, S.70f., 
S.80.

（
74
）Liudolf A

が
起
草
し
たD

O
I 177, 179

は
、
九
五
六
年
三
月
初
頭
に
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
発
給
さ
れ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
リ
ウ
ト
プ
ラ

ン
ド
は
、
同
地
で
レ
セ
ム
ン
ド
と
出
会
っ
て
い
た
。

（
75
）
参
照
、
テ
ィ
ー
ト
マ
ル
『
年
代
記
』
第
二
巻
一
〇
、一
一
、一
七
、二
〇

章
。

（
76
）C

oncilia, V
I, 31. B

Z
2 449ff. 

注
24
も
参
照
。

1977

の
古
典
的
研
究
が
未
だ
に
価
値
を
失
っ
て
い
な
い
。
概
略
に
つ
い

て
は
、
さ
し
あ
た
りPeter C

hristian Jacobsen, A
rt. R

ather von 

Verona und Lüttich, in: D
ie deutsche Literatur des M

ittelalters. 

Verfasserlexikon, 2.A
ufl., B

d.7, B
erlin-N

ew
 York 1989, Sp.1013-

1032
を
参
照
。

（
63
）Staubach, G

raecae G
loriae, S.365.

（
64
）B

rakhm
an, A

ußenseiter und „Insider“, S.41-130.

「
政
治
的
自
己
推

薦
書
」
と
し
て
の
『
報
復
の
書
』
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
既
にVaerst, 

Laus inim
icorum

 oder w
ie sag’ ich’s dem

 K
önig ?, S.65f. 

も
指
摘

し
て
い
た
。

（
65
）B

rakhm
an, A

ußenseiter und „Insider“, S.71, S.124-130.

（
66
）W

ilhelm
 v. G

iesebrecht, G
eschichte der deutschen K

aiserzeit, 

B
d.1, 5.A

ufl., Leipzig 1881, S.778.

（
67
）
参
照
、Josef Fleckenstein, D

ie H
ofkapelle der deutschen K

önige, 

Teil 2, （M
G

H
, Schriften, 16/2

）, Stuttgart 1966, S.37. 

以
下
、
主

と
し
てK

ölzer, A
dalbert von St. M

axim
in

に
拠
る
。

（
68
）G

erd A
lth

off, D
as N

ecrolog von
 B

orghorst. E
dition

 u
n

d 

U
n

tersu
chu

n
g, 

（V
eröffen

tlich
u

n
g

en
 d

er H
istorisch

en 

K
om

m
ission W

estfalens, X
L: W

estfälische G
edenkbücher und 

N
ekrologien, 1

）, M
ünster 1978, S.268-282. D

ers., A
dels- und 

K
önigsfam

ilien im
 Spiegel ihrer M

em
orialüberlieferung. Studien 

zum
 T

otengedenken der B
illunger und O

ttonen, 

（M
ünstersche 

M
ittelalter-Schriften, 47

）, M
ünchen 1984, S.426 （G

 177

）.

（
69
）
次
の
批
判
を
参
照
。K

arpf, H
errscherlegitim

ation und R
eichs-

begriff, S.47 A
nm

.4. M
etz, A

dalbert von M
agdeburg und die 
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N
aß, D

ie R
eichschronik des A

nnalista Saxo und die sächsische 

G
eschichtsschreibung im

 12. Jahrhundert, （M
G

H
 Schriften, 41

）, 
H

annover 1996, S.264-266.

（
86
）Prinz, D

ie Ü
berarbeitung der C

hronik R
eginos.

（
87
）Schleidgen, D

ie Ü
berlieferungsgeschichte der C

hronik des R
egino 

von Prüm
, S.131.

（
88
）Friedrich K

urze, H
andschriftliche Ü

berlieferung und Q
uellen 

der C
hronik R

eginos und seines Fortsetzers, in: N
A

 15 （1890

）, 
S.295-330, hier S.324-330. 

た
だ
し
、
刊
本
の
公
刊
後
に
エ
ル
ベ
ン

（W
ilhlem

 E
rben, Zu der Fortsetzung des R

egino von Prüm
, in: 

N
A

 16 （1891

）, S.613-622

）、
そ
の
他
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
批
判
を

承
け
て
自
説
を
大
き
く
変
更
し
、
利
用
史
料
と
し
て
『
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ

編
年
誌
』
以
外
に
、
マ
イ
ン
ツ
で
編
纂
・
執
筆
さ
れ
た
（
失
わ
れ
た
）

『
マ
イ
ン
ツ
編
年
誌
』
な
る
も
の
の
存
在
を
推
定
し
た
。D

ers., D
ie 

Jahrbücher von R
eichenau und der Fortsetzer R

eginos, in: N
A

 

24 （1899

）, S.425-456, hier S.445-451. 

し
か
し
、
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
修

道
院
で
成
立
し
た
各
種
の
編
年
誌
の
系
譜
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
日
ま

で
激
し
い
議
論
が
続
い
て
い
る
。
参
照
、
拙
著
『
ド
イ
ツ

│
そ
の
起

源
と
前
史
』、
一
六
八
│
一
七
二
頁
。
近
年
で
は
ド
ル
ナ
が
、
九
四
二
年

の
項
以
降
に
つ
い
て
、「
オ
ッ
ト
ー
一
世
の
宮
廷
で
継
続
執
筆
さ
れ
た
王

国
編
年
誌
」
の
利
用
を
想
定
し
て
い
る
が
（D

orna, H
istoria O

ttonis, 

S.145f. m
it A

nm
.35

）、『
マ
イ
ン
ツ
編
年
誌
』
も
含
め
そ
の
存
在
は
確

認
さ
れ
て
い
な
い
。

（
89
）
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
の
利
用
し
た
の
が
、
こ
の
写
本
で
あ
っ
た
か
否
か
に

つ
い
て
も
既
に
議
論
が
あ
る
。『
ク
ヴ
ェ
ト
リ
ー
ン
ブ
ル
ク
編
年
誌
』
の

（
77
）
参
照
、
テ
ィ
ー
ト
マ
ル
『
年
代
記
』
第
二
巻
二
二
章
注
２
（
拙
訳
八
四

頁
）。

（
78
）C

laude, G
eschichte des E

rzbistum
s M

agdeburg, Teil 1, S.114f.

（
79
）E

bd.  Teil 1, S.134.

（
80
）Peter C

hristian Jacobsen, M
iracula s. G

orgonii. Studien und 

T
exte zur G

orgonius-Verehrung im
 10. Jahrhundert, 

（M
G

H
, 

Studien und Texte, 46

）, H
annover 2009, S.50-63, S.188

（
テ
キ
ス

ト
）.

（
81
）
そ
の
生
涯
と
著
作
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
りG

erhard Schm
itz, 

A
rt. R

egino von Prüm
, in: D

ie deutsche Literatur des M
ittelalters. 

Verfasserlexikon, 2.A
ufl., B

d.7, B
erlin-N

ew
 York 1989, Sp.1115-

1122

を
参
照
。

（
82
）
こ
れ
ま
で
謎
と
さ
れ
て
き
た
院
長
就
位
以
前
の
キ
ャ
リ
ア
は
、
近
年
に

な
っ
て
初
め
て
解
明
さ
れ
た
。Francesco R

oberg, N
eues zur 

B
iograph

ie des R
egino von P

rüm
, in: R

heinische V
iertel-

jahrsblätter 72 （2008

）, S.224-229.

（
83
）
参
照
、
森
本
芳
樹
『
中
世
農
民
の
世
界

│
甦
る
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
所

領
明
細
帳
』（
世
界
歴
史
選
書
）、
岩
波
書
店 

二
〇
〇
三
年
、
九
八
│

一
〇
〇
、一
〇
四
頁
。

（
84
）K

urze, Praefatio, in: R
eginonis abbatis Prum

iensis C
hronicon, 

S.V
-X

III, S.X
V

及
びSchleidgen, D

ie Ü
berlieferungsgeschichte der 

C
hronik des R

egino von Prüm
, S.162

に
、
か
な
り
異
な
る
系
譜
図
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、Frase, Friede und K

önigsherrschaft, 

S.41

の
系
譜
図
に
従
っ
た
。

（
85
）D

ie R
eichschronik des A

nnalista Saxo, ad a. 967, S.206. K
laus 
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（
94
）K

arpf, H
errscherlegitim

ation und R
eichsbegriff, S.51 m

it A
nm

.26. 

カ
ル
プ
フ
は
、
ヴ
ァ
イ
セ
ン
ブ
ル
ク
を
フ
ラ
ン
ケ
ン
に
含
め
る
が
、
こ

こ
で
は
エ
ル
ザ
ス
に
加
算
し
た
。

（
95
）H

auck, A
dalbert von M

agdeburg, S.282ff.

（
96
）E

bd. S.296f., S.328f., S.341.

（
97
）K

arpf, H
errscherlegitim

ation und R
eichsbegriff, S.53-56. 

参
照
、

N
aß, D

ie R
eichschronik des A

nnalista Saxo （
注
85
）, S.262f.

（
98
）
次
の
批
判
を
参
照
。K

arpf, H
errscherlegitim

ation und R
eichsbegriff, 

S.28-35, S.53. K
örntgen, K

önigsherrschaft und G
ottes G

nade, 

S.54-61.

（
99
）Frase, Friede und K

önigsherrschaft, bes. S.294ff. 

フ
ェ
ル
ス
ト
は

こ
れ
を
支
持
。Vaerst, Laus inim

icorum
 oder w

ie sag’ ich’s dem
 

K
önig ?, S.113-149, hier S.133ff., S.143f.

（
100
）Zeller, Liudolfinger als fränkische K

önige ? 

以
下
、ebd. S.142ff. 

に
拠
る
。

（
101
）Fried, H

einrich I. 

引
用
文
はS.269.

（
102
）
か
つ
て
の
通
説
的
解
釈
の
代
表
と
し
て
、
こ
こ
で
は
シ
ュ
レ
ー
ジ
ン
ガ

ー
の
論
文
の
み
を
挙
げ
て
お
く
。W

alter Schlesinger, D
ie K

önigs-

erhebung H
einrichs I. zu Fritzlar im

 Jahre 919, in: Fritzlar im
 

M
ittelalter. F

estschrift zur 1250-Jahr-F
eier, hg. vom

 M
agistrat 

der Stadt F
ritzlar, F

ritzlar 1974, S.121-143, 

（N
D

. in: ders., 

A
usgew

ählte A
ufsätze 1965-1979, hg. v. H

ans P
atze - F

red 

Schw
ind, 

（Vorträge und Forschungen, 34

）, Sigm
aringen 1987, 

S.199-220
）.

（
103
）Fried, H

einrich I., S.297f.

編
者
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
立
場
か
ら
、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
が
マ
ク
デ

ブ
ル
ク
大
司
教
就
位
に
際
し
て
写
本
を
作
成
さ
せ
て
い
た
可
能
性
を
考

量
し
て
い
る
。M

artina G
iese, E

inleitung, in: D
ie A

nnales Q
uedlin-

burgenses, hg. v. ders., （M
G

H
 Scriptores rerum

 G
erm

anicarum
, 

77

）, H
annover 2004, S.41-380, hier S.197f.

（
90
）H

auck, A
dalbert von M

agdeburg, S.285ff. K
arpf, H

errscher-

legitim
ation und R

eichsbegriff, S.50ff. 

た
だ
し
、
近
年
ビ
ュ
ッ
ク

は
、『
報
復
の
書
』
と
『
続
編
』
の
証
言
の
類
似
性
に
改
め
て
着
目
し
、

共
通
の
史
料
伝
承
の
存
在
を
推
定
し
て
い
る
。
特
に
、『
報
復
の
書
』
第

二
巻
二
〇
章
が
描
く
コ
ン
ラ
ー
ト
の
死
の
床
の
遺
言
に
関
し
て
は
、

九
一
五
年
以
降
に
成
立
し
た
『
皇
帝
ベ
レ
ン
ガ
ー
リ
オ
事
績
録
』
の
王

位
禅
譲
の
叙
述
を
モ
デ
ル
に
構
築
さ
れ
た
可
能
性
を
考
量
し
て
い
る
。

Philippe B
uc, N

och einm
al 918-919. O

f the ritualized D
em

ise of 

K
ings and of political R

ituals in general, in: Zeichen - R
ituale - 

W
erte, hg. v. G

erd A
lthoff, （Sym

bolische K
om

m
unikation und 

gesellschaftliche W
ertesystem

e, 3

）, M
ünster 2004, S.151-178.

（
91
）H

uschner, T
ransalpine K

om
m

unikation im
 M

ittelalter, Teil 2, 
S.596-600. Vaerst, Laus inim

icorum
 oder w

ie sag’ ich’s dem
 K

önig 

?,  S.67. B
rakhm

an, A
ußenseiter und „Insider“, S.129f.

（
92
）W

ilh
elm

 W
attenbach

, D
eutschlands G

eschichtsquellen im
 

M
ittelalter bis zur M

itte des dreizehnten Jahrhunderts, 7. A
ufl., 

bearb. v. E
rnst D

üm
m

ler, B
d.1, Stuttgart- B

erlin 1904, S.410.

（
93
）Lintzel, E

rzbischof A
dalbert von M

agdeburg, S.18f., S.21 （
引
用

句
）. 

参
照
、M

etz, A
dalbert von M

agdeburg und die N
ekrologe, 

S.77-79.
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諸
民
族
名
の
列
記
語
法
を
参
照
。

（
111
）
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
の
語
法
に
お
い
て
「
イ
タ
リ
ア
」
は
時
に
、
ポ
ー
河

流
域
の
北
イ
タ
リ
ア
地
方
の
み
を
指
す
。
参
照
、『
報
復
の
書
』
第
二
巻

三
七
、三
八
章
。
大
半
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
期
に
樹
立
さ
れ
た
「
イ
タ
リ

ア
王
国
」
を
意
味
す
る
。
ア
ペ
ニ
ン
半
島
全
体
を
指
す
の
は
、
文
学
的

表
現
の
文
脈
に
限
ら
れ
る
。

（
104
）M

artin Lintzel, Zur D
esignation und W

ahl K
önig H

einrichs I., 

in: D
A

 6 

（1943

）, S.379-400, N
D

. in: K
önigsw

ahl und T
hronfolge 

in ottonisch-frühdeutscher Zeit, hg. v. E
duard H

law
itschka, 

（W
ege der Forschung, 178

）, D
arm

stadt 1971, S.46-70.

（
105
）Fried, H

einrich I., S.269f. 

以
下
、ebd. S.296-300

に
拠
る
。

（
106
）
岡
地
稔
「
口
承
世
界
に
お
け
る
歴
史
叙
述
の
信
憑
性

│
ヴ
ィ
ド
ゥ
キ

ン
ト
『
ザ
ク
セ
ン
朝
史
』・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
一
世
国
王
選
挙
に
関
す
る
Ｊ
・

フ
リ
ー
ト
の
所
説
を
め
ぐ
っ
て
」、『
ア
カ
デ
ミ
ア
』（
文
学
・
語
学
編
）

七
五
、二
〇
〇
四
年
、
一
│
三
七
頁
。
拙
著
『
ド
イ
ツ
史
の
始
ま
り
』、

一
〇
八
│
一
一
〇
、二
一
六
│
二
一
七
頁
。
同
、
ヴ
ィ
ド
ゥ
キ
ン
ト
『
ザ

ク
セ
ン
人
の
事
績
』、「
解
説
」、
二
八
四
│
二
八
六
頁
。
同
「
大
公
ハ
イ

ン
リ
ヒ
と
黄
金
の
首
飾
り
」。
こ
の
他
、
均
衡
の
と
れ
た
最
新
の
研
究
史

の
整
理
と
し
て
、M

atthias B
echer, H

einrich I. 

│ K
önig einer 

W
endezeit ?, in: 919 - Plötzlich K

önig. H
einrich I. und Q

ued-

linburg, hg. v. Stephan Freund - G
abriele K

öster, 

（Schriften-
reihe des Zentrum

s für M
ittelalterausstellungen M

agdeburg, 

5

）, R
egensburg 2019, S.55-71

の
み
を
挙
げ
て
お
く
。

（
107
）
以
下
、
拙
著
『
ド
イ
ツ
史
の
始
ま
り
』、
特
に
第
六
章
四
節
「〝
ド
イ
ツ

人
〞
の
出
現

│
イ
タ
リ
ア
人
に
よ
る
他
称
用
法
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
108
）
参
照
、
拙
著
『
ド
イ
ツ
史
の
始
ま
り
』、
一
七
九
│
一
八
一
頁
。

（
109
）
ビ
ザ
ン
ツ
側
の
ギ
リ
シ
ア
人
が
「
フ
ラ
ン
ク
人
」
に
つ
い
て
語
る
他
の

用
例
も
同
義
で
あ
る
。
参
照
、
一
九
、四
〇
、五
三
節
。

（
110
）
類
例
と
し
て
は
、
第
一
巻
五
章
、
第
二
巻
五
、四
二
章
を
、
地
方
名
の
列

記
語
法
と
し
て
は
、
第
二
巻
一
五
、一
八
、二
四
章
を
参
照
。
ア
ー
ダ
ル

ベ
ル
ト
に
よ
る
類
例
と
し
て
は
、『
続
編
』
九
一
九
、九
五
二
年
の
項
の
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Erzbischof von Magdeburg (968-981) erhoben. Während der Abtzeit (966-968) in Elsass verfasste 

er eine von 907 bis 967 reichende Fortsetzung der Chronik Reginos von Prüm († 915) in der 

traditionellen Stil der karolingischen Annalen.

In diesem kurzen Forschungsresumé habe ich vor allem folgenden fünf Problemekreise zur 

Erläuterung gestellt: I. Leben des Autors, II. Entstehungprozesse und Überlieferungsgeschichte 

des Werkes, III. Hauptquellen der Geschichtsdarstellung, IV. Struktur und Themen des Werkes, 

V. aktuelle Probleme der Forschungen um die beiden Werke als Geschichtsquellen.
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Abstract

Bishop Liudprand of Cremona († ca. 972), Antapodosis and Abbot Adalbert of 
Weissenburg († 981), Continuation of Regino’s Chronicle

─ Their Life and Works─

MISAGAWA Akihiro

Der Ver fasser  dieser  Zei len hat  b isher  zwei  Werke aus den v ier  wicht igsten 

Geschichtsdarstellungen der Ottonenzeit (919 - 1024)vom Lateinischen ins Japanische übersetzt 

und als Bücher veröffentlicht: Widukind von Korvei, Rerum Gestarum Saxonicarum Libri Tres 

(„Sachsengeschichte“ ) und Bischof Thietmar Merseburg, Chronicon („Chronik“) im Jahre 2017 

bzw. 2021. Als Abschluss sollte es 2023 noch die weitere zwei Werke in einem Band folgen: 

Bischof Liudprand von Cremona, Antapodosis („Buch der Vergeltung“) und Abt Adalbert von 

Weissenburg, Continuatio Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon („Fortsetzung der Chronik 

Reginos von Prüm“). Als einen Vorabdruck aus dem geplanten Buches lege ich hiermit eine 

kurze Einleitung für die beiden Verfasser und Ihre Werke. Die beiden Werke zählen, nebst 

Widukinds Sachsengeschichte, zu den Hauptwerken der Historiographie aus der Zeit des Kaiser 

Ottos des Grossen (936 / 962 - 973).

Diakon Liudprand aus Pavia, geboren ca. 920, gest. ca. 972, stand eigentlich im Dienst für 

Markgraf Berengar von Ivrea, übernahm 949 eine Gesandschaftsreise nach Konstantinopel, fiel 

aber aus unbekannten Gründen in dessen Ungnade. Am Hof des ostfränkischen König Ottos I. 

schrieb er zwischen 958 und 962, bevor er von ihm im Jahre 961 / 962 Bischof von Cremona in 

Lombardei erhoben wurde, aus dem persönlichen Motiv der Rache an Berengar Antapodosis 

(„Buch der Vergeltung“) ,  das aber darüber hinaus ein umfassend konzipier tes 

Geschichtspanorama für die italienischen, byzantinischen und ostfränkischen Ereignisse ab ca. 

880 bis seine Gesandschaftsreise 949 darstellt. Sein Hauptwerk gilt als eine einzigartige 

‘satirische Zeitgeschichtsschreibung’ (N. Staubach), die aber in der Tradition der Trostliteratur 

von ‘Consolatio’ von Boethius († 524) sowie zeitkritischen Werken von Rather von Verona († 974) 

steht.

Adalbert, aus Lothringen (?) stammend, war seit 953 als Notar in der königlichen Kanzlei Ottos 

I. nachweiswar, trat aber danach in das Gorzer Reformrichtung gehörende Kloster St. Maximin 

bei Trier ein. 961 wurde er vom Mainzer Erzbischof Wilhelm zum Missionsbischof von Russen 

geweiht. Trotz seines Misserfolges in Kiev wurde er vom König Otto I., dessen Söhnen Wilhelm 

und König Otto II. noch weiter befördert, 966 zum Abt von Weissenburg, dann zum ersten 
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